
 

 

令和４年度  第１回山梨地方最低賃金審議会 

 

と  き：令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日 

ところ：ＫＫＲ甲府ニュー芙蓉 

 

次    第 
 

 

１  開  会 

 

２  局長あいさつ 

 

３  委員紹介 

 

４  議  事 

（１）会長代理の選出について 

（２）運営小委員会の委員の指名について 

（３）山梨県最低賃金の改正決定の諮問について 

（４）山梨県最低賃金専門部会の設置について 

（５）最低賃金審議会の公開・非公開について 

（６）山梨地方最低賃金審議会運営小委員会規程の改正について 

（７）労使からの意見聴取について 

（８）今後の審議日程について 

（９）特定最低賃金検討委員会の委員の選出について 

（10）その他 

 

５  閉  会 



日時：

場所：

● 小林委員 一之瀬委員 ●

● 櫻井委員 川島委員 ●

● 佐々木委員 長谷川委員 ●

● 白倉委員 山岸委員 ●

● 田草川委員 依田委員 ●

● ● ● ● ●

第１回山梨地方最低賃金審議会  配席表

令和４年７月５日(火)

午後２：００～
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【使用者を代表する委員】

山梨県経営者協会 専務理事

（株）山梨オーバル 代表取締役

＊２ 令和４年４月20日任命

山梨県中小企業団体中央会 参与

（株）少國民社 代表取締役社長

＊１ 令和４年１月24日任命

【労働者を代表する委員】

電機連合山梨地方協議会 事務局長

キトー労働組合　執行委員長

ＵＡゼンセン山梨県支部 支部長

連合山梨　副事務局長

弁護士

長谷川醸造（株） 代表取締役社長

山梨県納税貯蓄組合総連合会 専務理事

運輸労連山梨県連合会 執行委員長

会長代理：○

【公益を代表する委員】

山梨県立大学人間福祉学部 准教授

山梨大学生命環境学部 教授

山梨大学大学院総合研究部教育学域 准教授

氏 名 職 名 等

会長：◎

山 梨 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 委 員 名 簿

令和３年５月４日任命

委 員 公 益 を 代 表 す る 委 員 ５ 名

２年定 数 労 働 者 を 代 表 す る 委 員 ５ 名 任　期

15 人 使 用 者 を 代 表 す る 委 員 ５ 名
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氏 名 職 名 等

山 梨 地 方 最 低 賃 金 審 議 会

運 営 小 委 員 会 名 簿
令和３年７月１日任命

委員長：◎ 委員長代理：○

【公益を代表する委員】

弁護士

山梨県納税貯蓄組合総連合会 専務理事

【労働者を代表する委員】

キトー労働組合　執行委員長

運輸労連山梨県連合会 委員長

【使用者を代表する委員】

山梨県経営者協会 専務理事

（株）山梨オーバル　代表取締役



月 日 曜 対象 場所

5 火 第１回本審（地賃改正諮問） 午後２：００～ 全員 ニュー芙蓉

22 金 第１回専門部会 午後２:００～ 部会委員 山梨労働局

第２回本審（特定最賃必要性諮問） 午後２：００～ 全員 ニュー芙蓉

部会委員 ニュー芙蓉

1 月 第３回専門部会(金額審議) 午後２：００～ 部会委員 山梨労働局

4 木 第４回専門部会(金額審議、結審予定) 午後２：００～ 部会委員 山梨労働局

第５回専門部会（予備日） 午後１：３０～ 部会委員 ニュー芙蓉

第３回本審（地賃改正答申) 午後３：３０～ 全員 ニュー芙蓉

22 月 特定最賃検討委員会 午後２：００～
検討委員会

委員
山梨労働局

23 火 第４回本審（異議審) 午前１０：００～ 全員 ニュー芙蓉

※２　金額審議の状況によっては、再度、本審及び専門部会の日程調整を行い、日程を変更する可能性がある。

第２回専門部会(基本的見解)
                                午後３：００(本審終了後)～

5 金

28 木

令和４年度　地域別最低賃金審議日程表（案）

発効想定日：１０／１

審議会内容

※１　目安答申の動向によっては、再度、本審及び専門部会の日程調整を行い、日程を変更する可能性がある。
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別○写  

山梨労発基 0705 第１号 

令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日 

 

 

山梨地方最低賃金審議会 

会 長   反田 一富 殿 

 

 

山梨労働局長 

生 方  勝 

 

 

最低賃金の改正決定について（諮問） 

 

最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 12 条の規定に基づき、山梨県最低

賃金（昭和 55 年山梨労働基準局最低賃金公示第１号）の改正決定について、新

しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和４年６月７日閣議決定）及

び新しい資本主義実行計画工程表並びに経済財政運営と改革の基本方針 2022

（同日閣議決定）に配意した、貴会の調査審議をお願いする。 























































































































































































































































































































































山梨地方最低賃金審議会
追 加 配 付 資 料

（第１回本審議会）

令和４年７月５日
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令和４年度 第１回審議会（7/5)

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・新しい資本主義実行計画
工程表（関係部分抜粋）

経済財政運営と改革の基本方針2022（関係部分抜粋）

最低賃金に関する調査研究（令和４年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会（第
１回）資料）

【参考資料】

企業短期経済観測調査（2022年７月１日、日本銀行甲府支店）

足元の経済状況等に関する補足資料（令和４年度中央最低賃金審議会目安に関する小
委員会（第１回）資料）
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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和４年６月７日閣議決定）・ 

新しい資本主義実行計画工程表 

 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 

 

Ⅲ．新しい資本主義に向けた計画的な重点投資 

「新しい資本主義」の実現により、経済を立て直し、新たな成長軌道に乗せていくた

め、必要不可欠な財政出動や税制改正は中長期的観点から機動的に行う。この際、人へ

の投資、科学技術・イノベーションへの投資、スタートアップへの投資、ＧＸ及びＤＸ

への投資の４本柱に、投資を重点化する。 

 

１．人への投資と分配 

モノからコトへにも象徴されるように、ＤＸ、ＧＸといった大きな変革の波の中にあ

って創造性を発揮するためには、人の重要性が増しており、人への投資が不可欠となっ

ている。また、これまで、ともすれば安価な労働力供給に依存してコストカットで生産

性を高めてきた我が国も、労働力不足時代に入り、人への投資を通じた付加価値の向上

が極めて重要となっている。 

さらに、気候変動問題への対応や少子高齢化・格差の是正、エネルギーや食料を含め

た経済安全保障の確保といった社会的課題を解決するのは人であり、人への投資は最

も重要な投資である。 

このため、賃金等のフローはもとより、教育・資産形成等のストックの面からも人へ

の投資を徹底的に強化する。また、子供期・現役期・高齢期のライフサイクルに応じた

環境整備を強化する。 

 

（１）賃金引上げの推進 

先進国の労働分配率（雇用者報酬を国民総所得（GNI）で割った値）は、趨勢的に低

下傾向にある。 

さらに、先進国の家計消費と可処分所得の動向を見ると、可処分所得が伸びると、家

計消費が伸びる傾向にある。日本の家計消費が伸び悩む理由は、可処分所得の伸びが十

分ではないことが主な理由である1。 

我が国の大きな課題として、単位時間当たりの労働生産性の伸びは決して諸外国と

比べても悪くないにもかかわらず、賃金の伸びが低い2。賃金が伸びなければ、消費に

はつながらず、次なる成長も導き出せない。 

労働生産性を上昇させるとともに、それに見合った形で賃金を伸ばすために、官民で

連携して取り組んでいく。 

                                                      
1 基礎資料 P1：家計消費と可処分所得の伸び率の国際比較 
2 基礎資料 P2：１人当たり実質賃金の伸び率の国際比較 

資料No.4 
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本年の春闘においては、ここ数年低下してきている賃金引上げの水準3が反転し、新

しい資本主義の時代にふさわしい、賃金引上げが実現しつつある。引き続き、官民が連

携して、賃金引上げの社会的雰囲気を醸成していくことが重要である。新しい資本主義

実現会議において、価格転嫁や多様な働き方の在り方について合意づくりを進めると

ともに、データ・エビデンスを基に、適正な賃金引上げの在り方について検討を行う。 

また、人への投資のためにも最低賃金の引上げは重要な政策決定事項である。物価が

上昇する中で、官民が協力して、引上げを図るとともに、その引上げ額については、公

労使三者構成の最低賃金審議会で、生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかり議

論していただくことが必要である。 

 

①賃上げ税制等の一層の活用 

民間企業のより積極的な賃金引上げを支援するための環境整備として、賃上げ税制

について税額控除率を大胆に引き上げる（大企業：20％→30％、中小企業：25％→40％）

等、抜本的に拡充を図った。全国各地での説明会の実施や地方局、労働基準監督署等政

府機関における周知に加え、商工会議所・商工会等の中小企業団体による説明会の実施

等による周知を徹底することを通じて、本税制の一層の活用を促進する。 

また、税制の効果が出にくい、赤字の中小企業の賃金引上げを支援するため、ものづ

くり補助金や持続化補助金において、赤字でも賃金を引き上げた中小企業への補助率

を引き上げる特別枠を設けたほか、政府調達において、賃金引上げを行う企業に対し

て、加点を行う等、調達方法の見直しを図った。これらの取組とあわせて、賃金引上げ

をより一層推進していく。 

 

②重点業種を示した政府を挙げた中小下請取引適正化 

「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」（令和３年

12月）及び「取引適正化に向けた５つの取組」（令和４年２月）に基づき、中小企業等

が賃金引上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分

の適切な転嫁に向けた環境整備を進める。 

調査の結果、価格転嫁を困難にする主な阻害要因としては、値上げ要請を理由とする

取引先の変更や取引の打切りのリスク、売り先の価格競争の影響による転嫁の受け入

れ困難、発注者の立場が強く価格交渉が困難である等の点が見受けられた。 

こうした実態を踏まえ、サプライチェーンのつながりについて、ⅰ）生活関連商品の

製造・販売、ⅱ）部品・完成品のものづくり、ⅲ）サービスの提供の３つの類型に整理

し、22 業種 10 万社程度を対象に独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する調査を行

う。調査を踏まえ、立入調査を行う等、適正な取引環境の実現につなげる。 

独占禁止法上の優越的地位の濫用に関して、問題となる事例を追加した、サプライチ

ェーン全体における取引の適正化のためのガイドラインを策定する。 

大企業と中小企業の共存共栄を目指すパートナーシップ構築宣言の実効性を強化す

るため、宣言企業に対する調査を実施し、実行状況について、フォローアップを行う。 

本年度の下請代金支払遅延等防止法の重点立入業種として、道路貨物運送業、金属製

                                                      
3 基礎資料 P3：春闘結果の推移 
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品製造業、生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業を選定した。これらの業種

について、立入調査の件数を大幅に増加させる。 

また、重点立入業種以外であっても、法違反が多く認められる業種については、事業

所管省庁と連名で、事業者団体に対して、法遵守状況の自主点検を行うよう要請する。 

 

③介護・障害福祉職員、保育士等の処遇改善のための公的価格の更なる見直し 

介護・障害福祉職員、保育士等や、コロナ対応等を担っている看護師等の収入を３％

程度引き上げる措置を講じた。 

介護・障害福祉職員、保育士等の今後の具体的な処遇改善の方向性については、公的

価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準

まで収入が引き上がり、必要な人材が確保されるかといった観点から検討する。 

看護師の今後の処遇改善については、今回の措置の結果も踏まえつつ、全ての職場に

おける看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の在り方について検討する。 

これらの結果に基づき、引き続き、処遇改善に取り組む。 

 

３．スタートアップの起業加速及びオープンイノベーションの推進 

 

（２）付加価値創造とオープンイノベーション 

既存企業について、売上重視から、新たな付加価値を創造する視点への転換を図る。 

優良企業が成長率を維持することは簡単ではないが、最近の実証分析によると、旧来

技術を用いてきた既存企業でもスタートアップが持ち込む新技術を導入した場合、持

続的に存続可能であることが分かってきた 32。 

既存企業がスタートアップ等と連携するオープンイノベーションを後押しするため

に、経営不振の事業から撤退し、経営資源を成長性、収益性の見込める事業に投入して、

新陳代謝を進めていくことが重要である。 

 

①事業再構築のための私的整理法制の整備 

日本企業の債務残高は、コロナ禍前に比べ、70 兆円以上増加している 33。加えて、

債務の過剰感があると回答した企業のうち、債務が事業再構築の足かせになっている

と回答した企業の割合は、大企業で 32.3％、中小企業で 34.5％にのぼる 34。 

コロナ禍の収束が長引いた場合に事業再生を検討する可能性があると答えた企業に

対し、事業再生を検討する上で最も重視する点を聞いたところ、手続が現在の事業・取

引に影響を与えないこと（45.2％）、手続が簡潔で長期間を要しないこと（30.9％）、が

重視されている 35。 

欧州各国においては、我が国と異なり、倒産処理手続に加え、全ての貸し手の同意は

必要とせず、裁判所の認可の下で事業再構築等に向けて多数決により権利変更（金融債

                                                      
32 基礎資料 P34：旧来技術を用いる企業の持続的存続可能性 
33 基礎資料 P35：コロナ禍の企業債務への影響 
34 基礎資料 P36：債務による企業の事業再構築の取組への影響 
35 基礎資料 P37：企業が事業再生の際に重視する点 
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務の減額等）を行う制度も存在する 36。 

コロナ後に向けた我が国企業の事業再構築を容易にするため、新たな事業再構築の

ための法制度について検討し、早期に国会に提出する。 

また、特に中小企業については、中小企業活性化パッケージに基づき、全国３万以上

の認定支援機関による伴走支援を行うとともに、中小企業の事業再生等に関するガイ

ドラインに基づき、経営者の退任を原則としない形での事業再生を推進する。 

 

②既存企業のオープンイノベーションの推進のための税制等の在り方やルールの見直

し 

日本における事業会社によるスタートアップ企業に対する投資額は、欧米と比べて

極めて低い水準にある 37 スタートアップに対するＭ＆Ａの件数についても、日本は欧

米に比べて極めて少ない 38。 

スタートアップに投資し、さらに買収することが、スタートアップの出口戦略として

も、既存の大企業のオープンイノベーションの推進策としても重要である。このため、

オープンイノベーションを促進するため、税制等の在り方をこれまでの効果も勘案し

再検証する。 

また、投資家保護に配意しつつ、Ｍ＆Ａを目的とする公募増資の円滑化に向け、来年

の夏までに公募増資ルールの見直しを図る。すなわち、上場企業がＭ＆Ａを目的として

公募増資を行う場合、原則１年以内にＭ＆Ａを実行することや、実行されなかった場合

の代替使途を公表することが日本証券業協会の自主規制において求められている。こ

うした自主規制がＭ＆Ａを実行するための公募増資を制限しているとの指摘がある。 

 

③企業経営改革（マークアップ率向上、国際競争力向上） 

労働生産性は、売値マイナスコストを基礎とするため、コストが高い場合だけでな

く、売値が低くても、生産性は低くなる。製造コストの何倍の価格で販売できているか

を示すマークアップ率をみると、日本はＧ７諸国の中で最も低い。コストカットによ

り、いかに安く売るかではなく、新製品や新サービスを投入し、付加価値をつけて適正

な価格で売る、という価値観を国内に広める。 

日本企業のマークアップ率と国際競争力の向上に向けて、経営改革を加速するため、

新興国企業との連携を通じた新製品・新サービスの創出による現地の社会的課題解決

と日本への逆輸入（リバースイノベーション）を進める。 

 

④長期的視点で投資ができる企業環境の整備 

新しい資本主義への変革の中で、価格競争による過当競争で短期的な収益を得よう

とする企業行動から脱却する。このため、320兆円ある企業の現預金を活用して、重要

分野への集中的な投資や研究開発を進めることで長期的な企業価値の向上を達成でき

る日本企業を目指す。引き続き企業統治改革を進めるとともに、投資家とのコミュニケ

                                                      
36 基礎資料 P38：海外における私的整理・事業再生制度の概要 
37 基礎資料 P39：事業会社によるスタートアップへの投資額の国際比較 
38 基礎資料 P40：スタートアップに対する M&A件数の国際比較 
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ーションの円滑化を図るため、開示制度の充実を進める。 

 

⑤ディープテック系スタートアップとのオープンイノベーションの促進 

技術力はあるが実績がないスタートアップにとって、国による支援は実績作りのみ

ならず、大企業とのオープンイノベーションの促進にも有効である（ＮＥＤＯ等）。こ

のような取組をディープテック系スタートアップ等で進めていく。 
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新しい資本主義実行計画工程表 
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を
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が
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。
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=
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経済財政運営と改革の基本方針2022 

（令和４年６月７日閣議決定） 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

第２章 新しい資本主義に向けた改革 

 

１．新しい資本主義に向けた重点投資分野 

 

（１）人への投資と分配 

デジタル化や脱炭素化という大きな変革の波の中、人口減少に伴う労働力不足にも直面

する我が国において、創造性を発揮して付加価値を生み出していく原動力は「人」である。

自律的な経済成長の実現には、民間投資を喚起して生産性を向上することで収益・所得を

大きく増やすだけでなく、「人への投資」を拡大することにより、次なる成長の機会を生み

出すことが不可欠である。「人への投資」は、新しい資本主義に向けて計画的な重点投資を

行う科学技術・イノベーション、スタートアップ、ＧＸ、ＤＸに共通する基盤への中核的

な投資であるとも言える。 

こうした考えの下、働く人への分配を強化する賃上げを推進するとともに、職業訓練、

生涯教育等への投資により人的資本の蓄積を加速させる。あわせて、多様な人材の一人一

人が持つ潜在力を十分に発揮できるよう、年齢や性別、正規雇用・非正規雇用といった雇

用形態にかかわらず、能力開発やセーフティネットを利用でき、自分の意思で仕事を選択

可能で、個々の希望に応じて多様な働き方を選択できる環境整備を進める。 

 

（人的資本投資） 

成長分野における重点投資等を通じた質の高い雇用の拡大を図りつつ、「人への投資」を

抜本的に強化するため、2024年度までの３年間に、一般の方から募集したアイデアを踏ま

えた、4,000 億円規模の予算を投入する施策パッケージを講じ、働く人が自らの意思でス

キルアップし、デジタルなど成長分野へ移動できるよう強力に支援する。 

企業統治改革を進め、人的投資が企業の持続的な価値創造の基盤である点について株主

との共通の理解を作り、今年中に非財務情報の開示ルールを策定するとともに、四半期開

示の見直しを行う。男女の賃金格差の是正に向けて企業の開示ルールの見直しにも取り組

む。また、政府からの特に大規模な支援を受ける際には、人的資本投資などを通じ、中長

期的な価値創造にコミットすることを企業に求める。 

あわせて、社会全体で学び直し（リカレント教育）を促進するための環境を整備する 3。

学び直しによる成果の可視化と適切な評価、学び直し成果を活用したキャリアアップや兼

                                            
3 「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について（第一次提言）」（令和４年５月10日教育未来創造会議決

定）に基づく。 
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業・副業の促進、学ぶ意欲がある人への支援の充実や環境整備、成長分野のニーズに応じ

たプログラムの開発支援や学び直しの産学官の対話、企業におけるリカレント教育による

人材育成の強化等の取組を進める。 

以上の人的投資に取り組む中で、雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、

感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら

段階的に縮減していく一方で、人への投資や強力な就職支援を通じて円滑な労働移動を図

り、成長分野等における労働需要に対応する。あわせて、同一労働同一賃金の徹底等を通

じた非正規雇用労働者の処遇改善や正規化に取り組む。 

少子化対策・こども政策は、包摂社会の実現に向けて重要であるだけでなく、「人への投

資」としても重要であり、強力に進める。 

 

（多様な働き方の推進） 

人的資本投資の取組とともに、働く人のエンゲージメント 4と生産性を高めていくこと

を目指して働き方改革を進め、働く人の個々のニーズに基づいてジョブ型の雇用形態を始

め多様な働き方を選択でき、活躍できる環境の整備に取り組む。 

こうした観点から、就業場所・業務の変更の範囲の明示など、労働契約関係の明確化に

取り組む。専門知識・技能を持った新卒学生や既卒数年程度の若者について、より一層活

躍できるようにする観点から、その就職・採用方法を産・学と共に検討し、年度内を目途

に一定の方向性を得る。裁量労働制を含めた労働時間制度の在り方について、裁量労働制

の実態調査の結果やデジタル化による働き方の変化等を踏まえ、更なる検討を進める。フ

リーランスについて、事業者がフリーランスと取引する際の契約の明確化を図る法整備や

相談体制の充実など、フリーランスが安心して働ける環境を整備する。 

ポストコロナの「新しい日常」に対応した多様な働き方の普及を図るため、時間や場所

を有効に活用できる良質なテレワークを促進する。労働移動の円滑化も視野に入れながら、

労働者の職業選択の幅を広げ、多様なキャリア形成を促進する観点から副業・兼業を推進

するほか、選択的週休３日制度については、子育て、介護等での活用、地方兼業での活用

が考えられることから、好事例の収集・提供等により企業における導入を促進し、普及を

図る。また、地域に貢献しながら多様な就労の機会を創る労働者協同組合についてＮＰＯ

等からの円滑な移行等を図る。 

国家公務員について、既存業務の廃止・効率化、職場のデジタル環境整備、勤務形態の

柔軟化などを通じた働き方改革を一層推進するとともに、採用試験の受験者拡大やデジタ

ル人材を含めた中途採用の円滑化、リスキリングなど人材の確保・育成策に戦略的に取り

組む。 

 

（質の高い教育の実現） 

                                            
4
 働き手にとって、組織目標の達成と自らの成長の方向が一致し、仕事へのやりがい・働きがいを感じる中で、組織や仕事

に主体的に貢献する意欲や姿勢を示す概念。 
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人への投資を通じた「成長と分配の好循環」を教育・人材育成においても実現し、「新し

い資本主義」の実現に資するため、デジタル化に対応したイノベーション人材の育成等、

大学、高等専門学校、専門学校等の社会の変化への対応を加速する。このため、教育未来

創造会議の第一次提言等に基づき、以下の課題について、必要な取組を速やかに進める。 

新たな時代に対応する学びの支援の充実を図る。このため、恒久的な財源も念頭に置き

つつ、給付型奨学金と授業料減免を、必要性の高い多子世帯や理工農系の学生等の中間層

へ拡大する。また、減額返還制度を見直すほか、在学中は授業料を徴収せず卒業後の所得

に応じて納付を可能とする新たな制度を、教育費を親・子供本人・国がどのように負担す

べきかという論点や本制度の国民的な理解・受け入れ可能性を十分に考慮した上で、授業

料無償化の対象となっていない学生について、安定的な財源を確保しつつ本格導入するこ

とに向け検討する 5こととし、まずは大学院段階において導入することにより、ライフイ

ベントも踏まえた柔軟な返還・納付（出世払い）の仕組みの創設を行う。官民共同修学支

援プログラムの創設、地方自治体や企業による奨学金返還支援の促進等、若者を始め誰も

が、家庭の経済事情にかかわらず学ぶことができる環境の整備を進める。 

未来を支える人材を育む大学等の機能強化を図る。このため、デジタル・グリーンなど

成長分野への大学等の再編促進と産学官連携強化等に向け、複数年度にわたり予見可能性

をもって再編に取り組める支援の検討や、私学助成のメリハリ付けの活用を始め、必要な

仕組みの構築等を進めていく。その際、現在35％にとどまっている自然科学（理系）分野

の学問を専攻する学生の割合についてＯＥＣＤ諸国で最も高い水準である５割程度を目

指すなど具体的な目標を設定し、今後５～10年程度の期間に集中的に意欲ある大学の主体

性をいかした取組を推進する。また、あらゆる分野の知見を総合的に活用し社会課題への

的確な対応を図る｢総合知｣の創出・活用を目指し、専門性を大事にしつつも、文理横断的

な大学入学者選抜や学びへの転換を進め、文系・理系の枠を超えた人材育成を加速する。

若手研究者と企業との共同研究を通じた人材育成等により大学院教育を強化する。 

 

（賃上げ・最低賃金） 

今年は、ここ数年低下してきた賃上げ率を反転させたが、ウクライナ情勢も相まって物

価が上昇している6。こうした中、賃上げの流れをサプライチェーン内の適切な分配を通じ

て中小企業に広げ、全国各地での賃上げ機運の一層の拡大を図る。 

このため、中堅・中小企業の活力向上につながる事業再構築・生産性向上等の支援を通

じて賃上げの原資となる付加価値の増大を図るとともに、適切な価格転嫁が行われる環境

の整備に取り組むほか、抜本的に拡充した賃上げ促進税制の活用促進、賃上げを行った企

業からの優先的な政府調達等に取り組み、地域の中小企業も含めた賃上げを推進する。 

新しい資本主義実現会議において、価格転嫁や多様な働き方の在り方について合意づく

りを進めるとともに、データ・エビデンスを基に、適正な賃金引上げの在り方について検

                                            
5
 法制的な位置付けの検討を含む。 
6 2022年４月の消費者物価上昇率（総合）は前年同月比2.5％の上昇。 
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討を行う。 

また、人への投資のためにも最低賃金の引上げは重要な政策決定事項である。最低賃金

の引上げの環境整備を一層進めるためにも事業再構築・生産性向上に取り組む中小企業へ

のきめ細やかな支援や取引適正化等に取り組みつつ、景気や物価動向を踏まえ、地域間格

差にも配慮しながら、できる限り早期に最低賃金の全国加重平均が1000 円以上となるこ

とを目指し、引上げに取り組む。こうした考えの下、最低賃金について、官民が協力して

引上げを図るとともに、その引上げ額については、公労使三者構成の最低賃金審議会で、

生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかり議論する。 

 

（「貯蓄から投資」のための「資産所得倍増プラン」） 

我が国の個人金融資産2,000兆円のうち、その半分以上が預金・現金で保有されている。

投資による資産所得倍増を目指して、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の抜本的拡充や、

高齢者に向けた iDeCo（個人型確定拠出年金）制度の改革、国民の預貯金を資産運用に誘

導する新たな仕組みの創設など、政策を総動員し、貯蓄から投資へのシフトを大胆・抜本

的に進める。これらを含めて、本年末に総合的な「資産所得倍増プラン」を策定する。そ

の際、家計の安定的な資産形成に向けて、金融リテラシーの向上に取り組むとともに、家

計がより適切に金融商品の選択を行えるよう、将来受給可能な年金額等の見える化、デジ

タルツールも活用した情報提供の充実や金融商品取引業者等による適切な助言や勧誘・説

明を促すための制度整備を図る。 

 

２．社会課題の解決に向けた取組 

 

（３）多極化・地域活性化の推進 

 

（中堅・中小企業の活力向上） 

地域の経済やコミュニティを支える中堅・中小企業の生産性向上等を推進し、その活力

を向上させ、経済の底上げにつなげていく。感染症に加え、デジタル、グリーン等の事業

環境変化への対応を後押ししつつ、切れ目のない継続的な中小企業等の事業再構築や生産

性向上の支援、円滑な事業承継やＭ＆Ａの支援、伴走支援を行う体制の整備等に取り組む。

これらの施策の活用によるサプライチェーン全体の付加価値の増大とその適切な分配を

推進するため、「パートナーシップ構築宣言」の拡大に取り組むとともに、取引適正化を強

力に推進 76する。あわせて、2023年 10月のインボイス制度実施を見据えて標準化された

電子インボイスの普及促進等を行うほか、中小企業のサイバーセキュリティ対策を支援す

る。 

加えて、創業等の促進のため、官民金融機関・信用保証協会における経営者保証に依存

しない融資を一層推進する。さらに、地域経済を牽引する事業の発展を推進するため、内

                                            
76
 価格交渉・価格転嫁の促進、2026 年の約束手形の利用廃止に向けた取組等について、強力に推進する。 
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外の価格動向など事業環境の変化も踏まえ、ＥＣ活用等を通じた中堅・中小企業の輸出力

の強化や製品の試作・開発の支援体制強化を図るとともに、地域企業におけるＤＸ実現や

人材育成等の地域の主体的な取組を促進する。 
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績
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回
比
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度

計
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完
ベ
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は
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推
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完

ベ
ー
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前
回

比
修

正
率

経
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利
益

21
年

度
実

績
前

回
比

修
正

率
22

年
度

計
画
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設

備
投

資
（
１

）

前
年

度
比

：
％

設
備

投
資

2
0
年

度
実

績
2
1
年

度
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績
前

回
比

修
正

率
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2
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度
計

画
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回
比
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正

率
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製

造
業

▲
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▲
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▲
 4
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1
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9
.8

「
過

剰
」
－

「
不

足
」
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社
数

構
成

比
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ポ
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ン
ト
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回
調

査
）
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行
き
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▲
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備
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資
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純
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計
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値

補
完

ベ
ー
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、
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団

推
計
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値

補
完

ベ
ー
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0

▲
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1
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近
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近
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▲
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設

備
投

資
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▲
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▲
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▲
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▲
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3
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4
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3
月

6
月

9
月

1
2
月

3
月

（
見

込
み

）
6
月

（
実

績
）

設
備

投
資

計
画

の
修

正
状

況
（
全

産
業

）
過

去
平

均
（
0
0年

度
-
21

年
度

）

1
9年

度

2
0年

度

2
1年

度
(旧

)

2
1年

度
(新

）

22
年

度

（
前

年
度

比
、

％
）
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製

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
需

給
、

在
庫

、
価

格

社
数

構
成

比
：％

ポ
イ

ン
ト

6月
（今

回
調

査
）

最
近

先
行
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近
先

行
き
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造
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造
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仕
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価
格

判
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D
I

「上
昇
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落
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製
商

品
・サ

ー
ビ

ス
需

給
判

断
D

I
「需

要
超

過
」－

「供
給

超
過

」

販
売

価
格

判
断

D
I

「上
昇

」－
「下

落
」
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雇

用
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足
」、

社
数

構
成

比
：％

ポ
イ

ン
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回
調

査
）

最
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先
行
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近
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行
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企

業
金

融

「楽
で

あ
る

」－
「苦

し
い

」、
社

数
構

成
比

：％
ポ

イ
ン

ト

資
金

繰
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判
断

D
I
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調
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判
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―
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参

考
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断
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目
の

集
計

方
法

（
例
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況
判
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Ｉ＝
「
良
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と

回
答

し
た

企
業

の
構

成
比

（
％

）
－

「
悪

い
」
と

回
答

し
た

企
業

の
構

成
比

（
％

）

上
記

計
数

を
も

と
に

、
Ｄ

Ｉ（
デ

ィ
フ

ュ
ー

ジ
ョ

ン
・
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
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よ
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算
出
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を
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足
下
の
経
済
状
況
等
に
関
す
る
補
足
資
料

（新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
・消
費
者
物
価
の
動
向
を
含
む
）

資
料
N
o
.4

33
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○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
新
規
感
染
者
数
の
推
移
を
み
る
と
、
2
02
2
年
に
入
っ
て
感
染
者
数
が
急
増
し
た
が
、
３
月
以
降
減
少
傾
向
が

続
い
て
お
り
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
は
3月
21
日
に
解
除
さ
れ
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
新
規
感
染
者
数
の
推
移
（日
別
）

1

0

2
0
,0

0
0

4
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

8
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
2
0
,0

0
0

2020/1/16

2020/2/16

2020/3/16

2020/4/16

2020/5/16

2020/6/16

2020/7/16

2020/8/16

2020/9/16

2020/10/16

2020/11/16

2020/12/16

2021/1/16

2021/2/16

2021/3/16

2021/4/16

2021/5/16

2021/6/16

2021/7/16

2021/8/16

2021/9/16

2021/10/16

2021/11/16

2021/12/16

2022/1/16

2022/2/16

2022/3/16

2022/4/16

2022/5/16

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
新
規
感
染
者
数
の
推
移
（
日
別
）

（
人

）

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「
デ

ー
タ

か
ら

わ
か

る
－

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

情
報

－
」
（

h
tt

p
s:

//
c
o
v
id

1
9
.m

h
lw

.g
o
.j
p
/e

x
te

n
si

o
n
s/

p
u
b
li
c
/i

n
d
e
x
.h

tm
l）

（
令

和
４

年
６

月
３

日
取

得
）

を
も

と
に

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
て

作
成

。
（

注
）

オ
レ

ン
ジ

部
分

は
、
い

ず
れ

か
の

地
域

に
緊

急
事

態
宣

言
が

発
令

さ
れ

て
い

た
期

間
。
グ

レ
ー

の
斜

線
部

分
は

、
い

ず
れ

か
の

地
域

に
ま

ん
延

防
止

等
重

点
措

置
の

み
が

発
令

さ
れ

て
い

た
期

間
。

緊
急
事
態

宣
言

緊
急
事
態

宣
言

緊
急
事
態

宣
言

ま
ん
延
防
止
等

重
点
措
置

ま
ん
延
防
止
等

重
点
措
置
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（
資

料
出

所
）

内
閣

府
「
月

例
経

済
報

告
」

を
も

と
に

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
お

い
て

作
成

。
（

注
）

下
線

は
前

月
か

ら
の

主
な

変
更

点

○
2
0
2
2
年
６
月
の
月
例
経
済
報
告
で
は
、
「
景
気
は
、
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。
先
行
き
に
つ
い
て
は
、
感
染
対
策
に
万
全
を
期
し
、
経
済

社
会
活
動
の
正
常
化
が
進
む
中
で
、
各
種
政
策
の
効
果
も
あ
っ
て
、
景
気
が
持
ち
直
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

内
閣
府
「
月
例
経
済
報
告
」に
お
け
る
日
本
経
済
の
基
調
判
断
（
20
2
2
年
１
月
～
６
月
）

2

基
調
判
断
(現
状
）

基
調
判
断
(先
行
き
）

雇
用
情
勢

消
費
者
物
価

１
月

月
例

景
気

は
、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
る

厳
し

い
状

況
が

徐
々

に
緩

和
さ

れ
る

中
で

、
こ

の
と
こ

ろ
持

ち
直

し
の

動
き

が
み

ら
れ

る
。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、
感

染
対

策
に

万
全

を
期

し
、
経

済
社

会
活

動
を

継
続

し
て

い
く中

で
、
各

種
政

策
の

効
果

や
海

外
経

済
の

改
善

も
あ

っ
て

、
景

気
が

持
ち

直
し

て
い

く
こ
と
が

期
待

さ
れ

る
。
た

だ
し

、
感

染
症

に
よ

る
影

響
や

供
給

面
で

の
制

約
、
原

材
料

価
格

の
動

向
に

よ
る

下
振

れ
リ
ス

ク
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
ま

た
、
金

融
資

本
市

場
の

変
動

等
の

影
響

を
注

視
す

る
必

要
が

あ
る

。

感
染

症
の

影
響

が
残

る
中

で
、

引
き

続
き

弱
い

動
き

と
な

っ
て

い
る

も
の

の
、
求

人
等

に
持

ち
直

し
の

動
き

も
み

ら
れ

る

底
堅

さ
が

み
ら

れ
る

２
月

月
例

景
気

は
、
持

ち
直

し
の

動
き

が
続

い
て

い
る

も
の

の
、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
る

厳
し

い
状

況
が

残
る

中
で

、
一

部
に

弱
さ

が
み

ら
れ

る
。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、
感

染
対

策
に

万
全

を
期

し
、
経

済
社

会
活

動
を

継
続

し
て

い
く中

で
、
各

種
政

策
の

効
果

や
海

外
経

済
の

改
善

も
あ

っ
て

、
景

気
が

持
ち

直
し

て
い

く
こ
と
が

期
待

さ
れ

る
。
た

だ
し

、
感

染
拡

大
に

よ
る

影
響

や
供

給
面

で
の

制
約

、
原

材
料

価
格

の
動

向
に

よ
る

下
振

れ
リ
ス

ク
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
ま

た
、
金

融
資

本
市

場
の

変
動

等
の

影
響

を
注

視
す

る
必

要
が

あ
る

。

感
染

症
の

影
響

が
残

る
中

で
、

引
き

続
き

弱
い

動
き

と
な

っ
て

い
る

も
の

の
、
求

人
等

に
持

ち
直

し
の

動
き

も
み

ら
れ

る

底
堅

さ
が

み
ら

れ
る

３
月

月
例

景
気

は
、
持

ち
直

し
の

動
き

が
続

い
て

い
る

も
の

の
、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
る

厳
し

い
状

況
が

残
る

中
で

、
一

部
に

弱
さ

が
み

ら
れ

る
。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、
感

染
対

策
に

万
全

を
期

し
、
経

済
社

会
活

動
が

正
常

化
に

向
か

う
中

で
、
各

種
政

策
の

効
果

や
海

外
経

済
の

改
善

も
あ

っ
て

、
景

気
が

持
ち

直
し

て
い

く
こ
と
が

期
待

さ
れ

る
。
た

だ
し

、
ウ

ク
ラ

イ
ナ

情
勢

等
に

よ
る

不
透

明
感

が
み

ら
れ

る
中

で
、
原

材
料

価
格

の
上

昇
や

金
融

資
本

市
場

の
変

動
、
供

給
面

で
の

制
約

等
に

よ
る

下
振

れ
リ
ス

ク
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
ま

た
、
感

染
症

に
よ

る
影

響
を

注
視

す
る

必
要

が
あ

る
。

感
染

症
の

影
響

が
残

る
中

で
、

引
き

続
き

弱
い

動
き

と
な

っ
て

い
る

も
の

の
、
求

人
等

に
持

ち
直

し
の

動
き

も
み

ら
れ

る

こ
の

と
こ

ろ
緩

や
か

に
上

昇
し

て
い

る

４
月

月
例

景
気

は
、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
る

厳
し

い
状

況
が

緩
和

さ
れ

る
中

で
、
持

ち
直

し
の

動
き

が
み

ら
れ

る
。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、
感

染
対

策
に

万
全

を
期

し
、
経

済
社

会
活

動
が

正
常

化
に

向
か

う
中

で
、
各

種
政

策
の

効
果

や
海

外
経

済
の

改
善

も
あ

っ
て

、
景

気
が

持
ち

直
し

て
い

く
こ
と
が

期
待

さ
れ

る
。
た

だ
し

、
ウ

ク
ラ

イ
ナ

情
勢

等
に

よ
る

不
透

明
感

が
み

ら
れ

る
中

で
、
原

材
料

価
格

の
上

昇
や

金
融

資
本

市
場

の
変

動
、
供

給
面

で
の

制
約

等
に

よ
る

下
振

れ
リ
ス

ク
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
ま

た
、
感

染
症

に
よ

る
影

響
を

注
視

す
る

必
要

が
あ

る
。

感
染

症
の

影
響

が
残

る
中

で
、

引
き

続
き

弱
い

動
き

と
な

っ
て

い
る

も
の

の
、
求

人
等

に
持

ち
直

し
の

動
き

も
み

ら
れ

る

こ
の

と
こ

ろ
緩

や
か

に
上

昇
し

て
い

る

５
月

月
例

景
気

は
、
持

ち
直

し
の

動
き

が
み

ら
れ

る
。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、
感

染
対

策
に

万
全

を
期

し
、
経

済
社

会
活

動
の

正
常

化
が

進
む

中
で

、
各

種
政

策
の

効
果

も
あ

っ
て

、
景

気
が

持
ち

直
し

て
い

くこ
と
が

期
待

さ
れ

る
。
た

だ
し

、
中

国
に

お
け

る
感

染
再

拡
大

の
影

響
や

ウ
ク

ラ
イ

ナ
情

勢
の

長
期

化
な

ど
が

懸
念

さ
れ

る
中

で
、
供

給
面

で
の

制
約

や
原

材
料

価
格

の
上

昇
、
金

融
資

本
市

場
の

変
動

等
に

よ
る

下
振

れ
リ
ス

ク
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
ま

た
、
感

染
症

に
よ

る
影

響
を

注
視

す
る

必
要

が
あ

る
。

持
ち

直
し

の
動

き
が

み
ら

れ
る

こ
の

と
こ

ろ
上

昇
し

て
い

る

６
月

月
例

景
気

は
、
持

ち
直

し
の

動
き

が
み

ら
れ

る
。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、
感

染
対

策
に

万
全

を
期

し
、
経

済
社

会
活

動
の

正
常

化
が

進
む

中
で

、
各

種
政

策
の

効
果

も
あ

っ
て

、
景

気
が

持
ち

直
し

て
い

くこ
と
が

期
待

さ
れ

る
。
た

だ
し

、
ウ

ク
ラ

イ
ナ

情
勢

の
長

期
化

や
中

国
に

お
け

る
経

済
活

動
の

抑
制

の
影

響
な

ど
が

懸
念

さ
れ

る
中

で
の

原
材

料
価

格
の

上
昇

や
供

給
面

で
の

制
約

に
加

え
、
金

融
資

本
市

場
の

変
動

等
に

よ
る

下
振

れ
リ
ス

ク
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

持
ち

直
し

の
動

き
が

み
ら

れ
る

こ
の

と
こ

ろ
上

昇
し

て
い

る
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○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
た
仕
事
や
生
活
へ
の
影
響
を
み
る
と
、
影
響
が
あ
っ
た
と
す
る
割
合
は
低
下
傾
向
あ
る
。

○
影
響
の
内
容
を
み
る
と
、
「
収
入
の
減
少
」が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
勤
務
日
数
や
労
働
時
間
の
減
少
」が
多
く
な
っ
て
い
る
。
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0
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0.
0
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0.
0

4
0.
0

5
0.
0

6
0.
0

7
0.
0

8
0.
0

会 社 か ら の 解

雇

期 間 満 了 に 伴

う 雇 い 止 め

勤 め 先 の 休 廃

業 ・ 倒 産 に 伴

う 失 業

雇 用 ・ 就 業 形

態 の 変 更

業 務 内 容 の 変

更

勤 務 日 数 や 労

働 時 間 の 減 少

（ 休 業 を 含 む ）

勤 務 日 数 や 労

働 時 間 の 増 加

収 入 の 減 少

収 入 の 増 加

自 発 的 な 退 職

（ 左 記 に ） 当

て は ま る も の

は な い

答 え た く な い

2
02
0年

５
月
調
査
（

n
=9
04
）

８
月
調
査
（

n
=8
63
）

1
2月

調
査
（

n
=8
58
）

2
02
1年

３
月
調
査
（

n
=7
73
）

６
月
調
査
（

n
=7
30
）

1
0月

調
査
（

n
=7
27
）

2
02
2年

３
月
調
査
（

n
=7
07
）

（
％

）

1
4.
1

1
2.
2

1
0.
5

8
.3 8
.6 9
.7

8
.5

2
8.
9

2
8.
8

3
0.
3

2
8.
5

2
6.
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2
4.
8

2
5.
1

2
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9

3
0.
3

3
0.
8

3
4.
1

3
3.
3

3
6.
0

3
7.
5

2
4.
9

2
5.
8

2
6.
8

2
6.
8

2
9.
9

2
6.
1

2
6.
1

2
.2

2
.9 1
.6

2
.4 2
.1

3
.4 2
.8

0%
10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

2
02
0年

５
月
調

査

８
月
調
査

1
2月

調
査

2
02
1年

３
月
調

査

６
月
調
査

1
0月

調
査

2
02
2年

３
月
調

査

大
い

に
影

響
が

あ
っ

た
あ

る
程
度

影
響
が

あ
っ
た

あ
ま
り
影

響
は
な

か
っ
た

全
く
影

響
は

な
か

っ
た

わ
か

ら
な

い

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
た
仕
事
や
生
活
へ
の
影
響

3
（

資
料

出
所

）
資

料
出

所
労

働
政

策
研

究
・
研

修
機

構
（

JI
L
P
T
）

「新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
拡

大
の

仕
事

や
生

活
へ

の
影

響
に

関
す

る
調

査
」

（
注

）
公

益
財

団
法

人
連

合
総

合
生

活
開

発
研

究
所

と
の

共
同

研
究

で
回

答
者

パ
ネ

ル
を

形
成

。
同

法
人

の
第

3
9
回

勤
労

者
短

観
「新

型
コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

関
連

緊
急

報
告

」（
2
0
2
0
年

４
月

調
査

）
か

ら
の

継
続

回
答

者
を

中
核

に
据

え
て

い
る

。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
た
自
身
の
雇
用
や
収
入
に
か
か
わ
る
影
響
に
つ
い
て
の
回
答
推
移
（
パ
ネ
ル
集
計
）

影
響
の
内
容
（
「大
い
に
影
響
が
あ
っ
た
」又
は
「あ
る
程
度
影
響
が
あ
っ
た
」と
回
答
し
た
者
、
複
数
回
答
）

（
ｎ
=
20
20
年
４
／
１
時
点
の
民
間
企
業
の
雇
用
者
で
、
こ
の
間
の
す
べ
て
の
調
査
の
継
続
回
答
者

2
,1
05
人
）
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2
0
1
3
.5

.3
1

2
0
1
4
.6

.4
2
0
1
5
.6

.4
2
0
1
6
.6

.3
2
0
1
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.6

.5
2
0
1
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.1
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2
0
1
9
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2
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2
0
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2
0
2
1
.6
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2
0
2
2
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.3

賃
上

げ
率

1
.7

2
2
.0

8
2
.2

3
2
.0

0
1
.9

8
2
.0

8
2
.0

8
1
.9

0
1
.7

9
2
.0

9

中
小

賃
上

げ
率

1
.5

5
1
.7

8
1
.9

0
1
.8

1
1
.8

7
1
.9

9
1
.9

5
1
.8

1
1
.7

4
1
.9

7

1
.7

2

2
.0

8

2
.2

3

2
.0

0
1
.9

8
2
.0

8
2
.0

8

1
.9

0
1
.7

9

2
.0

9

1
.5

5

1
.7

8

1
.9

0
1
.8

1
1
.8

7

1
.9

9
1
.9

5

1
.8

1
1
.7

4

1
.9

7

0
.0

0
.5

1
.0

1
.5

2
.0

2
.5

連
合

春
季
生
活
闘
争

第
６
回
回
答
集
計
結
果
の
推
移

賃
上

げ
率

中
小

賃
上

げ
率

(％
)

連
合

春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

○
2
0
2
2
年
の
連
合
春
季
生
活
闘
争
第
６
回
回
答
集
計
結
果
（2
02
2
年
6
月
3
日
公
表
）で
は
、
賃
上
げ
率
は
2
.0
9％
（中
小
賃
上
げ
率
は
1.
9
7％
）

と
な
っ
て
い
る
。

（
資

料
出

所
）

連
合

「
2
0
2
2
春

季
生

活
闘

争
第

６
回

回
答

集
計

結
果

」
（

2
0
2
2
年

6
月

3
日

）
を

も
と
に

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
お

い
て

作
成

。
（

注
）

各
年

デ
ー

タ
は

平
均

賃
金

方
式

（
加

重
平

均
）

に
よ

る
定

昇
相

当
込

み
賃

上
げ

率
。

4
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経
団
連

春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

○
2
0
2
2
年
の
経
団
連
春
季
労
使
交
渉
大
手
企
業
回
答
状
況
の
第
１
回
集
計
（2
02
2
年
5
月
2
0日
）で
は
、
ア
ッ
プ
率
は
2
.2
7％
と
な
っ
て
い
る
。

（
資

料
出

所
）

経
団

連
「
春

季
労

使
交

渉
・
大

手
企

業
業

種
別

妥
結

結
果

」
「
春

季
労

使
交

渉
・
中

小
企

業
業

種
別

妥
結

結
果

」
「
2
0
2
2
年

春
季

労
使

交
渉

・
大

手
企

業
業

種
別

回
答

状
況

」
「
2
0
2
2
年

春
季

労
使

交
渉

・
中

小
企

業
業

種
別

回
答

状
況

」
を

も
と
に

、
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
作

成
。

（
注

）
2
0
2
1
年

ま
で

は
最

終
集

計
結

果
、
2
0
2
2
年

は
第

１
回

集
計

結
果

5

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

大
手

企
業

1
.8

3
2
.2

8
2
.5

2
2
.2

7
2
.3

4
2
.5

3
2
.4

3
2
.1

2
1
.8

4
2
.2

7

中
小

企
業

1
.6

3
1
.7

6
1
.8

7
1
.8

3
1
.8

1
1
.8

9
1
.8

9
1
.7

0
1
.6

8
1
.9

7

1
.8

3

2
.2

8

2
.5

2

2
.2

7
2
.3

4

2
.5

3
2
.4

3

2
.1

2

1
.8

4

2
.2

7

1
.6

3
1
.7

6
1
.8

7
1
.8

3
1
.8

1
1
.8

9
1
.8

9

1
.7

0
1
.6

8

1
.9

7

0
.0

0
.5

1
.0

1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

経
団
連

春
季
労
使
交
渉
月
例
賃
金
引
上
げ
結
果
（
ア
ッ
プ
率
）
の
推
移

大
手

企
業

中
小

企
業

（
％

）
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○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
人
口
1
0万
人
当
た
り
の
都
道
府
県
別
累
積
感
染
者
数
（令
和
４
年
６
月
２
日
時
点
）
を
み
る
と
、
沖
縄
県
を
除
き

、
Ａ
ラ
ン
ク
地
域
で
感
染
者
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
都
道
府
県
別
感
染
者
数
（累
積
）

7
（

資
料

出
所

）
厚

生
労

働
省

「
デ

ー
タ

か
ら

わ
か

る
－

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

情
報

－
」
（

h
tt

p
s:

//
c
o
v
id

1
9
.m

h
lw

.g
o
.j
p
/e

x
te

n
si

o
n
s/

p
u
b
li
c
/i

n
d
e
x
.h

tm
l）

（
令

和
４

年
６

月
３

日
取

得
）

、
総

務
省

「
人

口
推

計
」
を

も
と
に

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
て

作
成

。
（

注
）

人
口

は
令

和
３

年
1
0
月

１
日

現
在

の
も

の
を

用
い

て
い

る
。

陽
性

者
数

の
累

計
（

令
和

４
年

６
月

２
日

時
点

）
（

人
）

人
口

1
0
万

人
当

た
り
の

累
計

陽
性

者
数

(人
）

陽
性

者
数

の
累

計
（

令
和

４
年

６
月

２
日

時
点

）
（

人
）

人
口

1
0
万

人
当

た
り
の

累
計

陽
性

者
数

(人
）

Ａ ラ ン ク

東
京

都
1
,5

4
5
,0

5
8

1
1
,0

9
9

Ｃ ラ ン ク

群
馬

県
9
4
,7

0
9

4
,8

7
7

大
阪

府
9
7
7
,3

2
8

1
1
,0

9
5

福
井

県
3
5
,5

4
1

4
,6

2
8

神
奈

川
県

7
5
5
,8

7
0

8
,2

1
8

和
歌

山
県

4
2
,2

9
4

4
,5

7
2

埼
玉

県
5
5
2
,0

3
0

7
,5

1
1

宮
城

県
8
7
,4

6
9

3
,7

9
3

千
葉

県
4
5
0
,8

4
8

7
,2

0
3

山
口

県
4
5
,1

7
4

3
,3

2
7

愛
知

県
5
4
2
,4

0
8

7
,1

8
2

新
潟

県
7
2
,3

6
1

3
,2

5
5

Ａ
ラ

ン
ク

計
4
,8

2
3
,5

4
2

9
,0

8
6

徳
島

県
2
2
,3

4
1

3
,0

6
9

Ｂ ラ ン ク

京
都

府
2
0
3
,8

6
4

7
,8

9
3

Ｃ
ラ

ン
ク

計
1
,5

8
7
,2

3
5

5
,6

8
8

兵
庫

県
4
2
5
,6

4
4

7
,7

8
7

Ｄ ラ ン ク

沖
縄

県
2
1
8
,0

9
4

1
5
,0

1
0

滋
賀

県
9
1
,1

4
9

6
,4

4
6

佐
賀

県
5
2
,6

3
9

6
,4

5
9

広
島

県
1
5
7
,7

3
5

5
,6

2
5

熊
本

県
9
9
,1

7
2

5
,6

7
3

茨
城

県
1
5
9
,2

0
8

5
,5

6
7

鹿
児

島
県

8
3
,7

4
4

5
,2

2
7

栃
木

県
9
1
,2

5
7

4
,7

1
9

宮
崎

県
5
3
,5

4
6

4
,9

9
0

静
岡

県
1
7
1
,1

1
7

4
,6

9
6

大
分

県
5
4
,6

3
1

4
,8

1
3

三
重

県
8
2
,6

8
4

4
,6

4
3

青
森

県
5
6
,9

8
0

4
,5

7
3

山
梨

県
3
2
,7

6
4

4
,0

4
0

長
崎

県
5
9
,3

2
5

4
,4

7
1

長
野

県
7
3
,9

1
6

3
,6

0
7

高
知

県
2
7
,8

0
8

3
,9

8
4

富
山

県
3
7
,5

3
6

3
,5

9
5

福
島

県
6
3
,7

4
1

3
,4

5
3

Ｂ
ラ

ン
ク

計
1
,5

2
6
,8

7
4

5
,7

8
6

秋
田

県
3
0
,5

8
9

3
,1

6
7

Ｃ ラ ン ク

福
岡

県
4
2
7
,5

2
1

8
,3

7
6

愛
媛

県
3
9
,9

8
1

2
,9

8
6

奈
良

県
9
2
,9

0
6

6
,9

8
5

岩
手

県
3
5
,0

8
4

2
,8

5
9

北
海

道
3
6
1
,2

2
4

6
,8

8
0

鳥
取

県
1
5
,2

0
6

2
,7

3
5

岡
山

県
9
8
,9

1
5

5
,2

3
4

山
形

県
2
8
,6

7
6

2
,6

6
0

岐
阜

県
1
0
2
,0

9
9

5
,1

3
8

島
根

県
1
7
,0

4
2

2
,5

2
8

香
川

県
4
8
,4

3
3

5
,0

6
6

Ｄ
ラ

ン
ク

計
9
3
6
,2

5
8

4
,9

8
5

石
川

県
5
6
,2

4
8

4
,9

4
3

全
国

計
8
,8

7
4
,0

5
8

7
,0

3
4

9
0
8
6

5
7
8
6

5
6
8
8

4
8
9
5

7
0
8
4

0
2
5
0
0

5
0
0
0

7
5
0
0

1
0
0
0
0

A
ラ

ン
ク

B
ラ

ン
ク

C
ラ

ン
ク

D
ラ

ン
ク

全
国

計

人
口
1
0
万
人
当
た
り
の
累
計
陽
性
者
数
(人
）
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○
ラ
ン
ク
別
に
完
全
失
業
率
の
推
移
を
み
る
と
、
20
20
年
４
～
６
月
期
頃
か
ら
特
に
Ａ
ラ
ン
ク
地
域
に
お
い
て
完
全
失
業
率
が
上
昇
し
た
が
、
足
下
で

は
一
時
期
に
比
べ
て
改
善
し
て
い
る
。

ラ
ン
ク
別
完
全
失
業
率
の
推
移

8

１
～

３

月

４
～

６

月

７
～

９

月

1
0
～

1
2
月

１
～

３

月

４
～

６

月

７
～

９

月

1
0
～

1
2
月

１
～

３

月

４
～

６

月

７
～

９

月

1
0
～

1
2
月

１
～

３

月

2
0
1
2

年

2
0
1
3

年

2
0
1
4

年

2
0
1
5

年

2
0
1
6

年

2
0
1
7

年

2
0
1
8

年

2
0
1
9

年

2
0
2
0

年

2
0
2
1

年
2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2

年

Ａ
ラ

ン
ク

4
.5

%
4
.0

%
3
.6

%
3
.4

%
3
.2

%
2
.8

%
2
.5

%
2
.3

%
2
.9

%
3
.0

%
2
.3

%
2
.4

%
2
.2

%
2
.2

%
2
.4

%
3
.0

%
3
.4

%
3
.0

%
2
.9

%
3
.3

%
3
.1

%
2
.7

%
2
.7

%

Ｂ
ラ

ン
ク

3
.9

%
3
.6

%
3
.2

%
3
.0

%
2
.7

%
2
.4

%
2
.1

%
2
.1

%
2
.4

%
2
.5

%
2
.2

%
2
.3

%
2
.0

%
1
.9

%
2
.2

%
2
.4

%
2
.5

%
2
.5

%
2
.6

%
2
.7

%
2
.4

%
2
.3

%
2
.4

%

Ｃ
ラ

ン
ク

4
.3

%
3
.9

%
3
.5

%
3
.2

%
2
.9

%
2
.7

%
2
.3

%
2
.2

%
2
.5

%
2
.6

%
2
.3

%
2
.3

%
2
.2

%
2
.1

%
2
.3

%
2
.5

%
2
.5

%
2
.6

%
2
.7

%
2
.6

%
2
.6

%
2
.4

%
2
.5

%

Ｄ
ラ

ン
ク

4
.3

%
3
.9

%
3
.5

%
3
.3

%
2
.8

%
2
.5

%
2
.2

%
2
.1

%
2
.5

%
2
.5

%
2
.3

%
2
.2

%
2
.1

%
2
.0

%
2
.4

%
2
.6

%
2
.5

%
2
.4

%
2
.7

%
2
.7

%
2
.3

%
2
.1

%
2
.4

%

1
.5

%

2
.0

%

2
.5

%

3
.0

%

3
.5

%

4
.0

%

4
.5

%

5
.0

%

ラ
ン
ク
別
完
全
失
業
率
の
推
移

Ａ
ラ

ン
ク

Ｂ
ラ

ン
ク

Ｃ
ラ

ン
ク

Ｄ
ラ

ン
ク

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「
労

働
力

調
査

（
基

本
集

計
）

」
よ

り
作

成
。

（
注

）
１

．
モ

デ
ル

推
計

に
よ

る
都

道
府

県
別

結
果

。
２

．
各

ラ
ン

ク
に

属
す

る
都

道
府

県
の

完
全

失
業

者
数

と
労

働
力

人
口

を
そ

れ
ぞ

れ
が

合
算

す
る

こ
と
に

よ
り
算

出
。

３
．

各
都

道
府

県
の

ラ
ン

ク
は

、
現

時
点

の
ラ

ン
ク

に
そ

ろ
え

て
い

る
。
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○
ラ
ン
ク
別
に
有
効
求
人
倍
率
の
推
移
を
み
る
と
、
20
2
0年
の
前
半
に
大
き
く
低
下
し
た
後
、
改
善
傾
向
が
続
い
て
い
る
。

○
Ａ
ラ
ン
ク
で
は
他
の
ラ
ン
ク
に
比
べ
て
回
復
が
遅
れ
て
い
る
が
、
足
下
で
は
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

ラ
ン
ク
別
有
効
求
人
倍
率
の
推
移

9

Ａ
ラ

ン
ク

1
.0

5
 

Ｂ
ラ

ン
ク

1
.3

3
 

Ｃ
ラ

ン
ク

1
.3

4
 

Ｄ
ラ

ン
ク

1
.4

2
 

0
.6

0

0
.8

0

1
.0

0

1
.2

0

1
.4

0

1
.6

0

1
.8

0

2
.0

0

2
0

1
2 年

2
0

1
3 年

2
0

1
4 年

2
0

1
5 年

2
0

1
6 年

2
0

1
7 年

2
0

1
8 年

2
0

1
9 年

2
0

2
0 年

2
0

2
1 年

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

1
0 月

1
1 月

1
2 月

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

1
0 月

1
1 月

1
2 月

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

1
0 月

1
1 月

1
2 月

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

ラ
ン
ク
別
有
効
求
人
倍
率
の
推
移

Ａ
ラ

ン
ク

Ｂ
ラ

ン
ク

Ｃ
ラ

ン
ク

Ｄ
ラ

ン
ク

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「
職

業
安

定
業

務
統

計
」
よ

り
作

成
。

（
注

）
１

．
各

ラ
ン

ク
に

属
す

る
都

道
府

県
の

有
効

求
人

数
（

就
業

地
別

）
と
有

効
求

職
者

数
を

そ
れ

ぞ
れ

が
合

算
す

る
こ

と
に

よ
り
算

出
。

２
．

月
次

の
数

値
に

つ
い

て
は

、
１

の
計

算
に

お
い

て
、
有

効
求

人
数

と
有

効
求

職
者

数
の

季
節

調
整

値
を

用
い

て
い

る
。

３
．

各
都

道
府

県
の

ラ
ン

ク
は

、
現

時
点

の
ラ

ン
ク

に
そ

ろ
え

て
い

る
。
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○
ラ
ン
ク
別
に
新
規
求
人
数
の
水
準
の
推
移
を
み
る
と
、
20
20
年
４
月
に
大
き
く
減
少
し
た
後
、
増
加
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
2
02
2
年
４
月
に
は
、

各
ラ
ン
ク
と
も
2
0
2
0年
１
月
の
水
準
に
上
回
っ
て
い
る
。

ラ
ン
ク
別
新
規
求
人
数
の
水
準
の
推
移

1
0

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

1
0 月

1
1 月

1
2 月

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

1
0 月

1
1 月

1
2 月

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

Ａ
ラ

ン
ク

1
0
0
.0

1
0
6
.1

1
0
2
.3

7
4
.3

8
1
.9

8
9
.9

8
2
.5

8
5
.3

8
9
.1

8
2
.3

8
6
.3

8
7
.2

8
6
.1

8
5
.0

8
6
.9

8
6
.1

8
5
.0

8
8
.2

8
9
.5

8
9
.0

9
0
.6

9
2
.0

9
2
.5

9
4
.7

9
6
.0

9
1
.7

9
7
.4

1
0
0
.5

Ｂ
ラ

ン
ク

1
0
0
.0

1
0
5
.8

9
9
.2

7
9
.9

8
4
.8

8
7
.8

8
5
.1

8
7
.0

9
0
.6

8
5
.6

9
0
.9

9
0
.9

8
8
.2

8
8
.9

9
3
.3

9
2
.2

9
3
.0

9
6
.7

9
6
.2

9
7
.6

9
7
.8

1
0
0
.5

1
0
1
.2

1
0
4
.1

1
0
4
.4

1
0
0
.7

1
0
4
.7

1
0
6
.7

Ｃ
ラ

ン
ク

1
0
0
.0

1
0
5
.7

9
9
.3

8
2
.6

8
8
.3

9
1
.6

8
7
.8

9
0
.4

9
1
.8

9
0
.2

9
3
.6

9
2
.9

9
1
.2

9
1
.2

9
5
.0

9
4
.3

9
4
.9

9
7
.1

9
7
.5

9
8
.2

9
9
.2

1
0
1
.1

1
0
1
.4

1
0
3
.9

1
0
5
.2

1
0
0
.5

1
0
4
.7

1
0
8
.7

Ｄ
ラ

ン
ク

1
0
0
.0

1
0
6
.8

9
8
.8

8
3
.0

8
7
.7

9
1
.4

8
9
.8

9
2
.6

9
1
.5

9
2
.0

9
7
.4

9
4
.1

9
4
.0

9
5
.3

9
8
.2

9
8
.2

9
9
.8

1
0
1
.7

1
0
2
.2

1
0
1
.5

1
0
2
.9

1
0
3
.2

1
0
3
.8

1
0
6
.7

1
0
8
.4

1
0
3
.9

1
0
7
.1

1
1
0
.9

6
0
.0

7
0
.0

8
0
.0

9
0
.0

1
0
0
.0

1
1
0
.0

1
2
0
.0

ラ
ン
ク
別
新
規
求
人
数
の
水
準
の
推
移

Ａ
ラ

ン
ク

Ｂ
ラ

ン
ク

Ｃ
ラ

ン
ク

Ｄ
ラ

ン
ク

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「
職

業
安

定
業

務
統

計
」
よ

り
作

成
。

（
注

）
１

．
2
0
2
0
年

1
月

の
新

規
求

人
数

（
季

節
調

整
値

）
を

1
0
0
と
し

た
場

合
の

各
月

の
新

規
求

人
数

（
季

節
調

整
値

）
の

水
準

。
２

．
各

ラ
ン

ク
の

新
規

求
人

数
は

、
当

該
ラ

ン
ク

に
属

す
る

都
道

府
県

の
就

業
地

別
新

規
求

人
数

（
季

節
調

整
値

）
を

合
算

し
て

算
出

。

（
2
0
2
0
年

1
月

＝
1
0
0
）
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1
1

産
業
別
の
状
況
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6
.3

全
産

業
（

除
く
金

融
保

険
業

）
6
.3

8
.6

製
造

業
8
.5

2
.4

運
輸

業
，

郵
便

業
2
.8

▲
1
.2

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
▲

4
.5

1
.2

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業
0
.1

▲
3
0
.0

▲
2
5
.0

▲
2
0
.0

▲
1
5
.0

▲
1
0
.0

▲
5
.0

0
.0

5
.0

1
0
.0

1
5
.0

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

1
0
～

1
2
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

1
0
～

1
2
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

1
0
～

1
2
月

１
～

３
月

2
0
1
2

年

2
0
1
3

年

2
0
1
4

年

2
0
1
5

年

2
0
1
6

年

2
0
1
7

年

2
0
1
8

年

2
0
1
9

年

2
0
2
0

年

2
0
2
1

年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2

年

主
な
産
業
の
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移

全
産

業
（

除
く金

融
保

険
業

）

製
造

業

運
輸

業
，

郵
便

業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

（
資

料
出

所
）

財
務

省
「
法

人
企

業
統

計
」
よ

り
作

成
。

（
注

）
１

．
資

本
金

、
出

資
金

又
は

基
金

1
,0

0
0
万

円
以

上
の

営
利

法
人

等
が

対
象

。
２

．
暦

年
の

数
値

は
、
四

半
期

デ
ー

タ
を

合
算

し
て

作
成

。

（
％
）

○
主
な
産
業
の
経
常
利
益
率
の
推
移
を
み
る
と
、
2
02
0
年
４
～
６
月
期
に
一
部
の
産
業
で
大
き
く
低
下
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
、
四
半
期
ご
と
に

変
動
は
あ
る
も
の
の
、
改
善
傾
向
で
推
移
し
て
い
る
。

主
な
産
業
の
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移

1
2

【2
0
2
2
年

1
月

～
３

月
】

45



（
参
考
）
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移
（詳
細
）

1
3

2
0
1
2

年
2
0
1
3

年
2
0
1
4

年
2
0
1
5

年
2
0
1
6

年
2
0
1
7

年
2
0
1
8

年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2

年

１
～
３

月
４
～
６

月
７
～
９

月
1
0
～

1
2
月

１
～
３

月
４
～
６

月
７
～
９

月
1
0
～

1
2
月

１
～
３

月
４
～
６

月
７
～
９

月
1
0
～

1
2
月

１
～
３

月

全
産

業
（

除
く
金

融
保

険
業

）
3
.8

4
.6

5
.0

5
.4

5
.5

5
.9

5
.9

5
.7

6
.0

6
.7

5
.0

5
.3

4
.7

4
.6

4
.4

4
.0

5
.6

6
.3

6
.0

7
.7

5
.2

6
.6

6
.3

製
造

業
3
.9

5
.7

6
.1

6
.1

5
.8

7
.6

7
.5

6
.3

6
.0

7
.7

5
.7

5
.8

5
.5

4
.7

4
.9

4
.8

7
.5

8
.6

7
.8

1
0
.7

7
.4

8
.4

8
.5

非
製

造
業

3
.8

4
.1

4
.5

5
.0

5
.4

5
.2

5
.2

5
.5

6
.0

6
.3

4
.7

5
.1

4
.3

4
.6

4
.1

3
.7

4
.8

5
.4

5
.3

6
.4

4
.2

5
.8

5
.4

農
林

水
産

業
3
.5

5
.0

4
.0

3
.7

5
.9

2
.7

2
.0

3
.4

5
.3

1
.8

▲
1
.5

6
.8

1
.2

3
.7

▲
5
.3

0
.0

5
.3

4
.9

6
.7

5
.9

2
.2

4
.8

2
.7

鉱
業

、
採

石
業

、
砂

利
採

取
業

3
5
.8

3
5
.3

3
5
.8

2
4
.1

1
4
.0

2
1
.6

1
9
.9

2
2
.8

2
0
.7

2
4
.5

2
3
.8

2
2
.4

8
.8

1
9
.3

1
3
.7

1
3
.2

▲
1
7
.3

2
4
.7

2
0
.6

2
8
.2

2
5
.1

2
4
.6

2
4
.4

建
設

業
3
.1

3
.4

4
.6

5
.7

6
.4

6
.3

5
.9

6
.0

8
.9

4
.7

5
.8

3
.8

6
.1

8
.6

4
.0

5
.2

5
.6

6
.4

9
.8

5
.6

4
.5

5
.2

7
.9

電
気

業
▲

6
.8

▲
2
.6

0
.1

5
.4

4
.6

3
.2

3
.3

4
.2

2
.8

7
.3

4
.7

1
.6

4
.2

0
.9

7
.5

8
.3

▲
0
.1

1
.6

▲
1
.8

1
0
.0

4
.4

▲
3
.5

▲
2
.5

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

7
.0

4
.1

4
.6

9
.7

6
.5

5
.2

3
.8

5
.9

1
0
.4

1
0
.6

0
.0

0
.3

5
.4

6
.8

7
.6

4
.2

2
.4

2
.1

4
.8

8
.5

▲
2
.3

▲
2
.7

8
.6

情
報

通
信

業
8
.6

8
.3

8
.6

8
.9

9
.2

9
.7

1
0
.0

9
.7

7
.6

1
2
.7

8
.9

1
0
.0

9
.5

7
.6

1
2
.0

9
.2

9
.4

1
0
.3

8
.5

1
1
.0

8
.9

1
2
.8

9
.0

運
輸

業
、
郵

便
業

4
.9

5
.4

5
.3

6
.5

5
.9

6
.3

7
.2

6
.8

3
.3

8
.3

7
.7

8
.2

▲
1
.8

0
.4

▲
6
.8

▲
1
.3

▲
0
.2

2
.4

▲
0
.4

2
.7

0
.7

6
.2

2
.8

卸
売

業
・
小

売
業

2
.4

2
.4

2
.4

2
.5

2
.5

2
.7

2
.8

2
.9

2
.5

3
.4

2
.9

2
.7

2
.7

2
.2

2
.4

2
.4

3
.6

3
.2

2
.6

3
.4

2
.9

3
.8

3
.3

不
動

産
業

、
物

品
賃

貸
業

9
.4

9
.8

1
0
.5

1
2
.2

1
2
.2

1
2
.3

1
2
.0

1
1
.6

1
3
.0

1
3
.2

9
.8

1
0
.3

1
0
.1

9
.0

1
1
.3

9
.6

1
0
.9

1
1
.5

1
0
.8

1
3
.8

1
0
.9

1
0
.5

1
1
.2

サ
ー

ビ
ス

業
5
.6

6
.7

7
.8

8
.0

9
.8

8
.2

8
.0

9
.1

1
2
.4

1
0
.0

4
.7

8
.7

5
.8

6
.6

6
.8

2
.8

6
.5

9
.1

1
0
.1

1
2
.0

4
.6

9
.3

9
.0

宿
泊

業
、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

2
.6

3
.4

3
.4

4
.3

4
.2

4
.9

3
.6

2
.8

1
.6

3
.5

2
.8

3
.2

▲
7
.8

▲
4
.7

▲
2
6
.6

▲
5
.5

▲
0
.3

▲
1
.2

▲
1
1
.2

▲
7
.5

1
.5

8
.2

▲
4
.5

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
、
娯

楽
業

3
.6

4
.1

4
.5

4
.1

3
.8

4
.3

4
.1

4
.1

3
.0

5
.4

4
.8

2
.7

▲
2
.6

0
.7

▲
1
4
.9

▲
1
.4

▲
0
.1

1
.2

▲
0
.5

1
.0

▲
0
.9

5
.0

0
.1

学
術

研
究

、
専

門
・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
.8

1
2
.5

1
5
.6

1
6
.4

2
2
.4

1
4
.4

1
6
.0

1
9
.9

2
7
.4

2
2
.5

5
.1

1
9
.5

1
5
.9

1
5
.8

2
6
.6

6
.1

1
2
.9

1
9
.3

2
3
.3

2
8
.4

7
.2

1
5
.1

1
9
.9

教
育

、
学

習
支

援
業

6
.1

7
.2

7
.6

5
.1

4
.7

8
.1

7
.4

5
.6

3
.6

1
.7

9
.1

7
.5

4
.4

7
.9

▲
1
6
.9

1
1
.5

8
.1

7
.9

8
.1

6
.0

1
1
.0

6
.5

5
.8

医
療

、
福

祉
業

6
.7

7
.2

5
.9

6
.1

6
.8

5
.1

4
.3

3
.8

4
.7

5
.3

3
.1

2
.4

5
.0

4
.9

2
.8

5
.1

7
.0

4
.8

3
.5

5
.8

4
.4

5
.2

3
.2

職
業

紹
介

・
労

働
者

派
遣

業
4
.1

2
.9

3
.7

4
.6

5
.1

6
.0

5
.2

5
.3

4
.1

5
.9

4
.4

7
.0

5
.2

4
.6

5
.1

2
.3

8
.7

6
.8

5
.8

5
.3

6
.2

9
.4

6
.5

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

業
4
.4

5
.6

5
.5

6
.2

7
.1

7
.0

6
.3

6
.9

7
.7

7
.2

5
.5

7
.2

6
.0

6
.1

6
.3

4
.9

6
.6

7
.2

7
.7

8
.8

5
.4

6
.9

7
.7

（
資

料
出

所
）

財
務

省
「
法

人
企

業
統

計
」
よ

り
作

成
。

（
注

）
１

．
資

本
金

、
出

資
金

又
は

基
金

1
,0

0
0
万

円
以

上
の

営
利

法
人

等
が

対
象

。
２

．
暦

年
の

数
値

は
、
四

半
期

デ
ー

タ
を

合
算

し
て

作
成

。
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日
銀
短
観
に
よ
る
主
な
産
業
の
業
況
判
断
Ｄ
Ｉの
推
移

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2

年

全
産

業
▲

6
▲

4
▲

6
▲

9
▲

8
▲

2
2

8
1
2

7
4

5
7

7
8

9
7

4
5

7
1
0

1
2

1
5

1
6

1
7

1
6

1
5

1
6

1
2

1
0

8
4

▲
4

▲
3

▲
2

▲
1

▲
8

▲
3

▲
2

2
0

▲
3

製
造

業
▲

7
▲

8
▲

8
▲

1
▲

1
▲

6
▲

2
6

1
0

6
4

6
5

4
5

4
1

0
1

4
8

1
1

1
5

1
9

1
8

1
7

1
6

1
6

7
3

▲
1

▲
4

▲
1

▲
3

▲
3

▲
2

▲
6

2
5

6
2

0

運
輸

・
郵

便
▲

1
▲

7
▲

8
▲

1
▲

1
▲

6
▲

5
0

5
4

▲
1

2
5

9
1
1

1
5

1
2

7
4

5
9

1
1

1
3

1
6

1
1

1
5

1
3

1
4

1
3

1
2

1
1

9
▲

1
▲

4
▲

4
▲

3
▲

2
▲

2
▲

1
▲

1
▲

1
▲

1

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
▲

1
▲

7
▲

7
▲

1
▲

1
▲

3
▲

1
0

▲
1

0
▲

4
▲

1
▲

1
1
0

1
5

1
6

1
2

▲
6

2
3

1
8

6
2

1
2

▲
1

▲
5

▲
3

1
▲

2
▲

8
▲

5
▲

9
▲

7
▲

4
▲

7
▲

7
▲

7
▲

4
▲

6
▲

4

対
個

人
サ

ー
ビ

ス
▲

5
1

▲
1

▲
5

0
2

0
0

▲
2

4
▲

2
▲

3
8

1
1

8
1
5

6
3

3
2

7
1
2

1
3

1
2

8
1
0

9
1
1

1
3

1
5

1
3

8
▲

1
▲

6
▲

5
▲

4
▲

4
▲

3
▲

3
▲

2
▲

2
▲

1

▲
1
0
0

▲
8
0

▲
6
0

▲
4
0

▲
2
00

2
0

4
0

主
な
産
業
の
業
況
判
断
D
I
の
推
移

全
産

業

製
造

業

運
輸

・
郵

便

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス

対
個

人
サ

ー
ビ

ス

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

注
）

１
．

調
査

対
象

は
、
資

本
金

２
千

万
円

以
上

の
民

間
企

業
（

「金
融

機
関

」お
よ

び
「
経

営
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

業
，

純
粋

持
株

会
社

」
を

除
く
）

。
２

．
2
0
2
2
年

６
月

の
数

値
は

、
2
0
2
2
年

３
月

調
査

に
よ

る
「先

行
き

（
３

か
月

後
）

の
状

況
」の

数
値

。
３

．
「
対

個
人

サ
ー

ビ
ス

」
は

、
「
洗

濯
・
理

容
・美

容
・浴

場
業

」「
そ

の
他

の
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

」
「娯

楽
業

」「
専

修
学

校
、
各

種
学

校
」「

学
習

塾
」
「教

養
・
技

能
教

授
業

」「
老

人
福

祉
・
介

護
事

業
」
「そ

の
他

の
社

会
保

険
・社

会
福

祉
・介

護
事

業
」か

ら
な

る
。

（
％

ポ
イ

ン
ト

：
「
良

い
」
－

「
悪

い
」
）

○
日
銀
短
観
に
よ
る
主
な
産
業
の
業
況
判
断
Ｄ
Ｉの
推
移
を
み
る
と
、
20
2
0年
前
半
に
宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
を
中
心
に
大
き
く
低
下
し
た

が
、
そ
の
後
は
改
善
傾
向
に
あ
る
。

1
4

先
行

き
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1
5

消
費
者
物
価
の
動
向
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（
資

料
出

所
）

総
務

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「
消

費
者

物
価

指
数

に
関

す
る

Q
&

A
（

回
答

）
」
「
家

計
調

査
に

関
す

る
Q

＆
A
（

回
答

）
」
、

総
務

省
統

計
研

究
研

修
所

次
長

佐
藤

朋
彦

「
統

計
T
o
d
a
y

N
o
.1

2
8
「
実

感
」
す

る
消

費
者

物
価

と
は

」
（

平
成

3
0
年

４
月

1
9
日

）
を

基
に

、
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
作

成
。

○
消
費
者
物
価
指
数
の
指
標
に
は
、
「総
合
」
の
ほ
か
、
消
費
者
物
価
の
基
調
を
把
握
す
る
た
め
、
変
動
が
大
き
い
品
目
を
除
い
た
「生
鮮
食
品

を
除
く
総
合
」
「
生
鮮
食
品
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
総
合
」
が
あ
る
が
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
の
「主
要
統
計
資
料
」
で
は
、
消
費
者
と
実
際
に

取
引
が
あ
る
品
目
の
価
格
の
動
き
を
把
握
す
る
た
め
、
「持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
」を
利
用
し
て
い
る
。

消
費
者
物
価
指
数
の
指
標

「総
合
」

世
帯

が
購

入
す

る
財

・サ
ー

ビ
ス

の
う
ち

、
世

帯
の

消
費

支
出

上
一

定
の

割
合

を
占

め
る

重
要

な
品

目
の

価
格

の
指

数
を

計
算

し
、
こ

れ
を

ウ
エ

イ
ト

（
家

計
の

消
費

支
出

に
占

め
る

割
合

）
に

よ
り
加

重
平

均
し

た
も

の
。

「生
鮮
食
品
を
除
く
総
合
」

消
費

者
物

価
の

基
調

を
把

握
す

る
た

め
、
天

候
要

因
で

値
動

き
が

激
し

い
「生

鮮
食

品
」を

除
い

た
も

の
。

「生
鮮
食
品
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
総
合
」

消
費

者
物

価
の

基
調

を
把

握
す

る
た

め
、
天

候
要

因
で

値
動

き
が

激
し

い
「生

鮮
食

品
」や

、
海

外
要

因
で

変
動

す
る

原
油

価
格

の
影

響
を

直
接

受
け

る
「エ

ネ
ル

ギ
ー

」（
電

気
代

、
都

市
ガ

ス
代

、
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
、
灯

油
、
ガ

ソ
リ
ン

）
を

除
い

た
も

の
。

「持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
」

消
費

者
と
取

引
が

あ
る

品
目

の
価

格
の

動
き

を
把

握
す

る
た

め
、
実

際
に

市
場

で
の

売
買

が
な

い
「
持

家
の

帰
属

家
賃

」を
除

い
た

も
の

。

※
 「

持
家

の
帰

属
家

賃
」と

は
、
実

際
に

は
家

賃
の

支
払

を
伴

わ
な

い
持

家
住

宅
に

つ
い

て
も

、
通

常
の

借
家

や
借

間
と

同
様

の
サ

ー
ビ

ス
が

生
産

さ
れ

、
消

費
さ

れ
る

も
の

と
仮

定
し

て
、
一

般
市

場
価

格
で

評
価

し
た

概
念

的
な

も
の

。

※
家

計
調

査
の

「消
費

支
出

」や
毎

月
勤

労
統

計
調

査
の

「賃
金

」は
、
「持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く総
合

」を
使

用
し

て
実

質
化

し
て

い
る

。

1
6
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消
費
者
物
価
指
数
の
推
移
（対
前
年
同
月
比
）

○
2
0
2
2年
５
月
の
消
費
者
物
価
指
数
の
「総
合
」は
＋
2
.5
％
、
「
生
鮮
食
品
を
除
く
総
合
」は
＋
2
.1
％
、
「生
鮮
食
品
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く

総
合
」
は
＋
0
.8
％
、
「
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
」は
＋
2.
9％
と
な
っ
て
い
る
（
い
ず
れ
も
対
前
年
同
月
比
）。

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「
消

費
者

物
価

指
数

」
1
7

総
合

2
.5

生
鮮

食
品

を
除

く
総

合

2
.1

生
鮮

食
品

及
び

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

除
く
総

合
0
.8

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く
総

合

2
.9

-2
.0

-1
.0

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2

年

消
費
者
物
価
指
数
の
推
移
（
対
前
年
同
月
比
）

総
合

生
鮮

食
品

を
除

く総
合

生
鮮

食
品

及
び

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

除
く総

合
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く総
合

【
2
0
2
2
年

５
月

】
(カ

ッ
コ

内
は

4
月

)

（
％

）

(3
.0

)

(2
.5

)

(2
.1

) (0
.8

)
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消
費
者
物
価
指
数
の
「
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
」の
主
な
項
目
別
寄
与
度
の
推
移

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「消

費
者

物
価

指
数

」を
も

と
に

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
お

い
て

作
成

。
（

注
）

１
．

各
項

目
の

寄
与

度
は

、
「
当

該
項

目
の

ウ
エ

イ
ト

／
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く総
合

の
ウ

エ
イ

ト
×

（
当

月
の

当
該

項
目

の
指

数
－

前
年

同
月

の
当

該
項

目
の

指
数

）
／

前
年

同
月

の
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く総
合

の
指

数
」に

よ
り
算

出
。

２
．

「
そ

の
他

」
の

寄
与

度
は

、
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く総
合

の
前

年
同

月
比

か
ら

各
項

目
の

寄
与

度
を

控
除

し
た

残
差

と
し

て
計

算
。

３
．

「
エ

ネ
ル

ギ
ー

」
は

、
電

気
代

、
都

市
ガ

ス
代

、
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
、
灯

油
及

び
ガ

ソ
リ
ン

。

○
消
費
者
物
価
指
数
の
「持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
」（
前
年
同
月
比
）は
、
20
22
年
５
月
に
＋
2.
9％
と
な
っ
て
い
る
が
、
主
な
項
目
別
の

寄
与
度
を
み
る
と
、
食
料
品
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
寄
与
度
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

1
8

-2
.0

0
%

-1
.0

0
%

0
.0

0
%

1
.0

0
%

2
.0

0
%

3
.0

0
%

4
.0

0
%

5
.0

0
%

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2

年

消
費
者
物
価
指
数
（
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
）
の
前
年
同
月
比
の
主
な
項
目
別
寄
与
度
の
推
移

生
鮮

食
品

生
鮮

食
品

を
除

く食
料

エ
ネ

ル
ギ

ー
通

信
料

（
携

帯
電

話
）

そ
の

他
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合

2
0
2
2
年

5
月

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く
総

合
：

＋
2
.9

％
（

寄
与

度
）

・
生

鮮
食

品
：

＋
0
.6

％
・
生

鮮
食

品
を

除
く
食

料
：

＋
0
.7

％
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

：
＋

1
.5

％
・
通

信
料

（
携

帯
電

話
）

：
－

0
.4

％
・
そ

の
他

：
＋

0
.6

％
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基
礎

的
支

出
項

目

4
.7

選
択

的
支

出
項

目

0
.1

-4
.0

-3
.0

-2
.0

-1
.0

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2

年

消
費
者
物
価
指
数
（
基
礎
的
・
選
択
的
支
出
項
目
別
指
数
）
の
推
移
（
対
前
年
同
月
比
）

基
礎

的
支

出
項

目
選

択
的

支
出

項
目

（
％

）消
費
者
物
価
指
数
の
「
基
礎
的
・
選
択
的
支
出
項
目
別
指
数
」
の
推
移

○
消
費
者
物
価
指
数
の
「基
礎
的
・
選
択
的
支
出
項
目
別
指
数
」
（
対
前
年
同
月
比
）
を
見
る
と
、
2
0
22
年
５
月
で
は
、
「基
礎
的
支
出
項
目
」は

＋
4
.7
％
で
あ
る
一
方
、
「選
択
的
支
出
項
目
」は
＋
0.
1％
と
な
っ
て
い
る
。

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「
消

費
者

物
価

指
数

」
（

注
）

１
．

基
礎

的
支

出
項

目
（

必
需

品
的

な
も

の
）

と
は

、
支

出
弾

力
性

が
1
.0

0
未

満
の

支
出

項
目

で
あ

り
、
食

料
、
家

賃
、
光

熱
費

、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
な

ど
が

該
当

。
選

択
的

支
出

項
目

（
贅

沢
品

的
な

も
の

）
と
は

、
支

出
弾

力
性

が
1
.0

0
以

上
の

支
出

項
目

で
あ

り
、
教

育
費

、
教

養
娯

楽
用

耐
久

財
、
月

謝
な

ど
が

該
当

。
２

．
支

出
弾

力
性

と
は

、
消

費
支

出
総

額
が

１
％

変
化

す
る

時
に

各
財

・
サ

ー
ビ

ス
（

支
出

項
目

）
が

何
％

変
化

す
る

か
を

示
し

た
指

標
。

３
．

基
礎

的
支

出
項

目
・

選
択

的
支

出
項

目
別

指
数

は
、
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
か

ら
作

成
さ

れ
て

い
る

。
1
9

【
2
0
2
2
年

５
月

】

52



１
か

月
に

１
回

程
度

以
上

の
購

入

5
.0

 

１
か

月
に

１
回

程
度

未
満

の
購

入

2
.2

 

-6
.0

-4
.0

-2
.0

0
.0

2
.0

4
.0

6
.0

8
.0

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

7月

10月

1月

4月

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

消
費
者
物
価
指
数
（
購
入
頻
度
別
）
の
推
移

１
か

月
に

１
回

程
度

以
上

の
購

入
１

か
月

に
１

回
程

度
未

満
の

購
入

（
％

）

消
費
者
物
価
指
数
の
「
購
入
頻
度
階
級
別
指
数
」
の
推
移

○
消
費
者
物
価
指
数
の
「購
入
頻
度
階
級
別
指
数
」
（
対
前
年
同
月
比
）
を
見
る
と
、
2
0
2
2
年
５
月
で
は
、
「
１
か
月
に
１
回
程
度
以
上
の
購
入
」
は

＋
5
.0
％
、
「１
ヶ
月
に
１
回
程
度
未
満
の
購
入
」は
＋
2
.2
％
と
な
っ
て
い
る
。

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「
消

費
者

物
価

指
数

」
（

注
）

１
．

購
入

頻
度

階
級

別
指

数
は

、
指

数
品

目
を

家
計

調
査

か
ら

得
ら

れ
る

１
世

帯
当

た
り
購

入
頻

度
に

よ
っ
て

区
分

し
、
購

入
頻

度
の

階
級

区
分

別
に

指
数

を
作

成
し

た
も

の
。

２
．

購
入

頻
度

階
級

別
指

数
は

、
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
か

ら
作

成
さ

れ
て

い
る

。
2
0

【
2
0
2
2
年

５
月

】
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2
1

経
済
対
策
・
中
小
企
業
へ
の
支
援
策
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2
2

コ
ロ
ナ
克
服
・
新
時
代
開
拓
の
た
め
の
経
済
対
策
（令
和
３
年
1
1
月
1
9
日
閣
議
決
定
）

○
令
和
３
年
1
1
月
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
万
全
を
期
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で
厳
し
い
影
響
を
受
け
た
方
々
に
寄
り
添
っ
て
万
全
の
支
援
を
行
う
と
と
も

に
、
成
長
戦
略
と
分
配
戦
略
に
よ
る
新
し
い
資
本
主
義
を
起
動
す
る
た
め
、
「コ
ロ
ナ
克
服
・新
時
代
開
拓
の
た
め
の
経
済
対
策
」
を
閣
議
決
定
。
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2
3

コ
ロ
ナ
克
服
・
新
時
代
開
拓
の
た
め
の
経
済
対
策
に
お
け
る
主
な
経
済
支
援
策
の
執
行
状
況

令
和
４
年
３
月
３
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
資
料

「
経
済
対
策
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
」

○
緊
急
小
口
資
金
等
の
特
例
貸
付
（家
計
支
援
）の
支
給
決
定
件
数
、
雇
用
調
整
助
成
金
（雇
用
支
援
）の
支
給
額
は
大
幅
に
減
少
し
て
お
り
、

公
庫
へ
の
コ
ロ
ナ
融
資
（事
業
者
支
援
）の
申
込
数
は
平
時
並
み
と
な
っ
て
い
る
。
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コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
「原
油
価
格
・物
価
高
騰
等
総
合
緊
急
対
策
」
（
令
和
４
年
４
月
2
6
日
決
定
）

○
令
和
４
年
４
月
に
、
現
下
の
物
価
高
騰
等
に
対
応
し
、
①
原
油
価
格
高
騰
対
策
、
②
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
原
材
料
・
食
料
等
安
定
供
給
対
策
、
③
中
小

企
業
対
策
（
賃
上
げ
・価
格
転
嫁
対
策
、
資
金
繰
り
支
援
）、
④
生
活
困
窮
者
等
へ
の
支
援
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
総
合
緊
急
対
策
」を
決
定
。

2
4
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よ
ろ
ず
支
援
拠
点
等
の
支
援
体
制
の
充
実
|
4
0
.0
億
円
(4
0
.9
億
円
)|
＜
1
7
.1
億
円
＞

各
都

道
府

県
に

設
置

し
た

よ
ろ

ず
支

援
拠

点
の

専
門

家
等

に
よ

る
経

営
相

談
。

働
き

方
改

革
や

賃
上

げ
、
被

用
者

保
険

の
適

用
拡

大
な

ど
を

含
む

、
多

様
な

経
営

相
談

に
対

応
す

る
た

め
、
支

援
体

制
を

充
実

。

中
⼩
企
業
等
事
業
再
構
築
促
進
事
業
|
1
,0
0
0
億
円
※
令
和
４
年
度
予
備
費
|
＜
6
,1
2
3
億
円
＞

中
小

企
業

等
が

新
分

野
展

開
、
業

態
転

換
、
事

業
・
業

種
転

換
、
事

業
再

編
又

は
こ

れ
ら

の
取

組
を

通
じ

た
規

模
の

拡
大

等
、
思

い
切

っ
た

事
業

再
構

築
に

意
欲

を
有

す
る

中
小

企
業

等
の

挑
戦

を
支

援
。

も
の
づ
く
り
等
高
度
連
携
・
事
業
再
構
築
促
進
事
業
|
1
0
.2
億
円
(新
規
)|

複
数

の
中

小
企

業
等

が
連

携
し

、
連

携
体

と
し

て
新

た
な

付
加

価
値

創
造

や
生

産
性

向
上

、
新

分
野

、
業

態
展

開
、
革

新
的

な
製

品
・
サ

ー
ビ

ス
開

発
等

を
行

う
取

組
を

最
大

２
年

間
支

援
。

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
⼩
規
模
事
業
者
支
援
推
進
事
業
|1
0
.9
億
円
(1
0
.8
億
円
)|

小
規

模
事

業
者

の
販

路
開

拓
や

生
産

性
向

上
の

取
組

等
を

都
道

府
県

が
支

援
す

る
際

、
国

が
そ

の
実

行
に

係
る

都
道

府
県

経
費

の
一

部
を

支
援

。

共
創
型
サ
ー
ビ
ス
I
T
連
携
支
援
事
業
|2
.5
億
円
(5
億
円
)|

既
存

の
複

数
の

IT
ツ

ー
ル

を
連

携
・組

み
合

わ
せ

た
シ

ス
テ

ム
を

中
小

サ
ー

ビ
ス

業
等

が
導

入
す

る
際

に
か

か
る

費
用

を
支

援
。
ま

た
そ

の
際

、
IT

ベ
ン

ダ
ー

と
中

小
サ

ー
ビ
ス

業
等

が
共

同
で

IT
ツ

ー
ル

の
機

能
改

善
を

進
め

、
当

該
ツ

ー
ル

の
汎

用
化

に
よ

る
業

種
内

・他
地

域
へ

の
普

及
を

目
指

す
取

組
を

支
援

。

中
⼩
企
業
生
産
性
革
命
推
進
事
業
＜
2
,0
0
1
億
円
＞

(独
)中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構
が

中
小

企
業

の
生

産
性

向
上

を
継

続
的

に
支

援
。
さ

ら
に

、
社

会
経

済
の

変
化

に
対

応
し

た
ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
へ

の
転

換
に

向
け

た
中

小
企

業
等

の
取

組
も

支
援

。

中
⼩
企
業
の
生
産
性
向
上
等
に
係
る
支
援
策

|
令
和
４
年
度
当
初
予
算
額
（
令
和
３
年
度
当
初
予
算
額
）
|
＜
令
和
３
年
度
補
正
予
算
額
＞

生
産
性
向
上
人
材
育
成
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
支
援
訓
練
|2
4
3
億
円
の
内
数
(2
5
8
億
円
の
内
数
)|

「
生

産
管

理
、
Io

T
、
ク

ラ
ウ

ド
の

活
用

」
等

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
を

、
利

用
企

業
の

課
題

に
合

わ
せ

て
カ

ス
タ

マ
イ

ズ
し

、
専

門
的

な
知

見
や

ノ
ウ

ハ
ウ

を
有

す
る

民
間

機
関

等
を

活
用

し
て

実
施

。

人
材
開
発
支
援
助
成
金
等
に
よ
る
支
援
|
8
6
2
億
円
(3
5
5
億
円
)|
＜
2
1
6
億
円
＞

人
材

開
発

支
援

助
成

金
に

よ
り
、
事

業
主

等
が

雇
用

す
る

労
働

者
に

対
し

て
職

務
に

関
連

し
た

専
門

的
な

知
識

及
び

技
能

の
習

得
を

さ
せ

る
た

め
の

職
業

訓
練

等
を

計
画

に
沿

っ
て

実
施

し
た

場
合

に
、
訓

練
経

費
や

訓
練

期
間

中
の

賃
金

の
一

部
等

を
助

成
。

人
材

確
保

等
支

援
助

成
金

に
よ

り
、
生

産
性

向
上

の
た

め
の

能
力

評
価

を
含

む
人

事
評

価
制

度
等

の
整

備
を

通
じ

て
、

雇
用

管
理

改
善

に
取

り
組

み
、
生

産
性

向
上

・
賃

金
ア

ッ
プ

等
を

図
っ
た

事
業

主
に

対
し

て
助

成
。

(※
新

規
の

計
画

受
付

休
止

中
)

テ
レ
ワ
ー
ク
の
定
着
・
促
進
に
向
け
た
支
援
|
1
9
.4
億
円
(2
8
.2
億
円
)|

雇
用

型
テ

レ
ワ

ー
ク

に
つ

い
て

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

周
知

、
テ

レ
ワ

ー
ク

相
談

セ
ン

タ
ー

の
設

置
・
運

営
、
テ

レ
ワ

ー
ク

導
入

に
係

る
助

成
、
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

等
に

よ
る

導
入

支
援

を
実

施
。

民
間
企
業
の
た
め
の
女
性
活
躍
促
進
事
業
|1
.7
億
円
(令
和
４
年
度
新
規
事
業
)|

令
和

４
年

４
月

よ
り
新

た
に

行
動

計
画

策
定

等
が

義
務

づ
け

ら
れ

た
常

時
雇

用
労

働
者

数
1
0
1
人

以
上

3
0
0
人

以
下

の
中

小
事

業
主

を
含

め
た

全
て

の
事

業
主

に
対

し
、
女

性
活

躍
推

進
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
に

よ
る

個
別

訪
問

等
に

よ
り
企

業
に

お
け

る
女

性
活

躍
推

進
に

係
る

行
動

計
画

の
実

施
等

を
支

援

生
活
衛
生
業
関
連
施
策

業
務
改
善
助
成
金
|
1
1
.9
億
円
(1
1
.9
億
円
)|

＜
1
3
5
億
円
＞

事
業

場
内

最
低

賃
金

を
一

定
額

以
上

引
き

上
げ

る
と
と
も

に
、
生

産
性

向
上

に
資

す
る

設
備

投
資

等
を

行
っ

た
中

小
企

業
等

に
対

し
、
そ

の
設

備
投

資
等

に
要

し
た

費
用

の
一

部
を

助
成

。

働
き
方
改
革
推
進
支
援
助
成
金
|
6
6
.0
億
円
(6
5
.4
億
円
)|

生
産

性
を

高
め

な
が

ら
労

働
時

間
の

縮
減

等
に

取
り
組

む
中

小
企

業
等

に
つ

い
て

、
そ

の
取

組
に

要
す

る
費

用
を

助
成

。

働
き
方
改
革
推
進
支
援
事
業
|4
3
.8
億
円
(6
6
.8
億
円
)|

働
き

方
改

革
推

進
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、
労

務
管

理
等

の
専

門
家

に
よ

る
窓

口
相

談
、
企

業
の

取
組

事
例

や
労

働
関

係
助

成
金

の
活

用
方

法
な

ど
に

関
す

る
セ

ミ
ナ

ー
等

を
実

施
。

日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る
企
業
活
力
強
化
貸
付

最
低

賃
金

の
引

上
げ

に
取

り
組

む
事

業
者

に
対

し
、
設

備
・
運

転
資

金
の

低
利

貸
し

付
け

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
|
8
3
9
億
円
(7
3
9
億
円
)|
＜
2
5
1
億
円
＞

非
正

規
雇

用
労

働
者

の
正

社
員

化
、
処

遇
改

善
を

実
施

し
た

事
業

主
に

対
し

助
成

。

被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
に
当
た
っ
て
の
周
知
・専
門
家
活
用
支
援
|
7
.5
億
円
(7
.6
億
円
)
|

前
回

の
適

用
拡

大
の

際
に

は
、

社
会

保
険

加
入

の
メ

リ
ッ
ト

や
働

き
方

の
変

化
に

つ
い

て
企

業
が

従
業

員
に

丁
寧

に
説

明
す

る
こ

と
が

、
就

業
調

整
の

回
避

に
有

効
で

あ
っ
た

。
適

用
拡

大
を

更
に

進
め

る
に

当
た

り
、
労

働
者

本
人

へ
の

周
知

・
企

業
か

ら
従

業
員

へ
の

説
明

支
援

の
た

め
の

取
組

を
行

う
。

生
産
性
向
上
の
事
例
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
|0
.4
億
円
(0
.5
億
円
)|

助
成

金
の

活
用

事
例

や
生

産
性

向
上

の
好

事
例

を
と
り
ま

と
め

た
事

例
集

を
周

知
及

び
簡

易
に

申
請

書
を

作
成

で
き

る
支

援
ツ

ー
ル

の
作

成

厚
生
労
働
省
関
連
施
策

経
済
産
業
省
関
連
施
策

①
も
の
づ
く
り
・
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
生
産
性
向
上
促
進
事
業
（
も
の
づ
く
り
補
助
金
）

（
補

助
額

：
1
0
0
万

～
3
,0

0
0
万

円
、
補

助
率

：
中

小
1
/2

小
規

模
2
/3

）
…

革
新

的
な

サ
ー

ビ
ス

開
発

・
試

作
品

開
発

・
生

産
プ

ロ
セ

ス
等

の
改

善
に

必
要

な
設

備
投

資
等

を
支

援

②
⼩
規
模
事
業
者
持
続
的
発
展
支
援
事
業
（
持
続
化
補
助
金
）

（
補

助
額

：
～

2
0
0
万

円
、
補

助
率

：
2
/3

等
）

…
小

規
模

事
業

者
が

経
営

計
画

を
作

成
し

て
取

り
組

む
販

路
開

拓
の

取
組

等
を

支
援

③
サ
ー
ビ
ス
等
生
産
性
向
上
I
T
導
入
支
援
事
業
（
I
T
導
入
補
助
金
）

（
補

助
額

：
5
万

～
4
5
0
万

円
、
補

助
率

：
1
/2

~
3
/4

）

…
バ

ッ
ク

オ
フ
ィ
ス

業
務

の
効

率
化

や
新

た
な

顧
客

獲
得

等
の

付
加

価
値

向
上

に
資

す
る

IT
ツ

ー
ル

導
入

を
支

援

④
事
業
承
継
・
引
継
ぎ
支
援
事
業
（
事
業
承
継
・
引
継
ぎ
補
助
金
）

（
補

助
額

：
1
5
0
万

～
6
0
0
万

円
、
補

助
率

：
1
/2

~
2
/3

）
…

事
業

承
継

・
引

継
ぎ

後
の

設
備

投
資

等
の

新
た

な
取

組
や

事
業

引
継

ぎ
時

の
専

門
家

活
用

費
用

等
を

支
援

・
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
生
活
衛
生
貸
付
に
係
る
特
別
利
率
の
適
用

…
事

業
場

内
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

取
り
組

む
者

に
特

別
利

率
を

適
用

・
生
産
性
向
上
推
進
事
業
＜
2
.0

億
円
＞

…
デ

ジ
タ

ル
化

の
好

事
例

の
展

開
等

、
生

活
衛

生
関

係
営

業
者

の
デ

ジ
タ

ル
化

推
進

を
支

援

・
生
活
衛
生
関
係
営
業
収
益
力
向
上
事
業
|
0
.9

億
円
(0
.6

億
円
)|

…
最

低
賃

金
の

ル
ー

ル
の

徹
底

を
図

る
と
と
も

に
、
同

時
に

事
業

継
承

や
イ

ン
ボ

イ
ス

制
度

に
関

す
る

セ
ミ
ナ

ー
を

開
催

基
準
＞
賃

基
準
＞
労

基
準
＞
労
、
賃

人

基
準
＞
賃

基
準
＞
労

2
5
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名
称

令
和

３
年

度
実

績
（

件
）

※
一

部
暫

定
値

も
の

づ
くり

・商
業

・サ
ー

ビ
ス

生
産

性
向

上
促

進
事

業
（

も
の

づ
くり

補
助

金
）

1
0
,1

8
5
件

小
規

模
事

業
者

持
続

的
発

展
支

援
事

業
（

持
続

化
補

助
金

）
4
4
,7

5
7
件

サ
ー

ビ
ス

等
生

産
性

向
上

IT
導

入
支

援
事

業
（

IT
導

入
補

助
金

）
3
0
,8

2
5
件

中
小

企
業

等
事

業
再

構
築

促
進

事
業

3
5
,1

8
3
件

業
務

改
善

助
成

金
3
,8

5
9
件

働
き

方
改

革
推

進
支

援
助

成
金

6
,6

1
4
件

キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ

助
成

金
7
6
,9

9
2
件

人
材

開
発

支
援

助
成

金
※

特
定

訓
練

コ
ー

ス
、
一

般
訓

練
コ

ー
ス

、
教

育
訓

練
休

暇
付

与
コ

ー
ス

、
特

別
育

成
訓

練
コ

ー
ス

3
1
,1

4
2
件

人
材

確
保

等
支

援
助

成
金

※
人

事
評

価
改

善
等

助
成

コ
ー

ス
、
設

備
改

善
等

支
援

コ
ー

ス
、
テ

レ
ワ

ー
ク

コ
ー

ス

2
,4

0
9
件

(テ
レ

ワ
ー

ク
コ

ー
ス

は
、
令

和
３

年
４

月
～

令
和

４
年

２
月

時
点

)

中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
等
に
係
る
支
援
策
に
お
け
る
主
な
補
助
金
・
助
成
金
の
実
績

安
定
、
雇
均

基
準
＞
労
、
雇
均

基
準
＞
賃

2
6
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令
和
４
年
５
月
2
0
日
第
７
回
新
し
い
資
本
主
義
実
現
会
議

萩
生
田
経
済
産
業
大
臣
提
出
資
料
「
人
へ
の
投
資
、

取
引
適
正
化
に
向
け
た
経
済
産
業
省
の
主
な
取
組
に
つ
い
て
」

2
7
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最
低
賃
金
に
関
す
る
調
査
研
究

参
考
資
料

N
o
.1
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最
低
賃
金
に
関
す
る
報
告
書
（概

要
）

1

62



○
最
低
賃
金
の
引
上
げ
率
（左

図
）は

、
20

06
年
度
ま
で
は
賃
金
改
定
状
況
調
査
（常

用
労
働
者
数

30
人
未
満
の
企
業
が
対
象
）に
よ
る
賃
金
上
昇
率
に
近
い
水
準

で
推
移
し
て
い
た
が
、

2
00

7年
度
以
降
、
最
低
賃
金
法
の
改
正
や
政
府
方
針
へ
の
配
意
等
も
あ
り
、
こ
れ
を
大
き
く
上
回
る
水
準
で
推
移
し
て
い
る
（
20

20
年

度
を
除
く
）。
そ
の
結
果
、
最
低
賃
金
の
影
響
率
（右

図
）は

高
ま
り
、
労
働
者
の
賃
金
へ
の
影
響
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
市
場
や
企
業
活
動

等
に
も
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
等
の
諸
外
国
で
も
、
最
低
賃
金
引
上
げ
の
影
響
に
つ
い
て
記
述
統
計

や
実
証
研
究
等
に
よ
り
検
証
し
、
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
。

○
こ
の
よ
う
な
国
内
外
の
動
向
を
踏
ま
え
、
日
本
の
最
低
賃
金
の
影
響
を
分
析
・
検
証
し
、
エ
ビ
デ
ン
ス
・ベ
ー
ス
で
の
検
討
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

20
2
1年

度
「最

低
賃
金
に
関
す
る
調
査
研
究
等
事
業
」に
よ
り
本
報
告
書
を
作
成
（
委
託
先
：
三
菱
総
合
研
究
所
）
。

※
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
の
割
合
、
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
の
割
合
を
い
う
。

は
じ
め
に
・
第
１
章

最
低
賃
金
制
度
の
全
体
像

2

4.
6

4
.0

2.
9

2
.2

2.
3

2.
1

2.
2

1
.8

0.
9

0.
8

0.
7

0.
1

-0
.1

-0
.1

0
.4

0.
5

0.
7

0.
8

-0
.2

-0
.1

0.
0

0.
2

0.
8

1.
1

0.
9

1.
1

1.
3

1.
4

1.
3

1.
2

0.
4

5.
0

4.
2

3.
2

2
.4

2.
3

2.
0

2.
2

1
.9

0
.8 0.

8
0.

6

0.
0

0.
2

0.
2

0
.5

0.
7

2.
1

2
.3

1
.4

2.
4

1.
0

1.
6

2.
0

2.
1

2.
3

3.
1

3.
0

3.
1

3.
1

0.
13.

1

-1
.0

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(％
)

1.
9

1.
6

1.
5

1.
4

1.
2

1
.1

1
.2

1
.6

1
.6

1
.7

2
.1

1
.9

2
.0

1
.9

2
.7

1
.7

1
.9

1
.6

2
.0

1.
1

1.
0

1.
1

1.
1

1.
1

1
.1

1
.1

1
.5

1
.5

1
.8

1
.8

2
.0

1
.9

1
.7

1
.3

1
.3

1
.3

1
.8

2
.0

1.
9

1.
6

1.
5

1.
6

1.
5

2
.2

2
.7

2
.7

4
.1

3
.4

4
.9

7
.4

7
.3

9
.0

1
1

.1

1
1

.9

1
3

.8

16
.3

4
.7

1.
2

1.
0

1.
2

1.
3

1.
2

1
.5

1
.8

1
.9

2
.6

2
.5

2
.8

3
.6

3
.6

4
.0

4
.3

4
.8

4
.8

6
.1

2
.5

0
.0

2
.0

4
.0

6
.0

8
.0

1
0

.0

1
2

.0

1
4

.0

1
6

.0

1
8

.0

未
満
率
（事

業
所
規
模

30
人
未
満
）

未
満
率
（事

業
所
規
模
５
人
以
上
）

影
響
率
（
事
業
所
規
模

30
人
未
満
）

影
響
率
（
事
業
所
規
模
５
人
以
上
）

(％
)

最
低
賃
金
引
上
げ
率

賃
金
改
定
状
況
調
査
に
よ
る

賃
金
上
昇
率

影
響
率
（
事
業
所
規
模

3
0
人
未
満
）

影
響
率
（事

業
所
規
模
５
人
以
上
）

（資
料
出
所
）厚

生
労
働
省
「賃

金
改
定
状
況
調
査
」

（注
）
１
．
賃
金
改
定
状
況
調
査
結
果
第
４
表
は
、
常
用
労
働
者
数

30
人
未
満
の
企
業
に
属
し
て
い
る
民
営
事
業
所
に
対
し
、
前
年
６
月
と
当
年

６
月
の
労
働
者
の
賃
金
等
を
調
査
し
た
結
果
に
基
づ
き
、
時
間
当
た
り
所
定
内
賃
金
の
上
昇
率
を
示
し
た
も
の
。

２
．
最
低
賃
金
引
上
げ
率
は
、
地
域
別
最
低
賃
金
額
（時

間
額
）
全
国
加
重
平
均
の
上
昇
率
。

（資
料
出
所
）厚

生
労
働
省
「最

低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（注
）
１
．
「最

低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」は

、
事
業
所
規
模

30
人
未
満
（
製
造
業
等
は

10
0
人
未
満
）を
調
査
対
象
と
し
て
お
り
、
「
賃

金
構
造
基
本
統
計
調
査
」は

、
事
業
所
規
模
５
人
以
上
を
対
象
と
し
て
い
る
。
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
で
は
、

20
20
年
か

ら
調
査
事
項
や
集
計
方
法
が
変
更
さ
れ
た
た
め
、

20
15
～

2
02

0
年
の
数
値
は
、
時
系
列
比
較
を
行
う
た
め
に

20
20
年
調
査
と

同
じ
集
計
方
法
で
集
計
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、

20
14
年
以
前
と
は
連
続
し
な
い
。

２
．
「
未
満
率
」と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
の
割
合
で
あ
り
、
「影

響
率
」と

は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
、
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
の
割
合
で
あ
る
。

【
2
0
0
6
年
度
ま
で
】

【
2
0
0
7
年
度
以
降
】

【
2
0
0
6
年
度
ま
で
】

【
2
0
0
7
年
度
以
降
】

点
線
部
分
は
生
活
保
護
と
の
乖
離
額
を
解
消
す
る

た
め
の
引
上
げ
率
を
除
い
た
場
合
の
目
安
額
か
ら

計
算
さ
れ
る
最
低
賃
金
引
上
げ
率

賃
金
改
定
状
況
調
査
に
よ
る
賃
金
上
昇
率
と
最
低
賃
金
引
上
げ
率
の
推
移

最
低
賃
金
の
未
満
率
と
影
響
率
の
推
移
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○
最
低
賃
金
引
上
げ
に
よ
る
賃
金
分
布
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
は
、
賃
金
分
布
の
左
裾
に
「
こ
ぶ
」（
ス
パ
イ
ク
）
を
生
じ
さ
せ
る
「賃

金
分
布
の

圧
縮
」、
最
低
賃
金
額
よ
り
も
高
い
水
準
の
賃
金
も
上
昇
さ
せ
る
「波

及
効
果
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
程
度
ま
で
波
及
す
る
か
等
は
研
究
に
よ
り
異
な
る
。

○
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
の
分
布
（
左
図
）
を
み
る
と
、

20
20
年
は

20
10
年
と
比
較
し
て
、
低
賃
金
層
を
中
心
に
右
方
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
ま
た
、
都
道
府

県
ご
と
に
最
低
賃
金
額
が
異
な
る
た
め
、
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
最
低
賃
金
額
と
の
差
の
分
布
（
右
図
）
を
み
る
と
、

20
20
年
は

20
10
年
と
比
較
し

て
、
最
低
賃
金
額
に
張
り
付
く
労
働
者
が
増
え
て
い
る
。

1
0年

前
と
比
べ
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
よ
る
賃
金
分
布
へ
の
影
響
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

第
２
章

最
低
賃
金
と
労
働
者
の
賃
金
・
生
活

１
．
賃
金
へ
の
影
響
①

3

0.
0%

0.
2%

0.
4%

0.
6%

0.
8%

1.
0%

1.
2%

1.
4%

1.
6%

-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

2
02
0年

2
01
0年

（
円
）

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
算
出
。

（
注
）
１
．
常
用
労
働
者
数
が
10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
常
用
労
働
者
の
数
値
。

２
．
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
は
、
６
月
所
定
内
給
与
額
を
６
月
の
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
て
算
出
。
な
お
、
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

３
．
右
図
の
横
軸
は
、
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
、
そ
の
前
年
の
秋
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
差
の
５
円
単
位
の
分
布
。

４
．
20
1
0
年
の
数
値
は
、
2
02
0
年
調
査
の
集
計
範
囲
、
復
元
方
法
に
合
わ
せ
て
集
計
し
て
い
る
。

0.
0%

0.
2%

0.
4%

0.
6%

0.
8%

1.
0%

1.
2%

1.
4%

1.
6%

500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000

（
円
）

2
01
0年

６
月
時
点
の
地
域
別
最
低
賃
金
額

の
全
国
加
重
平
均
（
71
3円

）

2
02
0年

６
月
時
点
の
地
域
別
最
低
賃
金
額

の
全
国
加
重
平
均
（
90
1円

）

時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
と
最
低
賃
金
額
の
差
の
分
布
（
常
用
労
働
者
）

時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
の
分
布
（常

用
労
働
者
）

2
01
0年2
02
0年
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○
ど
の
よ
う
な
労
働
者
が
最
低
賃
金
引
上
げ
の
影
響
を
受
け
る
か
確
認
す
る
た
め
、
属
性
別
に
「
最
賃
近
傍
雇
用
者
」
(地
域
別
最
低
賃
金
額
×

1
.1
倍
の
賃
金
の
雇
用

者
)の
割
合
を
み
る
と
、
産
業
別
（左

図
）
で
は
「
宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」
「卸

売
業
，
小
売
業
」等

で
、
企
業
規
模
別
で
は
小
規
模
ほ
ど
、
職
業
別
で
は

「運
搬
・
清
掃
・包

装
等
従
事
者
」
「販

売
従
事
者
」等

で
高
い
。
ま
た
、
労
働
者
個
人
の
属
性
に
つ
い
て
は
（右

図
）、
男
女
別
で
は
女
性
で
、
年
齢
階
級
別
で

は
若
年
層
と
高
齢
層
で
、
就
業
形
態
別
で
は
短
時
間
労
働
者
で
、
学
歴
別
で
は
学
歴
が
低
い
ほ
ど
割
合
が
高
い
（こ
れ
ら
の
傾
向
は
先
行
研
究
と
同
様
）。

第
２
章

最
低
賃
金
と
労
働
者
の
賃
金
・
生
活

１
．
賃
金
へ
の
影
響
②

4

（資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「令

和
２
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（注
）１
．
常
用
労
働
者
数
が

10
人
以
上
の
民
営
事
業
所
及
び
常
用
労
働
者
数
が
５
～
９
人
で
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数
も
５
～
９
人
で
あ
る
民
営
事
業
所
の
数
値
。

２
．
こ
こ
で
は
、
令
和
２
年
６
月
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
が
そ
の
時
点
で
適
用
さ
れ
て
い
る
事
業
所
の
所
在
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
×

1.
1
未
満
で
あ
る
労
働
者
を
「
最
賃
近
傍
雇
用
者
」
と
定
義
し
、

縦
軸
の
「
最
賃
近
傍
雇
用
者
割
合
」は

常
用
労
働
者
の
う
ち
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
割
合
を
示
し
て
い
る
。
所
定
内
給
与
額
に
は
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。

３
．
横
軸
の
「
産
業
大
分
類
別
労
働
者
構
成
比
」「
就
業
形
態
別
、
男
女
別
、
年
齢
階
級
別
労
働
者
構
成
比
」
は
、
常
用
労
働
者
数
に
占
め
る
各
区
分
の
常
用
労
働
者
数
の
比
率
を
示
し
て
い
る
。

４
．
各
区
分
の
長
方
形
の
面
積
は
、
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
（
産
業
計
の
常
用
労
働
者
に
占
め
る
比
率
）を
示
し
て
い
る
。

短
時
間
労
働
者

一
般
労
働
者

女
性

男
性

女
性

男
性

10
.5
%

2
.2
%

8
.5
%

12
.1
%

6
.6
%

18
.2
%

4
5
.4
%

2
2
.2
%

2
7
.0

%

4
8
.5
% 3
1.
4
%

3
9
.0
%

0
.0 %

0
%

10
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

0
%

10
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

10
0
%

（ 最 賃 近 傍 雇 用 者 割 合 ）

（
就
業
形
態
別
、
男
女
別
、
年
齢
階
級
別
労
働
者
構
成

比
）

2
4
歳
以
下

2
5
～
5
9
歳

6
0
歳
以
上

2
4
歳
以
下

2
5

～ 5
9 歳

2
5
～
5
9

歳

6
0

歳 以 上

2
5
～
5
9

歳

2
4
歳
以
下

2
4
歳
以
下

6
0
歳

以
上

6
0
歳
以
上

就
業
形
態
・
男
女
・
年
齢
計
14
.1
%

34
.2

%

22
.8

%
21

.0
% 15

.9
%

12
.3

%

11
.2

%
10

.8
%

7.
7
%

7.
3%

5.
4%

5.
2%4.

3%

3.
8%

2.
9%

1.
9%

0.
9%

0%10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

0%
10

%
20

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
80

%
90

%
10

0%

（ 最 賃 近 傍 雇 用 者 割 合 ）

（
産
業
大
分
類
別
労
働
者
構
成
比
）

不
動
産
業
，

物
品
賃
貸
業

情
報
通
信
業

教
育
，

学
習
支
援
業

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

金
融
業
，
保
険
業

学
術
研
究
，

専
門
・技

術
サ
ー
ビ
ス
業

鉱
業
，
採
石
業
，

砂
利
採
取
業

電
気
・ガ
ス
・熱

供
給
・水

道
業

産
業
計

1
4
.1

%

宿
泊
業
，

飲
食

サ
ー
ビ
ス

業

卸
売
業
，
小
売

業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、 娯 楽 業

サ
ー
ビ
ス

業
（
他
に
分

類
さ
れ
な

い
も
の
）

運
輸

業
，
郵

便
業

製
造 業

医
療
，
福
祉

建
設
業

就
業
形
態
別
、
男
女
別
、
年
齢
階
級
別
の
最
賃
近
傍
雇
用
者
割
合

産
業
別
の
最
賃
近
傍
雇
用
者
割
合
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○
最
賃
近
傍
雇
用
者
を
世
帯
属
性
別
（左

図
）に
み
る
と
、
「
60
歳
未
満
で
配
偶
者
の
あ
る
女
性
」が

直
近
で
約

1/
3
と
最
も
多
く
を
占
め
る
が
、
減
少
傾
向
に
あ

る
。
ま
た
、
「6

0歳
未
満
で
配
偶
者
の
な
い
者
」も
約

1/
3
を
占
め
る
が
、
そ
の
多
く
が
二
人
以
上
世
帯
に
属
す
る
。
さ
ら
に
、
高
齢
化
に
伴
い
、
「6

0
歳
以
上
の

者
」の

割
合
も
直
近
で
２
割
以
上
を
占
め
、
特
に
「
6
5
歳
以
上
の
者
」
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
「
通
学
の
か
た
わ
ら
仕
事
」
が
５
％
前
後
、
「
母
子
家

庭
の
母
」が

１
％
台
半
ば
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
う
ち
世
帯
の
最
多
所
得
者
で
あ
る
者
の
割
合
を
み
る
と
、
全
体
の
約

1/
3
で
推
移
し

て
お
り
、
必
ず
し
も
世
帯
の
最
多
所
得
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

○
他
方
で
、
最
賃
近
傍
雇
用
者
に
は
世
帯
所
得
が
低
く
経
済
的
に
厳
し
い
者
も
い
る
ほ
か
、
世
帯
所
得
が
高
く
と
も
経
済
的
に
独
立
で
き
な
い
者
も
い
る
と
考

え
ら
れ
、
例
え
ば
、

6
0歳

未
満
の
男
性
の
最
賃
近
傍
雇
用
者
で
は
、
雇
用
者
全
体
と
比
べ
配
偶
者
や
子
の
い
る
者
の
割
合
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
貧
困
線
（全

世
帯
の
等
価
可
処
分
所
得
の
中
央
値
の
半
分
の
額
）未
満
の
世
帯
に
属
す
る
雇
用
者
に
占
め
る
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
割
合
（
右
図
）
は
、
最
低

賃
金
引
上
げ
に
連
れ
て
最
低
賃
金
額
に
張
り
付
く
労
働
者
が
増
え
て
き
た
こ
と
に
伴
い
、
上
昇
傾
向
に
あ
る
。
最
低
賃
金
引
上
げ
が
貧
困
線
未
満
世
帯
の
雇

用
者
の
所
得
・生

活
水
準
の
改
善
に
果
た
す
役
割
が
、
増
し
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。

第
２
章

最
低
賃
金
と
労
働
者
の
賃
金
・
生
活

２
．
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
世
帯
所
得
・
暮
ら
し
の
状
況 5

4
4
.1
%

4
6
.6
%

4
8
.3
%

5
6
.0
%

5
1.
5
%

5
9
.8
%

6
0
.1
%

4
0
%

4
5
%

5
0
%

5
5
%

6
0
%

6
5
% 2
0
0
4
年

2
0
0
7
年

2
0
10
年

2
0
13
年

2
0
16
年

2
0
19
年

旧
基
準

新
基
準

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
の
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て

作
成
。

（
注
)１

．
集
計
対
象
は
、
雇
用
者
（
役
員
を
除
く
）
の
う
ち
、
現
在
の
主
な
仕
事
の
就
業
開
始
時
期
が
調
査
年
の
前
年

の
１
月
以
前
で
あ
り
、
前
年
の
雇
用
者
所
得
に
記
載
の
あ
る
者
に
限
っ
て
い
る
。

２
．
調
査
年
の
前
年
の
雇
用
者
所
得
／
50
週
／
調
査
年
の
５
月
の
特
定
の
１
週
間
の
就
業
時
間
に
よ
り
時
間
当
た

り
賃
金
を
推
計
し
、
こ
れ
が
調
査
年
の
前
年
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
て
い
る
居
住
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
額

×
1.
1よ

り
低
い
者
を
最
賃
近
傍
雇
用
者
と
し
て
い
る
。

３
．
等
価
可
処
分
所
得
は
、
OE
CD
の
新
基
準
に
基
づ
く
可
処
分
所
得
（
世
帯
の
総
所
得
か
ら
次
の
額
を
控
除
し
た

も
の
）
を
世
帯
人
員
の
平
方
根
で
除
し
て
算
出
。
新
基
準
：
税
金
（
所
得
税
、
住
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
、
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
・
自
動
車
重
量
税
）
、
社
会
保
険
料
、
企
業
年
金
掛
金
、
仕
送
り
。

旧
基
準
：
税
金
（
所
得
税
、
住
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
）
、
社
会
保
険
料
。

４
．
貧
困
線
は
、
全
世
帯
の
全
世
帯
員
の
等
価
可
処
分
所
得
の
中
央
値
の
半
分
の
額
で
あ
り
、
国
民
生
活
基
礎
調

査
の
公
表
値
を
用
い
て
い
る
。

５
．
等
価
可
処
分
所
得
が
不
詳
の
者
は
除
い
て
集
計
し
て
い
る
。

等
価
可
処
分
所
得
が
貧
困
線
未
満
の
世
帯
に
属
す
る
雇
用
者
に

占
め
る
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
割
合
の
推
移

2.
1%

2.
0%

1.
8%

2.
0%

6.
5%

6.
1%

4.
9%

5.
3%

7.
5%

7.
6%

7.
6%

7.
7%

3.
4%

3.
5%

4.
0%

4.
0%

4.
3%

4.
5%

4.
6%

4.
8%

3.
9%

3.
7%

3.
9%

3.
8%

11
.5

%
11

.3
%

10
.7

%
10

.4
%

10
.2

%
9.

2%
10

.5
%

10
.1

%

11
.4

%
11

.3
%

11
.0

%
10

.6
%

15
.4

%
14

.0
%

14
.1

%
13

.5
%

0.
1%

0.
1%

0.
1%

0.
1%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
8%

0.
9%

1.
0%

0.
9%

1.
5%

1.
6%

1.
6%

1.
4%

33
.5

%
30

.6
%

28
.9

%
27

.3
%

4.
6%

4.
3%

5.
2%

4.
5%

21
.4

%
21

.7
%

21
.2

%
21

.4
%

42
.9

%
40

.6
%

35
.1

%
33

.6
%

0.
1%

0.
2%

0.
3%

0.
2%

0.
1%

0.
2%

0.
3%

0.
3%

0.
0%

0.
2%

0.
2%

0.
2%

0.
1%

0.
3%

0.
3%

0.
3%

2.
8%

3.
4%

4.
4%

4.
0%

2.
0%

2.
7%

3.
3%

2.
7%

1.
7%

2.
3%

3.
4%

3.
1%

4.
3%

5.
6%

7.
1%

5.
9%

1.
8%

2.
2%

2.
6%

4.
0%

2.
4%

3.
6%

4.
2%

6.
6%

1.
0%

1.
6%

2.
1%

3.
2%

2.
8%

4.
7%

5
.5
%

7.
9%

0
%

10
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

10
0
%

2
0
0
2
年

2
0
0
7
年

2
0
12
年

2
0
17
年

2
0
0
2
年

2
0
0
7
年

2
0
12
年

2
0
17
年

（
参
考
）
雇
用
者
全
体

最
賃
近
傍
雇
用
者

⑮
6
5
歳
以
上
、
女

⑭
6
5
歳
以
上
、
男

⑬
6
0
～
6
4
歳
、
女

⑫
6
0
～
6
4
歳
、
男

⑪
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
の
有
無
不
詳
、
女

⑩
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
の
有
無
不
詳
、
男

⑨
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
あ
り
、
女

⑧
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
あ
り
、
男

⑦
6
0
歳
未
満
、
母
子
世
帯
の
母

⑥
6
0
歳
未
満
、
父
子
世
帯
の
父

⑤
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
二
人
以
上
世
帯
、
女

④
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
二
人
以
上
世
帯
、
男

③
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
単
身
世
帯
、
女

②
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
単
身
世
帯
、
男

①
通
学
の
か
た
わ
ら
仕
事

（資
料
出
所
）総

務
省
「就

業
構
造
基
本
調
査
」の

調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（注
）１
．
「最

賃
近
傍
雇
用
者
」は

、
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
／

50
週
／
主
な
仕
事
の
週
の
労
働
時
間
＜
居
住
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
（調

査
年
の
前
年
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
も
の
）
×

1.
1で
あ
る
雇
用
者
と
定

義
。
就
業
構
造
基
本
調
査
で
は
、
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
と
週
の
労
働
時
間
を
階
級
で
調
査
し
て
い
る
た
め
、
年
間
所
得
階
級
×
週
の
労
働
時
間
階
級
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
雇
用
者
が
一
様
に
分
布
し
て
い

る
と
仮
定
し
て
集
計
を
行
っ
て
い
る
。

２
．
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
及
び
週
の
労
働
時
間
が
記
入
さ
れ
て
い
る
雇
用
者
（役

員
を
除
く
）の

み
を
集
計
対
象
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
週
の
労
働
時
間
が
調
査
対
象
外
と
な
る
１
年
間
の
就
業
日
数
が

20
0日

未
満
か
つ
就
業
が
規
則
的
で
な
い
雇
用
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

最
賃
近
傍
雇
用
者
の
属
性
別
内
訳
の
推
移
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○
最
低
賃
金
引
上
げ
に
よ
る
雇
用
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
完
全
失
業
率
（
左
図
）や

産
業
別
等
の
雇
用
者
数
等
の
推
移
を
み
る
限
り
で
は
、
明
確
な
影
響
を

読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
最
低
賃
金
の
引
上
げ
幅
を
決
定
す
る
際
に
は
経
済
・雇

用
情
勢
等
が
勘
案
さ
れ
る
た
め
雇
用
情
勢
が
良
い
時
期
ほ
ど
引

上
げ
幅
が
大
き
く
な
り
や
す
く
、
最
低
賃
金
と
雇
用
に
は
双
方
向
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
う
し
た
記
述
統
計
の
分
析
に
よ
っ
て
因
果
関
係
を

特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
国
内
外
で
実
証
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

○
日
本
で
は
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
よ
り
、
若
年
者
・
女
性
・
教
育
水
準
の
低
い
労
働
者
の
雇
用
を
減
ら
す
影
響
を
示
唆
す
る
研
究
が
あ
る
一
方
で
、
そ
う
で
な

い
研
究
も
あ
る
。
ま
た
、
景
気
後
退
期
に
は
雇
用
減
の
影
響
が
強
ま
る
こ
と
や
、
労
働
市
場
の
弛
緩
期
（人

員
過
剰
期
）
に
は
求
人
数
を
減
ら
し
求
職
数
を
増
や

す
影
響
が
あ
る
一
方
、
逼
迫
期
（人

手
不
足
期
）に
は
そ
の
影
響
が
大
幅
に
弱
ま
る
こ
と
を
示
唆
す
る
研
究
も
あ
る
が
、
定
ま
っ
た
結
論
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

○
最
低
賃
金
引
上
げ
に
よ
る
労
働
時
間
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
は
労
働
者
全
体
の
労
働
時
間
へ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど

が
示
さ
れ
て
い
る
が
定
ま
っ
た
結
論
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
２
割
程
度
は
就
業
調
整
を
行
っ
て
お
り
（右

図
）
、
最
低
賃
金
の
引
上

げ
に
伴
い
賃
金
が
上
昇
し
た
際
、
一
部
の
労
働
者
が
社
会
保
障
制
度
や
税
制
、
企
業
の
賃
金
制
度
等
を
意
識
し
て
労
働
時
間
数
を
減
ら
す
可
能
性
も
あ
る
。

第
３
章

最
低
賃
金
と
労
働
市
場
（
雇
用
や
労
働
時
間
へ
の
影
響
）

5.
0 

2.
2 

2
.3

 
2

.4
 

3.
1 

3.
1 

1.
4 

0
.5

 

024681
0

1
2

1
4

-10123456

1
99
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9

3
9

5
9

7
9

9
0

1
0

3
0

5
0

7
0

9
1

1
1

3
1

5
1

7
1

9
2

1

（％
）

（資
料
出
所
）総

務
省
「労

働
力
調
査
」

（注
）１
．
完
全
失
業
率
は
、
月
次
季
節
調
整
値
を
３
項
移
動
平
均
し
た
。

２
．
シ
ャ
ド
ー
部
分
は
景
気
後
退
期
。

20
18
年

10
月
の
景
気
の
山
及
び

20
20
年
５
月
の
谷
は
暫
定
。

３
．
最
低
賃
金
引
上
げ
率
は
最
低
賃
金
の
全
国
加
重
平
均
か
ら
計
算
。
各
年

10
月
か
ら
改
定
後
の
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。

（年
）

点
線
は
生
活
保
護
と
の
乖
離
額
を

解
消
す
る
た
め
の
引
上
げ
分
を

除
い
た
場
合
の
引
上
げ
率

（
目
安
額
か
ら
計
算
）

（％

完
全
失
業
率

（女
性
、
左
目
盛
）

完
全
失
業
率

（男
性
、
左
目
盛
）

完
全
失
業
率

（男
女
計
、
左
目
盛
）

最
低
賃
金
引
上
げ
率

（
右
目
盛
）

完
全
失
業
率
と
最
低
賃
金
の
引
上
げ
率
の
推
移
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%
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%
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%

3
.5
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.4
%

5
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%

0
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5
7
.3
%

4
3
.6
%

5
3
.3
%

3
9
.3
%

8
1.
1%

19
.1
%

7
2
.7
%

12
.8
%

2
6
.4
%

13
.0
%

17
.1
%

18
.2
%

①
通
学
の
か
た
わ
ら
仕
事

②
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
単
身
世
帯
、
男

③
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
単
身
世
帯
、
女

④
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
二
人
以
上
世
帯
、
男

⑤
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
な
し
、
二
人
以
上
世
帯
、
女

⑥
6
0
歳
未
満
、
父
子
世
帯
の
父

⑦
6
0
歳
未
満
、
母
子
世
帯
の
母

⑧
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
あ
り
、
男

⑨
6
0
歳
未
満
、
配
偶
者
あ
り
、
女

⑫
6
0
～
6
4
歳
、
男

⑬
6
0
～
6
4
歳
、
女

⑭
6
5
歳
以
上
、
男

⑮
6
5
歳
以
上
、
女

就
業
調
整
し
て
い
る

就
業
調
整
し
て
い
な
い

就
業
調
整
の
有
無
不
詳

正
規
の
職
員
・
従
業
員

（資
料
出
所
）総

務
省
「平

成
29
年
就
業
構
造
基
本
調
査
」の

調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成

（注
）１
．

「最
賃
近
傍
雇
用
者
」は

、
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
／

50
週
／
主
な
仕
事
の
週
の
労
働
時
間
＜
居
住
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
（調

査
年
の
前
年
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
も
の
）

×
1.

1で
あ
る
雇
用
者
と
定
義
。
就
業
構
造
基
本
調
査
で
は
、
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
と
週
の
労
働
時
間
を
階
級
で
調
査
し
て
い
る
た
め
、
年
間
所
得
階
級
×
週
の
労
働
時
間
階

級
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
雇
用
者
が
一
様
に
分
布
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
集
計
を
行
っ
て
い
る
。

２
．

主
な
仕
事
の
年
間
所
得
及
び
週
の
労
働
時
間
が
記
入
さ
れ
て
い
る
雇
用
者
（役

員
を
除
く
）の

み
を
集
計
対
象
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
週
の
労
働
時
間
が
調
査
対
象
外
と
な
る
１
年

間
の
就
業
日
数
が

20
0日

未
満
か
つ
就
業
が
規
則
的
で
な
い
雇
用
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

2
2
.3
%

4
8
.1
%

2
.7
%

2
6
.9
%

全
体

最
賃
近
傍
雇
用
者
の
就
業
調
整
の
有
無
別
内
訳

6
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第
４
章

最
低
賃
金
と
生
産
性
、
企
業
の
対
応

○
最
低
賃
金
と
生
産
性
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
は
、
①
最
低
賃
金
上
昇
に
よ
る
コ
ス
ト
増
に
対
処
す
る
た
め
、
企
業
が
生
産
性
の
向
上
に
努
め
る
と
い
う

「内
部
効
果
」
と
、
②
生
産
性
の
低
い
企
業
が
規
模
の
縮
小
や
市
場
か
ら
の
退
出
を
行
い
、
生
産
性
の
高
い
企
業
が
シ
ェ
ア
を
拡
大
す
る
と
い
う
「再

分
配
効

果
」が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
例
え
ば
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
伴
い
内
部
効
果
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
は
み
ら
れ
な
い
と
す
る
研
究
や
、
業
種
に

よ
っ
て
は
低
下
す
る
又
は
上
昇
す
る
と
す
る
研
究
も
あ
り
、
最
低
賃
金
と
生
産
性
の
関
係
に
つ
い
て
定
ま
っ
た
結
論
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

○
最
低
賃
金
引
上
げ
に
よ
る
企
業
へ
の
影
響
、
企
業
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移
（左

図
）を
み
る
と
、
景
気
後
退
期
に
低
下
し
景
気

拡
大
期
に
上
昇
し
て
い
る
が
、
最
低
賃
金
が
３
％
程
度
と
高
い
引
上
げ
率
と
な
っ
た
時
期
（
20

16
～

20
19
年
）
に
も
、
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
最
低
賃
金
引
上
げ
と
売

上
高
経
常
利
益
率
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
開
業
率
・
廃
業
率
の
推
移
（
右
図
）
を
み
て
も
、
最
低
賃
金
引
上
げ
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
企
業
の
対
応
に
関
す
る
国
内
の
先
行
研
究
の
蓄
積
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
今
後
の
企
業
調
査
等
の
結
果
に
も
注
視
し
た
い
。

7

資
本
金
階
級
別
売
上
高
経
常
利
益
率
と
最
低
賃
金
額
の
推
移

（
金
融
保
険
業
を
除
く
全
産
業
）

（資
料
出
所
）財

務
省
「法

人
企
業
統
計
調
査
」を
も
と
に
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
作
成

（注
）1

.最
低
賃
金
引
上
げ
率
は
、
各
年
度
の
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
地
域
別
最
低
賃
金
の
全
国
加
重
平
均
の
も
の
。

2.
シ
ャ
ド
ー
部
分
は
景
気
後
退
期
。

20
18
年

10
月
の
景
気
の
山
及
び

20
20
年
５
月
の
谷
は
暫
定
。

3.
図
表
の
横
軸
は
各
年
度
と
も
四
半
期
で
作
成
（景

気
の
部
分
も
含
む
）し
て
お
り
、
各
デ
ー
タ
は
各
年
度
の
第
３
四
半
期
に
表
示
し
て
い
る
。

雇
用
保
険
適
用
事
業
所
で
み
た
開
業
率
・廃

業
率
と
最
低
賃
金
引
上
げ
率

-6-4-2

0246

(年
)

(％
)

（資
料
出
所
）厚

生
労
働
省
「雇

用
保
険
事
業
統
計
」、
内
閣
府
「国

民
経
済
計
算
」

（注
）開

業
率
は
、
年
度
中
に
開
業
し
た
事
業
所
（新

規
適
用
事
業
所
）の

数
を
前
年
度
末
適
用
事
業
所
数
で
除
し
て
得
た
割
合
、

廃
業
率
は
、
年
度
中
に
廃
業
し
た
事
業
所
（廃

止
事
業
所
）の

数
を
前
年
度
末
適
用
事
業
所
数
で
除
し
て
得
た
割
合
。

前
年
度
の
最
低
賃
金

引
上
げ
率

開
業
率

廃
業
率

(参
考
)実

質
G
D
P

成
長
率

02468101214
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.5

-3
.0

-1
.50
.0

1
.5

3
.0

4
.5

6
.0

7
.5

90
91

92
93

94
95

96
97

9
8

99
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1
1

12
13

14
15

16
17

18
19

20
年
度

（
％
）

（
％
）

最
低
賃
金
引
上
げ
率

（右
目
盛
）

1
,0

00
万
円
未
満

1億
円
以
上

1,
00

0
万
円
以
上

5千
万
円
未
満

5
,0

00
万
円
以
上

1
億
円
未
満

点
線
部
分
は
生
活
保
護
と
の
乖
離
額
を
解
消
す
る
た
め
引
上

げ
率
を
除
い
た
場
合
の
目
安
額
か
ら
計
算
さ
れ
る
最
低
賃
金

引
上
げ
率
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第
５
章

最
低
賃
金
と
地
域

１
．
最
低
賃
金
の
地
域
差

○
最
低
賃
金
の
地
域
差
に
つ
い
て
、
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
最
高
額
に
対
す
る
最
低
額
の
割
合
（
左
図
）
を
み
る
と
、

2
01

4
年
ま
で
低
下
し
た
後
、

2
01

5年
か

ら
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
地
域
差
は
縮
小
傾
向
に
あ
る
。

20
02
年
か
ら

20
14
年
ま
で
の
地
域
差
の
拡
大
を
要
因
分
解
す
る
と
、
生
活
保
護
と
の
乖
離
解
消
の
た

め
の
都
市
部
を
中
心
と
し
た
最
低
賃
金
引
上
げ
（2

00
8
年
～

20
14
年
）が
主
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

○
ま
た
、
国
内
の
先
行
研
究
で
は
、
各
都
道
府
県
の
賃
金
水
準
、
消
費
支
出
等
の
経
済
実
態
を
考
慮
し
て
実
質
化
し
た
最
低
賃
金
に
よ
り
、
地
域
差
を
分
析

す
る
も
の
が
あ
る
が
、
各
都
道
府
県
の
「
最
低
賃
金
／
所
定
内
給
与
中
央
値
」や

「
最
低
賃
金
／
１
人
当
た
り
家
計
最
終
消
費
支
出
」の

最
高
値
に
対
す
る
最

低
値
の
割
合
の
推
移
を
み
る
と
、
こ
こ

10
年
以
上
、
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
実
質
化
し
た
最
低
賃
金
の
地
域
差
は
縮
小
傾
向
に
あ
る
（
左
図
）。

○
都
道
府
県
別
の
最
高
額
に
対
す
る
最
低
額
の
割
合
を
、
最
低
賃
金
額
（名

目
値
）だ
け
で
な
く
、
賃
金
分
布
の
特
性
値
（
下
位
５
％
目
、

2
5％

目
、

5
0
％
目
、

7
5％

目
）に
つ
い
て
も
み
る
と
（
右
図
）、
最
低
賃
金
額
で
最
も
大
き
く
、
賃
金
分
布
の
上
位
の
特
性
値
ほ
ど
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
賃
金
の
地
域
差
は
高
賃

金
層
ほ
ど
大
き
く
、
低
賃
金
層
ほ
ど
小
さ
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
中
で
最
低
賃
金
の
地
域
差
が
最
も
小
さ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
最
低
賃
金
が
あ
る
こ
と
に
よ

り
、
特
に
低
賃
金
層
の
賃
金
の
地
域
差
が
一
定
の
範
囲
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

7
8
.0

 
7
6
.1

 
7
0
.2

 
6
6
.7

 
6
1
.0

 
6
2
.3

 

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

最低賃金額

第１二十分位数

(賃金分布の下位５％目）

第１四分位数

（賃金分布の下位25％目）

中位数

（賃金分布の下位50％目）

第３四分位数

（賃金分布の下位75％目）

（参考）平均値

（
最
高
都
道
府
県
の
額

=
1
0
0
）

都
道
府
県
別
の
賃
金
分
布
の
特
性
値
の
最
高
額
を

1
00
と
し
た
と
き
の
最
低
額

8
（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
（
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
再
集
計
）

（
注
）
１
）

最
低
賃
金
額
は
、

20
19
年
に
決
定
さ
れ
た
も
の
。

２
）

第
１
二
十
分
位
数
～
平
均
値
は
、

20
20
年

6月
時
点
（

20
19
年
に
決
定
さ
れ
た
最
低
賃
金
が
適
用
）
の

1時
間
当
た
り
所
定
内
賃
金

に
よ
る
。

8
5.

3 
8
5.

5 
8
5.

4 
85

.2
 

8
4.

8 
8
3.

6 
8
1.

9 

79
.5

 

78
.2

 
77

.1
 

76
.7

 
76

.4
 

76
.2

 
76

.4
 

76
.6

 
76

.9
 

77
.3

 
78

.0
 

78
.2

 
78

.8
 

6
2

6
7

7
2

7
7

8
2

8
7

（年
）

最
低
賃
金

最
低
賃
金

/
翌
年

6
月
所
定
内
給
与
中
央
値

最
低
賃
金

/
1
人
当
た
り
家
計
最
終
消
費
支
出

（最
高
都
道
府
県
の
額

=
10

0
）

(資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「賃

金
構
造
基
本
統
計
調
査
」（
調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
）
、
内
閣
府
「県

民
経
済
計
算
」

（注
）2

00
2年

、
20

21
年
と
も
最
高
額
は
東
京
都
で
あ
り
、

20
02
年
、

20
21
年
と
も
に
最
低
額
で
あ
る
の
は
沖
縄
県
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

20
02
年
の
東
京
都
の
最
低
賃
金
額
を

X
、
沖
縄
県
の
最
低
賃
金
額
を

Y
、

20
02
年
か
ら

20
21
年
に
か
け
て
の
各
要
因
に
よ
る
最
低
賃
金
の
引
上
げ
額
を
東
京
都
に
つ
い
て

a、
b、

c、
沖
縄
県
に
つ
い
て

p、
q、

rと
し

て
、
下
記
の
式
に
よ
り
要
因
分
解
。

最
高
額
に
対
す
る
最
低
額
の
比
率
の
変
化

=
Y
+
p
+
q
+
r

X
+
a
+
b
+
c
−
Y X
=

p
X
−
aY

X
+
a
+
b
+
c
X
+

q
X
−
b
Y

X
+
a
+
b
+
c
X
+

rX
−
cY

X
+
a
+
b
+
c
X

地
域
別
最
低
賃
金
等
の
最
高
額
を

10
0
と
し
た
と
き
の
最
低
額
の
推
移

[参
考

] 
20

02
年

(8
5.

3
％

)→
20

21
年

(7
8.

8
％

)の
変
化

(▲
6.

5％
)の

要
因
分
解

生
活
保
護
と
の
乖
離
解
消
の
た
め
の
上
乗
せ
引
上
げ
分

▲
6.

3
％

目
安
額
の
累
計

▲
2.

2
％

目
安
額
と
の
実
際
の
引
上
げ
額
の
乖
離
分

（
生
活
保
護
と
の
乖
離
解
消
分
を
除
く
）

＋
1.

9
％

合
計

▲
6.

5
％
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第
５
章

最
低
賃
金
と
地
域

２
．
最
低
賃
金
と
地
域
間
移
動

0
.4

1
.1

0
.1

0.
5

0.
0

0.
7

0.
0

0.
0

0.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
.4

0
.7

0
.6

0.
2

0.
0

0.
7

0.
0

0.
1

0.
2

0.
0

0.
1

0.
0

0.
1

0.
0

0.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
4

0.
1

0.
2

0
.2

0
.7

0.
0

0.
5

0.
0

0.
1

0.
3

0
.1

0.
0

0
.1

0.
0

0.
2

0.
2

0.
1

0.
0

0.
0

0.
1

0.
0

0.
1

0.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
.2

0
.3

0
.1

0.
3

0.
2

0.
2

0.
2

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

総
数

男
性
・
無
配
偶

男
性
・
有
配
偶

女
性
・
無
配
偶

女
性
・
有
配
偶

雇
用
者

雇
用
者
以
外

（％
）

仕
事
に
つ
く
た
め

仕
事
を
辞
め
た
た
め

転
勤
の
た
め

そ
の
他
（
仕
事
の
都
合
）

家
族
の
仕
事
の
都
合

通
学
の
た
め

結
婚
の
た
め

子
供
の
養
育
・
教
育
の
た
め

介
護
・
看
護
の
た
め

そ
の
他

（資
料
出
所
）総

務
省
「就

業
構
造
基
本
調
査
」の

調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

1
.6

3.
3

1.
2

1.
7

1.
0

2.
2

1.
0

1
.2

1
.8

2
.6

1
.1

0
.8

0
.6

0
.6

0
.5

0
.1

0
.3

0
.0

0
.1

1
.7

 

3
.4

 

5
.7

 

2
.3

 

1
.4

 

0
.5

 
0
.5

 
0
.3

 
0
.3

 
0
.1

 
0
.2

 
0
.1

 

0.
0

1.
0

2.
0

3.
0

4.
0

5.
0

6.
0 （％
）

最
賃
近
傍
雇
用
者

最
賃
近
傍
雇
用
者
以
外
の
雇
用
者

（資
料
出
所
）総

務
省
「就

業
構
造
基
本
調
査
」の

調
査
票
情
報
を
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
独
自
集
計
し
て
作
成
。

（
注
）
１
．
「
最
賃
近
傍
雇
用
者
」
は
、
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
／
5
0
週
／
主
な
仕
事
の
週
の
労
働
時
間
＜
居
住
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
調
査
年

の
前
年
秋
よ
り
適
用
さ
れ
た
も
の
）
×
1.
1で

あ
る
雇
用
者
と
定
義
。
就
業
構
造
基
本
調
査
で
は
、
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
と
週
の
労
働
時

間
を
階
級
で
調
査
し
て
い
る
た
め
、
年
間
所
得
階
級
×
週
の
労
働
時
間
階
級
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
雇
用
者
が
一
様
に
分
布
し
て
い
る
と
仮

定
し
て
集
計
を
行
っ
て
い
る
。

２
．
主
な
仕
事
の
年
間
所
得
及
び
週
の
労
働
時
間
が
記
入
さ
れ
て
い
る
雇
用
者
（
役
員
を
除
く
）
の
み
を
集
計
対
象
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

週
の
労
働
時
間
が
調
査
対
象
外
と
な
る
１
年
間
の
就
業
日
数
が
2
0
0
日
未
満
か
つ
就
業
が
規
則
的
で
な
い
雇
用
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

○
最
低
賃
金
と
労
働
者
の
地
域
間
移
動
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
内
の
実
証
研
究
は
あ
ま
り
蓄
積
が
な
い
（
米
国
で
は
、
最
低
賃
金
の
上
昇
に
よ
り
低
賃
金

層
の
雇
用
機
会
が
減
少
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
最
低
賃
金
が
高
い
地
域
か
ら
低
い
地
域
に
人
口
移
動
が
生
じ
る
と
す
る
研
究
が
あ
る
）。

○
県
間
移
動
率
と
移
動
理
由
の
内
訳
に
つ
い
て
男
女
別
・配

偶
関
係
別
、
雇
用
形
態
別
に
み
る
と
（左

図
）、
県
間
移
動
の
理
由
は
、
「
仕
事
に
つ
く
た
め
」
の

ほ
か
、
家
族
の
仕
事
の
都
合
、
通
学
、
結
婚
等
の
様
々
な
理
由
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「仕

事
に
つ
く
た
め
」の

割
合
を
み
る
と
、
男
女
と
も
に
有
配
偶
者
で
は

低
く
（男

性
0.

1
％
、
女
性

0.
0％

）、
無
配
偶
者
の
方
が
高
い
（男

性
1.

1
％
、
女
性

0.
5
％
）。

○
仕
事
に
つ
く
た
め
に
移
動
す
る
者
が
相
対
的
に
多
い
無
配
偶
の
雇
用
者
に
着
目
し
、
「
仕
事
に
つ
く
た
め
」
を
理
由
と
し
た
県
間
移
動
率
を
み
る
と
（右

図
）、

若
年
層
で
他
の
年
齢
層
よ
り
も
高
く
、
若
年
層
で
は
最
賃
近
傍
雇
用
者
よ
り
も
そ
れ
以
外
の
雇
用
者
の
方
で
高
い
。
仕
事
に
つ
く
た
め
に
移
動
す
る
者
が
相
対

的
に
多
い
無
配
偶
者
・若

年
者
の
中
で
も
、
最
賃
近
傍
雇
用
者
は
、
そ
れ
以
外
の
雇
用
者
に
比
べ
て
、
仕
事
に
つ
く
た
め
に
移
動
す
る
者
は
少
な
い
こ
と
が
分

か
る
。

無
配
偶
雇
用
者
の
過
去
１
年
間
に
お
け
る
「
仕
事
に
つ
く
た
め
」

を
理
由
と
し
た
県
間
移
動
率

過
去
１
年
間
の
県
間
移
動
率
と
移
動
理
由
の
内
訳

9
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お
わ
り
に 【
最
低
賃
金
に
関
す
る
研
究
会
】

＜
委
員
＞
※
所
属
は

20
22
年

3
月
時
点
、
氏
名

50
音
順
、
○
は
座
長

太
田

聰
一

慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部

教
授

川
口

大
司

東
京
大
学
公
共
政
策
大
学
院

教
授

神
吉

知
郁
子

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科

准
教
授

○
玄
田

有
史

東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所

教
授

森
川

正
之

一
橋
大
学
経
済
研
究
所

教
授

山
田

篤
裕

慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部

教
授

○
本
報
告
書
で
は
、
各
章
に
お
け
る
分
析
を
通
じ
て
日
本
の
最
低
賃
金
の
現
状
や
影
響
に
つ
い
て
一
定
程
度
、
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

他
方
で
、
最
低
賃
金
の
分
析
の
難
し
さ
に
よ
り
、
今
回
の
検
証
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
な
ら
ず
、
今
後
の
更
な
る
検
証
が
必
要
な
論
点
も
見
出
さ
れ

た
。
特
に
、
最
低
賃
金
が
賃
金
や
雇
用
に
影
響
す
る
の
み
な
ら
ず
賃
金
や
雇
用
の
状
況
が
最
低
賃
金
に
も
影
響
す
る
ほ
か
、
労
働
市
場
・企

業
活
動
も
最

低
賃
金
以
外
の
多
様
な
要
因
か
ら
様
々
な
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
最
低
賃
金
の
影
響
の
み
を
取
り
出
す
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
背
景
に
あ

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
事
情
に
加
え
、
分
析
に
利
用
で
き
る
デ
ー
タ
に
制
約
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
実
証
研
究
に
よ
っ
て
も
分
析
結
果
に
相
違
が
あ
り
、
定
説

が
得
ら
れ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
も
多
い
。
こ
う
し
た
限
界
を
超
え
る
べ
く
、
更
な
る
学
術
研
究
の
蓄
積
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

○
最
低
賃
金
に
関
す
る
実
証
研
究
の
蓄
積
に
は
一
定
の
時
間
を
要
し
、
ま
た
、
分
析
に
用
い
る
政
府
統
計
の
実
施
頻
度
に
も
限
り
が
あ
る
た
め
、
本
書
と

同
様
の
報
告
書
を
毎
年
作
成
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
現
実
的
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
や
地
域
で
の
健
全
な
議
論
と
合
意
を
形
成
し
、
合
理
的
な

根
拠
に
基
づ
く
最
低
賃
金
政
策
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
、
定
期
的
に
最
低
賃
金
の
影
響
に
つ
い
て
体
系
的
な
分
析
・検

証
を
行
い
、
そ
の
成

果
を
関
係
者
と
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
ま
す
ま
す
望
ま
れ
る
。

1
0

＜
本
報
告
書
に
つ
い
て
＞

○
本
報
告
書
は
、
厚
生
労
働
省
の

20
21
年
度
委
託
事
業
「最

低
賃
金
に
関
す
る
調
査
研
究
等
事
業
」
に
よ
り
、
受
託
者
で
あ
る
株
式
会
社
三
菱
総
合
研
究

所
が
作
成
。
本
文
中
の
デ
ー
タ
や
図
表
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
が
提
供
。

○
本
事
業
で
は
、
下
記
の
学
識
経
験
者
か
ら
な
る
「最

低
賃
金
に
関
す
る
研
究
会
」を
開
催
し
、
助
言
・指

導
を
受
け
た
。

71



Ｊ
ＩＬ
Ｐ
Ｔ
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
と
企
業
行
動
に
関
す
る

調
査
」
(2

02
1
年
）の

概
要
（速

報
）

1
1
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1
2

Ｊ
ＩＬ
Ｐ
Ｔ
「最

低
賃
金
の
引
上
げ
と
企
業
行
動
に
関
す
る
調
査
」
(2

0
2
1
年
）
の
概
要
（
速
報
）

調
査
の
概
要

調
査
の
実
施
機
関

労
働
政
策
研
究
・研

修
機
構
（

JI
L
P
T
）

調
査
の
目
的

今
後
の
最
低
賃
金
に
関
す
る
検
討
に
資
す
る
た
め
、
2
0
1
6
年
以
降
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
中
小
企
業
の
対
応
等
に

つ
い
て
調
査
す
る
も
の
。

調
査
の
対
象

従
業
員
規
模
１
人
以
上

3
0
0
人
未
満
の
全
国
の
企
業

2
0
,0

0
0
社
（
官
公
営
、
非
営
利
法
人
除
く）

。
※
民
間
調
査
会
社
が
保
有
す
る
企
業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
、
都
道
府
県
の
グ
ル
ー
プ
（
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
が
最
低
賃
金
の
目
安
を
示
す
際
に

用
い
る
Ａ
～
Ｄ
の
４
ラ
ン
ク
区
分
）
ご
と
に
、
産
業
（
１

5
区
分
）
×
従
業
員
規
模
（

7
区
分
）
別
に
層
化
無
作
為
抽
出
。

調
査
方
法

郵
送
に
よ
る
配
布
・回

収

調
査
期
間

2
0
2
1
年

1
1
月
５
日
～

2
6
日
（

1
2
月
上
旬
ま
で
に
到
着
し
た
調
査
票
を
集
計
）

有
効
回
答
数

等

有
効
回
答
数
・
率

有
効
回
答
数
：

6
,5

9
0
社

有
効
回
答
率
：

3
3
.0
％

有
効
回
答
企
業
の

主
な
属
性

備
考

・本
資
料
は
、
労
働
政
策
研
究
・研

修
機
構
「最

低
賃
金
の
引
上
げ
と
企
業
行
動
に
関
す
る
調
査
」（

2
0
2
1
年
）
の
速
報
値

を
も
と
に
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
作
成
。
速
報
値
で
あ
る
た
め
、
数
値
が
改
訂
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

・産
業
、
企
業
規
模
、
ラ
ン
ク
ご
と
の
回
収
数
を
も
と
に
、
集
計
結
果
が
母
集
団
の
構
成
比
と
同
様
と
な
る
よ
う
、
復
元
処
理

（
ウ
ェ
イ
ト
バ
ッ
ク
）
を
行
っ
て
い
る
。

ラ
ン
ク

有
効
回
答
数

構
成
比

(%
)

業
種

有
効
回
答
数

構
成
比

(%
)

Ａ
ラ
ン
ク

1
4
2
2
 

2
1
.6

 
建
設
業

1
4
3
6
 

2
1
.8

 

Ｂ
ラ
ン
ク

1
6
4
6
 

2
5
.0

 
製
造
業

1
1
7
1
 

1
7
.8

 

Ｃ
ラ
ン
ク

1
6
1
7
 

2
4
.5

 
情
報
通
信
業

1
3
2
 

2
.0

 

Ｄ
ラ
ン
ク

1
9
0
5
 

2
8
.9

 
運
輸
業

2
6
6
 

4
.0

 

卸
売
業

6
1
7
 

9
.4

 

従
業
員
数

有
効
回
答
数

構
成
比

(%
)

小
売
業

9
5
7
 

1
4
.5

 

１
～
４
人

2
0
0
9
 

3
0
.5

 
金
融
業
、
保
険
業

7
4
 

1
.1

 

５
～
９
人

1
5
3
5
 

2
3
.3

 
不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

2
1
6
 

3
.3

 

1
0
～

1
9
人

1
2
6
9
 

1
9
.3

 
宿
泊
業

8
1
 

1
.2

 

2
0
～

2
9
人

5
5
9
 

8
.5

 
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

3
1
2
 

4
.7

 

3
0
～

4
9
人

5
4
6
 

8
.3

 
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

1
5
0
 

2
.3

 

5
0
～

9
9
人

4
2
9
 

6
.5

 
娯
楽
業

5
3
 

0
.8

 

1
0
0
～

2
9
9
人

2
4
3
 

3
.7

 
教
育
、
学
習
支
援
業

8
5
 

1
.3

 

医
療
、
福
祉

3
2
9
 

5
.0

 

上
記
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
業

6
7
8
 

1
0
.3

 

そ
の
他

3
3
 

0
.5
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地
域
別
最
低
賃
金
額
の
認
知
の
有
無

○
立
地
す
る
県
（
都
、
道
、
府
）の

地
域
別
最
低
賃
金
の
額
を
知
っ
て
い
る
中
小
企
業
の
割
合
は

8
4.

2％
、
知
ら
な
い
割
合
は

13
.5
％
と
な
っ
て
お
り
、

従
業
員
規
模
別
で
は
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
、
ラ
ン
ク
別
で
は
Ｄ
、
Ｃ
、
Ｂ
、
Ａ
ラ
ン
ク
の
順
に
、
知
っ
て
い
る
企
業
の
割
合
が
多
い
。

7
4
.4

8
7
.4 9

2
.1 9
5
.5

9
7
.3

9
8
.2

9
9
.9

2
2
.4

1
1
.1 6
.1

3
.0

1
.2 1
.43

.2 1
.5

1
.9 1
.5

1
.5 0
.4

0
.1

１
～
４
人

５
～
９
人

1
0
～

1
9
人

2
0
～

2
9
人

3
0
～

4
9
人

5
0
～

9
9
人

1
0
0
～

2
9
9
人

（
参
考
①
）
従
業
員
規
模
別

8
4
.2

1
3
.5

2
.2

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

合
計

本
社
が
立
地
す
る
県
（
都
、
道
、
府
）
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
額
の
認
知
の
有
無

金
額
を
知
っ
て
い
る

金
額
を
知
ら
な
い

無
回
答

8
0
.4 8
4
.2 8
7
.4 9
1
.3

1
7
.5 1
3
.1 1
0
.3 6

.8

2
.0

2
.7 2
.3 1
.9

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

A
ラ
ン
ク

Ｂ
ラ
ン
ク

Ｃ
ラ
ン
ク

Ｄ
ラ
ン
ク

（
参
考
②
）
ラ
ン
ク
別

（
注
）
有
効
回
答
企
業
（

6
,5

9
0
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

1
3
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正
社
員
及
び
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素

2
1
.0

3
.9

1
5
.0

3
3
.0

5
4
.2

3
8
.7

4
4
.6

4
5
.4

5
.4

4
.5

0

2
0

4
0

6
0

地 域 別 最 低 賃 金

産 業 別 最 低 賃 金

同 じ 地 域 の

賃 金 相 場

同 じ 職 種 の

賃 金 相 場

経 験 年 数

年 齢
仕 事 の 困 難 度

自 社 の 業 績

そ の 他

無 回 答

正
社
員
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素
（
複
数
回
答
）

5
2
.1

5
.3

3
5
.7

1
1
.2

4
2
.9

1
7
.0

4
0
.9

4
.7

1
.3

0

2
0

4
0

6
0

地 域 別 最 低 賃 金

産 業 別 最 低 賃 金

同 じ 地 域 ・ 職 種 の

パ ー ト ・ ア ル バ イ

ト の 賃 金 相 場

同 じ 職 種 の 正 社 員

の 賃 金 相 場

経 験 年 数

年 齢
仕 事 の 困 難 度

そ の 他

無 回 答

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素
（
複
数
回
答
）

○
正
社
員
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素
と
し
て
、
「経

験
年
数
」を
挙
げ
る
中
小
企
業
が
最
も
多
い
が
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決
定
の
考
慮

要
素
と
し
て
は
、
「
地
域
別
最
低
賃
金
」
を
挙
げ
る
中
小
企
業
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

(％
)

(％
)

（
注
）
有
効
回
答
企
業
（

6
,5

9
0
社
）
の
う
ち
、
上
図
は
正
社
員
が
い
る
企
業
（

6
,1

9
1
社
）
、
下
図
は
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
が
い
る
企
業
（

3
,5

6
2
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

1
4
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1
8
.8

1
3
.5

2
7
.8

1
1
.2

1
.2

1
0
.2

7
.9

3
1
.0

1
.5

3
7
.7

2
9
.4

1
7
.3

7
.6

3
.3

2
.3

3
.5

1
2
.8

1
.9

2
.7

0
.4

0
.8

2
4
.2

2
1
.3

1
5
.6

3
4
.5

1
4
.1

1
.7

1
3
.7

1
1
.0

3
8
.1

1
.6

4
1
.1

3
2
.2

2
2
.3

1
1
.7

4
.3

4
.2

4
.6

2
1
.9

3
.3

5
.5

0
.3

0
.4

1
6
.8

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

製 品 ・ サ ー ビ ス の

価 格 ・ 料 金 の 引 上 げ

製 品 ・ サ ー ビ ス の 機 能 ・ 質 の 向 上 や

新 製 品 ・ 新 サ ー ビ ス の 開 発

人 員 配 置 や 作 業 方 法 の

改 善 に よ る 業 務 効 率 化

教 育 訓 練 の 充 実

教 育 訓 練 の 抑 制

労 働 力 節 約 の た め の

設 備 の 導 入 ・ 拡 大

設 備 投 資 の 抑 制

人 件 費 以 外 の 諸 経 費 等

コ ス ト の 削 減

都 道 府 県 の 最 低 賃 金 の 格 差 を

考 慮 し た 事 業 所 の 移 転 や 展 開

賃 金 の 引 上 げ 正 社 員

賃 金 の 引 上 げ 非 正 社 員

給 与 体 系 の 見 直 し

従 業 員 の 新 規 採 用 の 抑 制

従 業 員 の 採 用 の 重 点 を 非 正 社 員

か ら 正 社 員 に 切 り 替 え

パ ー ト ・ ア ル バ イ ト 等

非 正 社 員 へ の 切 り 替 え

請 負 ・ 派 遣 労 働 者 等

外 部 人 材 の 活 用

労 働 時 間 の 短 縮

年 収 を 抑 え る た め に 労 働 時 間 を 減 ら す

従 業 員 に 対 応 し た 採 用 の 増 加

福 利 厚 生 費 用 の 削 減

そ の 他 上 記 以 外 の 対 応

何 も し て い な い 、 そ の 時 期 は

事 業 を 行 っ て い な か っ た

無 回 答

2
0
1
6
年
以
降
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
内
容
（
複
数
回
答
）

2
0
1
6
～

2
0
1
9
年

2
0
2
0
～

2
0
2
1
年

取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た

4
7
.9

取
り
組
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た

4
9
.6

無
回
答

2
.4

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

2
0
1
6
年
以
降
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
有
無

最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
有
無
及
び
内
容

(％
)

(％
)

○
2
0
1
6
年
以
降
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
中
小
企
業
の
割
合
は

47
.9
％
と
な
っ
て
お
り
、

2
0
1
6
～

2
01

9
年
、

2
0
2
0
～

20
21
年
と
も
に
、
取
組
の
内
容
（賃

金
の
引
上
げ
を
除
く
）と
し
て
最
も
多
い
の
は
「
人
件
費
以
外
の
諸
経
費
等
コ
ス
ト
の
削
減
」
、
次
い
で

「
人
員
配
置
や
作
業
方
法
の
改
善
に
よ
る
業
務
効
率
化
」と
な
っ
て
い
る
。

（
注
）
上
図
は
有
効
回
答
企
業
（

6
,5

9
0
社
）
、
下
図
は
有
効
回
答
企
業
の
う
ち
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
に
つ
い
て
「
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
」
を
回
答
し
た
企
業
（

3
,5

1
3
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

1
5
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5
.5

1
9
.7

4
9
.8

5
.8

3
.4

1
5
.8

5
.6

2
0
.7

4
6
.7

1
3
.3

2
.9

1
0
.7

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

は っ き り と 伸 び た

は っ き り し な い が 伸 び た と 思 う

変 わ ら な い

低 下 し た

分 か ら な い 、 何 も し て い な い 、 そ の

時 期 は 事 業 を 行 っ て い な か っ た

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
結
果
、
事
業
が
効
率
化
し
、
労
働
者
の
１
時
間
当
た
り
の
生
産
や
売
上
が
伸
び
た
か

2
0
1
6
～

2
0
1
9
年

2
0
2
0
～

2
0
2
1
年

最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
に
よ
る
労
働
生
産
性
の
変
化
に
関
す
る
企
業
の
認
識

(％
)

○
2
0
1
6
年
以
降
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
中
小
企
業
に
対
し
、
取
組
の
結
果
、
事
業
が
効
率
化
し
、
労
働
者
の

１
時
間
当
た
り
の
生
産
や
売
上
が
伸
び
た
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

20
1
6～

20
1
9年

、
20

20
～

20
21
年
と
も
に
「変

わ
ら
な
い
」が

最
も
多
く
、
半
数
程
度

を
占
め
て
い
る
。

（
注
）
有
効
回
答
企
業
（

6
,5

9
0
社
）
の
う
ち
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
に
つ
い
て
「
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
」
を
回
答
し
た
企
業
（

3
,5

1
3
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

1
6
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最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
応
す
る
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援

3
8
.4

7
.4

1
7
.3

1
9
.2

1
2
.6

4
5
.4

5
.2

4
.0

1
2
.9

1
4
.9

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

企 業 の 生 産 性 を 向 上 す る た め の 設 備 投 資

そ の 他 の 取 組 に 対 す る 助 成 金 の 拡 充

企 業 の 生 産 性 （ 収 益 力 ） を 向 上 さ せ た

事 例 の 紹 介

労 働 者 の 人 材 開 発 に 対 す る 支 援 の 拡 充

製 品 価 格 、 サ ー ビ ス 料 金 を 引 上 げ て

労 務 費 上 昇 の 負 担 を 軽 減 す る 支 援

賃 金 を 引 上 げ た 場 合 の 融 資 の 拡 充

賃 金 を 引 上 げ た 場 合 の 税 制 優 遇

（ 所 得 拡 大 税 制 等 ） の 拡 大

賃 金 の 引 上 げ に 関 す る 相 談 窓 口 の 設 置 、

支 援 情 報 の 提 供

そ の 他

期 待 す る 政 策 的 支 援 は な い

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援
（
複
数
回
答
）

（
％
）

○
中
小
企
業
が
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援
と
し
て
、
「賃

金
を
引
上
げ
た
場
合
の
税
制
優
遇
（
所
得

拡
大
税
制
等
）
の
拡
大
」が

最
も
多
く
、
次
い
で
「企

業
の
生
産
性
を
向
上
す
る
た
め
の
設
備
投
資
そ
の
他
の
取
組
に
対
す
る
助
成
金
の
拡
充
」

が
多
い
。

（
注
）
有
効
回
答
企
業
（

6
,5

9
0
社
）
に
つ
い
て
集
計
。

1
7
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三
菱

U
F
J
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等
に

関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」
(2

02
2
年
）の

概
要
（速

報
）

1
8
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1
9

三
菱

U
F
J
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者

の
意
識
や
対
応
等
に
関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」
(2

0
22
年
）
の
概
要
（
速
報
）

調
査
の
概
要

調
査
事
業
の
委
託
先

三
菱

U
F
Jリ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
（
厚
生
労
働
省
委
託
事
業
）

調
査
の
目
的

今
後
の
最
低
賃
金
に
関
す
る
検
討
に
資
す
る
た
め
、
2
0
2
1
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
意
識
や

対
応
等
に
つ
い
て
調
査
す
る
も
の
。

調
査
の
対
象

時
間
当
た
り
賃
金
が
勤
務
地
の
地
域
別
最
低
賃
金
の

1
.1
倍
未
満
の
非
正
規
雇
用
労
働
者
で
１
年
以
上
勤
務
し
て
い
る
者

（
以
下
、
本
調
査
に
お
い
て
「最

賃
近
傍
雇
用
者
」と
い
う
。
）
※
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
調
査
に
よ
り
予
め
調
査
対
象
者
を
限
定
。

調
査
方
法

W
E
B
上
で
の
モ
ニ
タ
ー
調
査

調
査
期
間

2
0
2
2
年
５
月

1
3
日
～

1
8
日

有
効
回
答
数

等

有
効
回
答
数

有
効
回
答
数
：

2
,8

9
5
人

有
効
回
答
者
の

属
性

※
厚
生
労
働
省
「令

和
２
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」の
調
査
票
情
報
か
ら
集
計
し
た
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
属
性
（
性
別
・年

齢
階
級
・勤

務
地
の
地
域
区
分
）
別
の
構
成
比
を
も
と
に
、
全
体
回
答
数
を

3
,0

0
0
人
と
し
た
各
属
性
毎
の
目
標
回
答
数
を
設
定
。

※
2
0
代
男
性
の
み
属
性
毎
の
目
標
回
答
数
に
達
し
な
か
っ
た
た
め
、
本
調
査
を
集
計
す
る
際
に
は
、
賃
金
構
造
基
本
調
査
に
お
け
る
最

賃
近
傍
雇
用
者
の
属
性
毎
の
構
成
比
と
同
様
と
な
る
よ
う
、
2
0
代
男
性
の
み
復
元
処
理
（
ウ
ェ
イ
ト
バ
ッ
ク
）
を
行
っ
て
い
る
。

備
考

本
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
委
託
事
業
「最

低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等
に
関
す
る
実
態
把
握
の

た
め
の
調
査
研
究
事
業
」（

2
0
2
2
年
）
の
中
間
報
告
を
も
と
に
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
作
成
。
速
報
値
で
あ
る
た
め
、

数
値
が
改
訂
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

男
性

6
0
1
人

女
性

2
2
9
4
人

合
計

2
,8

9
5
人

～
2
9
歳

5
3
3
人

3
0
～

3
9
歳

3
1
4
人

4
0
～

4
9
歳

5
6
8
人

5
0
～

5
9
歳

5
5
2
人

6
0
歳
以
上

9
2
8
人

合
計

2
,8

9
5
人

Ａ
ラ
ン
ク

1
,4

2
9
人

Ｂ
ラ
ン
ク

5
5
0
人

Ｃ
ラ
ン
ク

5
6
7
人

Ｄ
ラ
ン
ク

3
4
9
人

合
計

2
,8

9
5
人

【性
別
】

【年
齢
階
級
】

【勤
務
地
の
地
域
区
分
】
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過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
有
無
と
上
昇
額

○
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
う
ち
、
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
の
は

42
.4
％
で
あ
り
、
賃
金
上
昇
額
は
「2

0
～

2
9円

」（
2
5
.9
％
）、

「
1
0
～

1
9円

」（
25

.2
％
）
、
「3

0
～

3
9円

」（
1
5.

9％
）の

順
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
注
）
有
効
回
答
者
（

2
,8

9
5
人
）
に
つ
い
て
集
計
。
賃
金
上
昇
額
は
、
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
が
あ
っ
た
者
（

1
,2

2
8
人
）
に
つ
い
て
集
計
。

2
0

は
い

4
2
.4

い
い
え

4
8
.9

わ
か
ら
な
い

8
.7

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

過
去
1
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
有
無

1
0
.9

2
5
.2

2
5
.9

1
5
.9 5

.2
8
.8

0
.8

0
.9

0
.5

0
.5

2
.9

0
.1

0
.2

0
.1

0
.0

0
.3

0
.1

0
.0

0
.0

0
.1

0
.3

0
.2

0
.0

0
.1

0
.0

0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

1
.1

0

1
0

2
0

3
0

10円未満

10～19円

20～29円

30～39円

40～49円

50～59円

60～69円

70～79円

80～89円

90～99円

100～109円

110～119円

120～129円

130～139円

140～149円

150～159円

160～169円

170～179円

180～189円

190～199円

200～209円

210～219円

220～229円

230～239円

240～249円

250～259円

260～269円

270～279円

280～289円

290～299円

300円以上

１
年
前
と
現
在
を
比
較
し
た
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
額

(％
）
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過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
及
び
理
由

○
最
賃
近
傍
雇
用
者
に
つ
い
て
、
過
去
１
年
間
で
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
は
、
「
2
02

1
年

1
0月

」
（2

8.
7％

）が
最
も
多
く
、
「2

0
22
年
４

月
」
（
1
7
.3
％
）が

次
い
で
多
い
。
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
理
由
は
、
「最

低
賃
金
が
上
が
っ
た
か
ら
」（

61
.2
％
）
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

2
1

6
1
.2

2
.5

1
7
.6

7
.4

2
.5

2
.7

3
.4

3
.8

2
.8

9
.1

0

2
0

4
0

6
0

8
0

最 低 賃 金 が 上 が っ た

か ら

年 齢 に 応 じ て 昇 給 さ

れ た か ら

勤 続 年 数 に 応 じ て 昇

給 さ れ た か ら

昇 格 や 職 務 上 の 責 務

の 増 加 に 応 じ て 昇 給

さ れ た か ら

勤 務 先 が 賃 金 引 上 げ

の 交 渉 に 応 じ て く れ

た か ら

勤 務 先 の 業 績 が よ い

か ら

勤 務 先 が 非 正 規 雇 用

労 働 者 の 待 遇 改 善 に

取 り 組 ん で い る か ら

自 分 の 技 能 が 向 上 し

た か ら （ 資 格 の 取 得

等 を 含 む ）

そ の 他

わ か ら な い

時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
理
由
（
複
数
回
答
）

(％
）

（
注
）
有
効
回
答
者
（

2
,8

9
5
人
）
の
う
ち
、
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
が
あ
っ
た
者
（

1
,2

2
8
人
）
に
つ
い
て
集
計
。

8
.3

1
.5

2
.0

5
.2

2
8
.7

4
.2

3
.0

4
.2

2
.2

4
.7

1
7
.3

3
.7

1
8
.6

0

1
0

2
0

3
0

６
月

７
月

８
月

９
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

わ
か
ら
な
い

賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
（
複
数
回
答
）

(％
）
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賃
金
上
昇
の
理
由
に
最
低
賃
金
を
挙
げ
た
労
働
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
暮
ら
し
向
き
、
賃
金
使
途

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
仕
事
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
影
響
を
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」が

70
.4
％
、
「
上
が
っ
た
」「
や
や
上
が
っ
た
」が

計
2
5.

1
％
と
な
っ
て
い
る
（図

１
）
。
ま
た
、
主
な
仕
事
に
よ
る
１
ヶ
月
あ
た
り

の
賃
金
の
増
減
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「変

わ
っ
て
い
な
い
」が

57
.6
％
、
「
増
え
た
」「
や
や
増
え
た
」が

26
.6
％
、
「や

や
減
っ
た
」「
減
っ
た
」
が

1
5.

8％
と
な
っ
て
い
る
（
図
２
）
。
さ
ら
に
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
暮
ら
し
向
き
の
変
化
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」が

72
.3
％
、
「や

や
苦
し

く
な
っ
た
」
「
苦
し
く
な
っ
た
」が

計
20

.2
％
、
「
ゆ
と
り
が
増
し
た
」「
や
や
ゆ
と
り
が
増
し
た
」
が
計

7.
5
％
と
な
っ
て
い
る
（図

３
）
。

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
、
か
つ
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
て
１
ヶ
月
の
賃
金
が
増
え
た
労
働
者
に
、

増
え
た
賃
金
の
使
途
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
ほ
ぼ
全
て
を
消
費
に
回
し
て
い
る
」「
多
く
を
消
費
に
回
し
て
い
る
」
が
計

59
.0
％
と
な
っ
て
い
る
（図

４
）。

2
2

5
.1

2
0
.0

7
0
.4

2
.7

0
.8

1
.0

0

4
0

8
0

上
が
っ
た

や
や
上
が
っ
た

変
わ
っ
て
い
な
い

や
や
下
が
っ
た

下
が
っ
た

わ
か
ら
な
い

賃
金
上
昇
に
よ
る
仕
事
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
影
響
（
図
１
）

(％
）

2
6
.6

3
2
.4

2
3
.0

1
2
.4

5
.7

0

2
0

4
0

ほ ぼ 全 て を 消

費 に 回 し て い

る

多 く を 消 費 に

回 し て い る

半 分 程 度 を 消

費 、 半 分 程 度

を 貯 蓄 に し て

い る

多 く を 貯 蓄 に

回 し て い る

ほ ぼ 全 て を 貯

蓄 に 回 し て い

る

増
え
た
賃
金
の
使
途
（
図
４
）

(％
）

（
注
）
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
が
あ
っ
た
者
の
う
ち
賃
金
上
昇
の
理
由
が
「
最
低
賃
金
が
上
が
っ
た
か
ら
」
と
回
答
し
た
者
（

7
5
3
人
）
に
つ
い
て
集
計
。

増
え
た
賃
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
て
１
ヶ
月
の
賃
金
が
増
え
た
者
（

3
5
7
人
）
に
つ
い
て
集
計
。

1
.2

6
.3

7
2
.3

1
4
.5

5
.7

0

4
0

8
0

ゆ
と
り
が
増
し
た

や
や
ゆ
と
り
が
増
し
た

変
わ
っ
て
い
な
い

や
や
苦
し
く
な
っ
た

苦
し
く
な
っ
た

1
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
暮
ら
し
向
き
の
変
化
（
図
３
）

(％
）

5
.1

2
1
.5

5
7
.6

9
.6

6
.2

0

4
0

8
0

増
え
た

や
や
増
え
た

変
わ
っ
て
い
な
い

や
や
減
っ
た

減
っ
た

主
な
仕
事
に
よ
る
1
ヶ
月
あ
た
り
の
賃
金
の
増
減
（
図
２
）

(％
）
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（
参
考
）
最
低
賃
金
額
及
び

20
21
年

1
0
月
の
引
上
げ
の
認
知
の
有
無
、
知
っ
た
経
緯
・
方
法

○
①
勤
務
先
が
あ
る
都
道
府
県
の
最
低
賃
金
の
額
と
、
②

2
02

1
年

1
0月

に
最
低
賃
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
「知

っ
て
い
る
」者

は
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ

53
.1
％
、

66
.2
％
と
な
っ
て
お
り
、
知
っ
た
経
緯
・方

法
と
し
て
は
、
「テ
レ
ビ
で
知
っ
た
」
が
い
ず
れ
も
最
も

多
く
な
っ
て
い
る
。

2
3

知
っ
て
い
る

5
3
.1

知
っ
て
い
る

6
6
.2

知
ら
な
い

4
6
.9

知
ら
な
い

3
3
.8

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

勤
務
先
が
あ
る
都
道
府
県
の
最
低
賃
金
の
額
の
認
知

2
0
2
1
年

1
0
月
に
最
低
賃
金
が
引
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
認
知

勤
務
先
が
あ
る
都
道
府
県
の
最
低
賃
金
の
額
及
び
2
0
2
1
年
1
0
月
に
最
低
賃
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
認
知
の
有
無

(％
）

1
8
.6

3
4
.0

2
1
.9

2
8
.8

6
.0

7
.9

6
.4

1
3
.6

7
.6

1
.1

2
.9

2
4
.7

4
3
.8

2
0
.7

2
1
.8

5
.4

8
.4

3
.1

9
.1

5
.4

0
.7

2
.8

0

2
5

5
0

勤 務 先 か ら 知 ら さ れ た

テ レ ビ で 知 っ た

新 聞 ・ 雑 誌 で 知 っ た

イ ン タ ー ネ ッ ト （SNS 等

を 含 む ） で 知 っ た

家 族 か ら 聞 い た

友 人 ・ 知 人 か ら 知 ら さ れ

た

ハ ロ ー ワ ー ク 等 の 行 政 機

関 か ら 知 ら さ れ た

最 低 賃 金 に 関 す る ポ ス

タ ー を 見 て 知 っ た

自 治 体 の 広 報 誌 等 で 知 っ

た

そ の 他

わ か ら な い

勤
務
先
が
あ
る
都
道
府
県
の
最
低
賃
金
の
額
及
び
2
0
2
1
年
1
0
月
に
最
低
賃
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
経
緯
・
方
法
（
複
数
回
答
）

勤
務
先
が
あ
る
都
道
府
県
の
最
低
賃
金
の
額
を
知
っ
た
経
緯
・方

法
2
0
2
1
年

1
0
月
に
最
低
賃
金
が
引
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
経
緯
・
方
法

(％
）

（
注
）
勤
務
先
が
あ
る
都
道
府
県
の
最
低
賃
金
の
額
及
び

2
0
2
1
年

1
0
月
に
最
低
賃
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
認
知
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
有
効
回
答
者
（

2
,8

9
5
人
）
に
つ
い
て
集
計
。

勤
務
先
が
あ
る
都
道
府
県
の
最
低
賃
金
の
額
を
知
っ
た
経
緯
・
方
法
に
つ
い
て
は
、
額
を
「
知
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
者
（

1
,5

3
6
人
）
、
2
0
2
1
年

1
0
月
に
最
低
賃
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
経
緯
・
方
法
に
つ
い
て
は
、

引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
「
知
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
者
（

1
,9

1
8
人
）
に
つ
い
て
集
計
。
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最低賃金審議会に係る基本的事項 
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Ⅰ  最低賃金制度の概要 

１  最低賃金法の変遷 

（１）最低賃金法の成立 

最低賃金に関する規定は、昭和２２年施行の労働基準法（法律第４９号）

第２８条から第３１条に定められていたが、最低賃金の決定は時期尚早であ

るとの連合軍総司令部の考えや、インフレ進行下での最低賃金制実現は困難

であることから、実際の最低賃金の決定は行われていなかった。 

しかし、各界から最低賃金制導入のための単独立法化要望が強まり、昭和

３４年４月１５日、最低賃金法（法律第１３７号。以下「最賃法」とい

う。）が公布され、同年７月に施行された。 

当時の最賃法は、決定方式として、①業者間協定に基づく最低賃金（第９

条）、②業者間協定に基づく地域的最低賃金（第１０条）、③労働協約に基

づく地域的最低賃金（第１１条）、④最低賃金審議会の調査審議に基づく最

低賃金（第１６条）の４方式が規定されていた。 

最賃法施行当初は、法に対する認識が十分でなかったことにより、中小企

業経営者を中心に最低賃金の決定を危惧する者も少なくなかったが、行政の

啓発・普及活動により、すでに業者間協定を結んでいた業者団体から決定申

請への動きが出て、昭和３４年８月に静岡県で水産加工業の連合会から決定

申請が提出され、我が国初の最低賃金が決定された。 

（２）昭和４３年の法改正 

昭和４３年９月には「より効率的な最低賃金制に進むため（昭和４２年中

央最低賃金審議会答申）」と、ＩＬＯ第２６号（最低賃金の創設に関する条

約）・第１３１号（開発途上国にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関

する条約）の各条約の批准により、最賃法が改正され、業者間協定による最

低賃金の決定方式が廃止され、「労働協約に基づく地域的最低賃金」と「労

働大臣又は都道府県労働基準局長（現労働局長）が必要あると認めたとき

は、最低賃金審議会に対し調査審議を求めることができる」という２方式と

された。 

これにより労使が対等の立場で参与した審議会による最低賃金の決定方式

が急速に普及することとなった。 

その後、昭和４５年の中央最低賃金審議会の答申を受け、昭和４６年度～

昭和５０年度にかけて実施した「最低賃金の年次推進計画」により地域別最

低賃金の普及促進が図られ、昭和５１年１月の宮城県での決定を最後に、全

国に地域別最低賃金が設定された。 

産業別最低賃金は、昭和３４年の最賃法施行当初の「業者間協定による決
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定方式」により全国各地に誕生した産業別業者間協定、地域別業者間協定な

どが、昭和４３年の改正で廃止されたことに伴い、審議会方式による関係

労・使の「申出」による最低賃金の決定に移行した。 

また、昭和６１年の「新産別最低賃金への転換」により、地域別最低賃金

を下回る産業別最低賃金については、順次廃止されることとされた。 

（３）平成１９年の法改正(平成１９年１２月５日公布｡平成２０年７月１日施行) 

ア  この改正では、地域別最低賃金は、すべての労働者について、最低限度

の賃金水準を保障する役割を担うというセーフティーネットとして位置付

けられ、地域における労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金

支払能力を考慮して定められることとなり、労働者の生計費を考慮する場

合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよ

う、新たに生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされた。 

また、罰則について、罰金額の上限が２万円から５０万円に引き上げら

れた。 

イ  特定最低賃金については、労使のイニシアティブにより決定されるもの

と整理され、関係労使の申出を要件として決定できるものとなり、特定最

低賃金は、地域別最低賃金を上回らなければならないこととされた。 

なお、特定最低賃金の不払いについて、最低賃金法の罰則は適用されな

くなったものの、賃金の全額払違反（労働基準法第２４条違反）になるこ

とから、これに係る罰則である上限３０万円の罰金が適用されることにな

った。 

 

２  最賃法の概要 

（１）最賃法の目的 

最賃法第１条では、「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の

最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生

活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するととも

に、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定されてい

る。 

（２）最低賃金の効力 

ア  最賃法第４条では、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対

し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定さ

れ、パートタイム労働者を含むすべての労働者を最低賃金額未満の賃金で

雇用することが禁止されている。 

なお、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は無効とされ、無効
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とされた部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。 

イ  最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合には、５０万円以下の罰金

が適用される。 

特定最低賃金の不払いには最低賃金法の罰則は適用されないが、労働基

準法の賃金全額払い違反の罰則である３０万円以下の罰金が適用される。 

ウ  派遣労働者について、最賃法第１３条及び同第１８条により、派遣先の

地域（業種）の最低賃金が適用される。 

エ  最賃法第７条では、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い

者、試用期間中の者、認定職業訓練を受ける者等は、労働局長の許可を得

れば、減額して適用することができると規定されている。 

 

Ⅱ  最低賃金の改定の概要 

１  地域別最低賃金 

地域別最低賃金は、都道府県毎に定められた最低賃金で、昭和３４年の最

低賃金法施行以来、昭和５１年１月の決定県を最後に全国４７都道府県全て

で決定され、現行最賃法では、「地域別最低賃金は､あまねく全国各地域につ

いて決定されなければならない」と規定されている。 

地域別最低賃金の審議は、局長の諮問に始まり地方審議会の答申をもって

終了するが、地方審議会の答申を尊重した局長の決定から３０日間の官報公

示期間を経て最低賃金の効力が発生することとされている。 

地域別最低賃金の決定基準等について、平成１９年の改正により、地域別

最低賃金は、地域における、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の

事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされているが、それぞ

れの基準等は以下のとおりである。 

①  労働者の生計費 

当該地域の労働者の生活のために必要な費用 

②  労働者の賃金 

当該の労働者全体あるいは低賃金労働者の賃金水準等 

③  通常の事業の賃金支払能力 

当該業種において正常な経営をしていく場合に通常の事業に期待するこ

とのできる賃金経費の負担能力のこと。 

個々の企業の支払能力ではない。 

また、地域における３要素の順位は付け難く、総合勘案して最低賃金を決

定すべきものであるとされている。 

なお、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、「労働者が健康で文
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化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整

合性に配慮するものとする」とされている。 

 

２  特定最低賃金 

最低賃金法施行当初の決定方式であった「業者間協定」から発展した産業

別最低賃金は、昭和６１年の「新産別最低賃金」への転換により、「地域別

最低賃金より高い水準の最低賃金の設定の必要性のある関係労使からの申出

により、審議会がその必要性を認めたものについて設定する」こととされて

きたが、平成２０年度からは、特定最低賃金の決定については、関係労使の

イニシアティブ（主導性）により決定されるものと整理されたので、関係労

使の申出を受けた労働局長が地方審議会の意見を聴いて決定できるものとな

った。 

また、特定最低賃金は、すべての労働者のセーフティーネットである地域

別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならないこと

とされている（法第１６条）。 

特定最低賃金の審議は、関係労使の決定及び改正等の申出を受け、必要性

審議を経て局長の諮問に始まり答申をもって終了するが、答申を尊重した局

長の決定から３０日間の官報公示を経て最低賃金の効力が発生する点は、地

域別最低賃金と同様である。 

特定最低賃金の改正の申出には、以下の種類があり、申出を行おうとする

関係労使は、審議会の年間スケジュールの調整及び特定最低賃金に係る資料

となる基礎調査集計上の必要から、おおむね前年度末（３月）を目途に地方

審議会又は労働局長に対して申出提出の意向を表明することとされている。 

（１）労働協約ケース 

ア  最低賃金の決定等を行おうとする産業の基幹的労働者の相当数に、労働

協約が締結されている場合に申し出るもの。 

イ  申出の要件＝同種の基幹的労働者の１／２以上（改正又は廃止の場合は

１／３以上）について最低賃金に関する労働協約が適用されていること。 

（２）公正競争ケース 

ア  事業の公正競争を確保する観点からの必要性を理由とする場合申し出る

もの。 

イ  申出の要件＝事実上の要件として、同種の基幹的労働者の１／３以上

（改正又は廃止の場合も１／３以上）の合意がなされていること。 
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Ⅲ  目安制度 

１  目安制度の変遷 

地域別最低賃金は昭和５１年１月までに全国で設定されたが、昭和５０年

３月２５日、当時の野党４党が、「全国一律最低賃金に関する最低賃金法

案」を国会に提出し、時を同じくして、労働４団体が「全国一律最低賃金制

度の確立」を要求しゼネラルストライキを（昭和５０年３月２７日）を構え

た。 

この事態を収拾するため、政府は「中央最低賃金審議会（以下、「中賃」

という。）に全国一律最低賃金制度の問題を含め、今後の最低賃金制度のあ

り方について諮問する」旨の回答を行い、直前の同年３月２６日ゼネ・スト

は回避されるに至った。 

政府から、上記諮問を受けた中賃は、小委員会を設置して検討し、 

①  地域別最低賃金の決定方式について何らかの改善が必要。 

②  最低賃金決定において、中賃の積極的機能を発揮する方向で検討 

との結論を出し（昭和５１年３月２２日）、これを基に、昭和５２年１２月

１５日、「今後の最低賃金制のあり方について」答申した。 

要旨は、 

「都道府県審議会における現行の最低賃金決定方式は、地域特殊性を持つ

低賃金の改善に有効である。しかし、現行の最賃決定方式は全国的な整合性

を常に確保する保証に欠ける面がある。 

そこで、当面最低賃金制のあり方としては、地方審議会が決定することを

基本とし、その適切な機能発揮のため、全国的な整合性の確保に資する見地

から、中賃の指導性を強化するため次の措置を講ずる。 

①  最低賃金決定の基本となる次の事項について、中賃がその考え方を整

理して提示する。 

・  地域別と産業別最低賃金のそれぞれの性格と機能分担 

・  高齢者の扱い、その他適用労働者の範囲 

・  最低賃金額の表示単位期間の取り方 

②  最低賃金額の改訂について、中賃は次により目安を作成し地方に提示

する。 

・  中賃は毎年、４７都道府県をランク別（４つのランクに分けている）

に目安を提示する 

・  目安は一定時期までに示す 

・  目安の提示は５３年度より行う」 

このようにして、昭和５３年度より発足した目安制度は、５３年度～５５
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年度までの３年間は全会一致で目安を作成したが、昭和５６年度以降は、労

使の主張の隔たりが大きく、中賃としての全会一致意見が取りまとめられず

に、中賃公益委員の考え方を「公益委員見解」として各地方審議会に提示し

ている。 

 

２  ランク区分と目安 

各ランクの区分については、概ね５年に一度見直しが行われ、「所得と消費

に関する５指標、給与に関する１０指標、企業経営に関する５指標」の計２０指

標について総合的に指標化して決定されてきた。 

平成２９年度からは、統計調査の新設・改廃の状況をふまえ「所得・消費に

関する５指標、給与に関する９指標、企業経営に関する５指標」の計１９指標に

見直され、諸指標による総合指数に基づき決定された新しいランクが適用される

こととなり、山梨はＣランクからＢランクに変更となった。 

なお、昭和５３年度・５４年度については、ランクごとに引上げ率が異なっ

ていたが、５５年度以降については「引上げ額」は異なっているものの、各ラン

ク同率の「引上げ率」で提示しており、平成１４年度と１６年度については「目

安額」は示されなかった。 

平成１９年度の目安については、当時の最低賃金を取り巻く状況を踏まえ、

成長力底上げ戦略推進会議における賃金の底上げに関する議論にも配意した調査

審議を求める諮問がなされたことにより、諸般の事情を総合的に勘案した結果、

各ランク同率の引上げ率に基づく「引上げ額の目安」の提示ではなく、各ランク

それぞれの「引上げ額の目安」の提示となり、また、Ｃランク及びＤランクは、

それぞれ９～１０円、６～７円というこれまでにはなかった幅を持った提示とな

った。 

また、平成２５年度以降は、「日本再興戦略」及び「経済財政運営と改革の

基本方針」等への配慮から、全てのランクで２桁の目安額が示され、さらに、平

成２８年度以降は、全てのランクについて20円台の目安額が示され、その額は、

令和元年度まで年々過去最高を更新していた。 

令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済情

勢、雇用情勢等への影響等を踏まえて目安額は示されなかったが、令和３年度に

ついては、Ａ～Ｄランク全てにおいて２８円の提示となった。 
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最
低
賃
金
決
定
の
仕
組
み

改 正 諮 問

意
見
書
提
出

の
公
示

意
見
書
の
提
出

関
係
労
使
の

意
見
聴
取

答
申

調
査
審
議

異
議
の
申
出

審
議
会
の
意
見

決 定

決 定 の 官 報 公 示

効
力
発
生

答 申 要 旨 の 公 示

3
0
日
後

又
は

3
0
日
以
後

の
指
定
さ
れ
た
日

山
梨
労
働
局
長
が
行
う
事
項

山
梨
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
が
行
う
事
項

関
係
労
働
者
又
は
使
用
者
が
行
う
事
項

審
議
会
方
式
に
よ
る
最
低
賃
金

１
地
域
別
最
低
賃
金

２
特
定
最
低
賃
金

必
要
性
審
議

関
係
労
使
の

意
見
聴
取

必 要 性 の 答 申

改 正 諮 問

必 要 性 諮 問

調
査
審
議

意
見
書
の
提
出

関
係
労
使
の

意
見
聴
取

答
申

答 申 要 旨 の 公 示
審
議
会
の
意
見

決 定

決 定 の 官 報 公 示
異
議
の
申
出

効
力
発
生

3
0
日
後

又
は

3
0
日
以
後
の
指
定
さ
れ
た
日

決
定
の
申
出

意
見
書
提
出

の
公
示

(注
)
審
議
会
方
式
で
、
労
働
者
又
は
使
用
者
が
異
議
を
申
し
出
る
場
合
に
は
、
異
議
の
内
容
お
よ
び
理
由
を
記
載
し
た
異
議
申
出
書
を
公
示
の
あ
っ
た
日
か
ら

1
5
日
以
内
に
都
道
府
県
労
働
局
長
(又
は
厚
生
労
働
大
臣
)に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
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２
３

年
度

２
４

年
度

２
５

年
度

２
６

年
度

２
７

年
度

２
８

年
度

２
９

年
度

３
０

年
度

令
和

元
年

度
令

和
２

年
度

令
和

３
年

度

目
 
安

 
額

(
円

)
＋

１
＋

４
＋

１
０

＋
１

４
＋

１
６

＋
２

２
＋

２
５

＋
２

６
＋

２
７

-
＋

２
８

引
き

上
げ

額
(
円

)
＋

１
＋

５
＋

１
１

＋
１

５
＋

１
６

＋
２

２
＋

２
５

＋
２

６
＋

２
７

＋
１

＋
２

８

目
安

額
に

対
す

る
引

上
額

の
差

(
円

)
±

０
＋

１
＋

１
＋

１
±

０
±

０
±

０
±

０
±

０
-

±
０

山
梨

県
最

低
賃

金
(
円

)
６

９
０

６
９

５
７

０
６

７
２

１
７

３
７

７
５

９
７

８
４

８
１

０
８

３
７

８
３

８
８

６
６

山
梨

県
最

低
賃

金
と

目
安

額
の

状
況
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最低賃金審議会の運営に通常使用される基本的用語

１ 共通事項

用 語 解 説

最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者に対し
最低賃金制 てその金額未満の賃金で労働者を雇用することを禁止する制度。パートタイム労
度 働者を含むすべての労働者とその使用者に適用される。なお、一定の労働者につ

いて、減額特例許可を受ければ、最低賃金未満の賃金で雇用することができる。

最低賃金額を決定する際、法第９条により、「労働者の生計費」、「労働者の賃
最低賃金決 金」、「通常の事業の賃金支払能力」を考慮して決定することとされている。特
定の３要素 に、労働者の生計費を考慮するに当たっては、憲法第２５条の「すべて国民は、

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」いう文言を引用して「労
働者が健康で文化的な生活を営むことができるできるよう、生活保護に係る施策
との整合性に配慮する」こととされている。

中賃 中央最低賃金審議会の略称。中賃審ともいう。

最低賃金の決定方式の一つ。公・労・使同数の委員で構成された審議会による調
審議会方式 査審議に基づく最低賃金決定方式のことで、局長が必要と認めるときに審議会に

調査審議を求め（諮問）、その意見（答申）を尊重して決定するもの。現在設定
されている山梨県最低賃金、特定最低賃金の決定方式は審議会方式である。

地域別最低賃金の略称。地域別最低賃金は、賃金の最低限度を保障するセーフテ
地賃 ィーネットとして位置付けられ、最低賃金の決定の３要素を考慮して定めること

となる。特に、平成２０年の法改正により、労働者の生計費を考慮するに当たっ
ては、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされた。

都道府県ごとに、一定の事業又は職業ごとに設けられた最低賃金のこと。山梨県
特定最低賃 の場合は、「電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業」、
金 「自動車・同附属品製造業」の２つが設定されている。業種は、日本標準産業分

類によって区分されている。平成２０年の法改正以前には、産業別最低賃金と呼
ばれていた。

最低賃金額の表示単位の一つ。平成１４年の中央最低賃金審議会の全員協議会報
告により、わかりやすさの観点から、全国すべての最低賃金について、「時間額

時間額 単独表示」とされ、従来あった日額、週額又は月額表示は廃止された。なお、日
額、月額で定められた賃金額は、１時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比
較することとされている。

未満率 最低賃金に関する基礎調査結果に対し、現在設定されている最低賃金額を下回っ
ている労働者の割合。

影響率 最低賃金に関する基礎調査結果に対し、最低賃金額を改正した場合に改正後の最
低賃金額を下回る労働者の割合。

① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
減額特例 ② 試の使用期間中の者
（最低賃金 ③ 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者
の 減 額 特 ④ 軽易な業務に従事する者
例） ⑤ 断続的労働に従事する者

について、使用者が、労働能力その他の事情を考慮して減額した額について労働
局長の許可を受けたときは、許可を受けた金額により最低賃金の効力の規定を適
用することができるという制度。
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２ 審議会関係

用 語 解 説

本審 山梨地方最低賃金審議会の略称。

諮問 労働局長が、地方最低賃金審議会に対して調査審議を求めること。

地域別・特定最低賃金専門部会がある。法第１０条又は第１２条による最低賃金
及び第１５条第２項による特定最低賃金の決定又は改正及び廃止について調査審

専門部会 議を求められたときに設置されるもので、運営規程等により任務終了後（答申後
で異議申し出期間満了後）に廃止される。毎年、本審において決定される「最低
賃金改正等の推進について」により公・労・使各側３名の計９名で組織されてお
り、特定最賃については、関係労使を主体に委員を構成することとされている。

検討小委員会、運営小委員会の略称。公・労・使各側２から３名の委員で構成さ
検小・運小 れ、審議会に任意に設けられる協議の場。山梨においては、「最低賃金改正等の

推進について」により、「特定最低賃金検討委員会」と「最低賃金運営小委員
会」が設置され、各側２名の委員で構成されている。

最低賃金審議会令第６条第５項のこと。本審において、あらかじめ議決すること
６条５項の により、専門部会の決議をもって審議会の決議とすることができる制度。山梨で
適用 は、特定最賃専門部会に適用している。なお、山梨では、決議は全会一致の場合

に限られ、全会一致とならない場合は本審を開催し決議することとなる。

審議会を開催し、議決することができる最低限の出席委員の数。委員の２／３以
定足数 上又は公・労・使各側それぞれ１／３以上の出席が要件とされている。この規定

は、各専門部会についても準用されている。

表決ともいう。審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のと
採決 きは、会長の決するところによるとされている（審議会令第５条第３項）ただ

し、安易な早期結審による多数決は避けるべきであるとされている。

審議会決議の基本である公・労・使の出席委員による一致した決定のこと。特定
全会一致 最低賃金の必要性審議においては、昭和５７年中央最低賃金審議会の答申により

「全会一致の議決に至るよう努力するものとする。」とされており事実上、全会
一致の原則が適用されている。

結審 本審・専門部会等において一定の結論を得るに至り、審議を終了すること。

答申 審議会として、労働局長の諮問事項に対して述べる意見のこと。

法定発効 官報公示の日から起算して３０日を経過した日に効力が発生すること。指定日を
定めない限り、この日が効力発生日となる。

最低賃金の効力発生日を特定する必要がある場合に、発効日を具体的に定めるこ
指定日発効 と。地賃など全国的に一致した効力発生日にしたい場合や複数の特定最賃審議に

ついて、異なっている発効日を同一にする場合等の決定に指定日発効とすること
がある。

全協 全員協議会の略称。一定のテーマについて、委員全員が自由な議論を行うため、
審議会に任意に設けられる協議の場。（中賃全協など）

平場 通常は使用していない言葉。公式な審議の場のこと。本審、専門部会、全協、運
小等が含まれる。
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